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長野県治水・利水ダム等検討委員会 第８回黒沢川部会 議事録 

 

日 時  平成14年７月26日（金）午前１０時から午後４時２５分 

場 所  長野県 南安曇庁舎 講堂 

出席者  高橋部会長以下１７名（倉科特別委員、中村特別委員 欠席） 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

 お待たせいたしました。定刻となりましたので、只今から長野県治水・利水ダム等検討委員会

第８回黒沢川部会を開催いたします。開会にあたりまして高橋部会長からご挨拶をお願いしたい

と思います。 

 

○高橋部会長 

 おはようございます。台風が去ったあと毎日の猛暑続きでございますけれども、委員の皆様に

おかれましては、大変お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。さて前回の部会

では皆様から治水・利水対策案をご堤案いただきました。それぞれ具体的な堤案、本当にありが

とうございました。今日はこのご堤案を元に部会の治水・利水対策案をとりまとめて参りたいと

思います。皆様からの対策案を審議のたたきだいとして、３つの案にとりまとめましたので、こ

れを元に審議を進めて参りたいと思います。なお前回の部会でも申し上げましたけれども、法や

基準に準拠した部会案をまとめて参りたいと考えています。それについては幹事に確認を求めま

すのでよろしくお願いをしたいと思います。 

さて皆様ご存知の通り、県知事の選挙の日程が決まりまして、８月 15 日の告示、９月１日の

投票となりました。従いまして告示前ではございますけれども、事前運動の問題もありますので

政治的な意図があると受け止められるような発言については、公職選挙法に触れる恐れがありま

すので、このような時期でございますので、委員の皆さんにおきましてはご発言に当たってはご

注意をお願いしたいと思います。今後部会として１つの案にとりまとめて参りたいと考えており

ますので、具体的で建設的なご意見をいただき有意義な部会になりますよう、議事進行に関しま

してご協力をお願い申し上げます。なお今日の新聞等でご存知かと思いますけれども、昨日委員

会が開催されました。そのなかで私の方で少しその経過を申し上げましてご協力をいただきたい

なと、こんなふうに思っておりますのでよろしくお願いします。それでは皆様の方に急きょ資料

として、これにはありませんが 76 の資料をちょっとご覧いただきたいと思います。よろしいで

しょうか。実は昨日の委員会のなかで黒沢川部会については部会長として報告をしてございます。

そのあとの議題として今後の委員会、部会のあり方ということで、委員の方からご堤案がありま

して、そのなかの審議の過程でこの資料にありますように、昨日浅川及び砥川に関する治水・利

水の枠組みというものが我々委員に配布されたわけでございます。そのなかでいろいろ審議あり

ましたけれども、特に私とすれば次をめくっていただいて、４ページになりましょうか、最後の

ページの所に、上の方の欄に、下から４行目あたりから書いてございますが、砥川については地

下水汚染の現況を踏まえ、具体的対策案を関係市、町と協議していく。取り分け、下諏訪ダムの

代替水道施設の整備については、地下水汚染に対する対応も重大な課題であると認識しつつ、ま
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ずは、新和田トンネル湧水の利用をはじめ、高度浄化処理施設や新規井戸の掘削の是非等につい

て、総合的な観点から関係者と調整を進め、整備手法、財政措置等について検討を行う。という、

こういう項があるわけですが、私は黒沢についても当然代替案を作った時に、利水という問題に

これらの財政支援あるいは法の整備等々も含めて県としてやっていただけるのでしょうかという

ご質問をしたところが、これはあくまでも浅川及び砥川の枠組みでありますよ、というご答弁し

かいただけなかったわけです。私は代替案を作る時に必ず問題となるのが、財政とか河川法の整

備とか、という問題が必ず出てくるでしょう。しかるに残された７つの河川に於いても当然こう

いうものは共通したことであるから、県として前向きに検討しますと言って欲しかったわけです

が、何回質問しても同じ答弁でございます。従いまして、それではその答弁のなかに政治的なも

のがあるというニュアンスの答弁がございましたので、政治的判断が加わるのであれば、今知事

が失職しているのに、知事が決まらない内に政治判断が出来ないとすれば、知事が変わってから

その判断を仰ぐということになろうということで、今我々がいろいろな代替案を作ってみたとこ

ろで、その時点で変わってしまったようでは、特別委員の皆さんに申し訳ないというのが私の考

えでございます。各委員の中からはいろいろなご意見が出ましたけれども、最終的には知事が決

まるまで、一時休止しましょうということに決定をいたしました。従いまして各部会も今日の新

聞でご存知のように、私達は今日招集してございますので、昨日の委員会では、明日招集してい

る部会については計画通りに実施しますけれども、以降については９月１日以降にするというこ

とで、各部会も足並みを揃えていただきましたのでご報告を申し上げます。この論議はそういう

ことで決定したということで皆さんにご理解をいただき、新しい知事が誕生した時点で又精力的

にやっていきたいな、こんなように思っておりますのでよろしくお願いをいたします。以上で報

告を終わらせていただきます。 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

 ありがとうございました。只今の出席委員でございますけれども、19名中17名でございます。

条例の規定によりまして本部会は成立いたしました。なお宮澤委員さんは午後からというご連絡、

それから、内川委員さんは午前中都合が悪いということでご連絡をいただいております。それで

は議事に入る前に資料の確認をお願いしたいと思います。 

 

○植松特別委員 

 すみません。その前に今の部会長のご説明に対して意見なのですがよろしいですか。 

 

○高橋部会長 

 意見ですか。はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

今、高橋部会長の説明大変良く分かりました。昨日の結果。ただこの部会ではですね、前回、

前々回ですか、知事に不信任案が出た時に、検討委員会とは別に部会は部会で独自にやるという

ふうに意見が統一されたと思うのです。部会ではそういった意見になっているのに、検討委員会
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ではそういったことに決まったから、それを納得して欲しいという部会長の言い方なのですけれ

ども、それは良く分かります。ただ私ちょっと理解出来なかったのは、政治的なものがあって、

利水の面の整備的なもの、財政的なものに対して、県から明確な答えがいただけなかったと、そ

ういったことで部会長の方では一時的に中断ということだったのですけれども、その所をもう少

し詳しく説明していただかないと、どういう政治的なもので、砥川、浅川はこういったものが良

くて、他の所がいけないのか、それを具体的に私個人的に聞かないと、せっかく部会では皆さん

それとは関係なく黒沢にダムがいいかどうかということを、真剣に議論しているのに一時中止に

なってしまったと、ちょっと説明していただきたいのですけれども。 

 

○高橋部会長 

 はい。私は確かに今言われるように、前回はそういう問題は、政治の問題はおいて、我々部会

としては粛々とやるのだよと私はそういうつもりでおりました。それで昨日こういうものが出た

わけですけれども、そのなかで私は、ここに委員もおられますので聞いていただければ分かりま

すけれども、私は前向きにやりますよという答弁さえあれば、お金の問題とかそういうものは別

として、砥川、浅川に拘わらず、脱ダムをしたのだから、代替案に対して県としてはっきりした

全体の姿勢を示して欲しいと言っているのですよ。それに対して、はっきりした説明をしてくれ

ないのですよ。何回も私が質問しても、聞いていただいて結構でございますけれども。私は分か

りましたと。前向きにそれはやりますと。特に水道事業というのは、各町村がやっているわけで

すから、それに対してダムはなくてもいいよという話ですから、そういうものを県として何もや

ってくれないというのでは困りますよということなのです。ですから私はその辺を明確にやりま

すと言って欲しいと言っているわけです。それが言えないというのですから。しかもそれは政治

判断というものが入るから出来ないということだから、政治判断が入るということになれば、親

分がいないわけですから、やっても意味が無いでしょうという、そういう判断です。はい、どう

ぞ。 

 

○植松特別委員 

部会長の説明は大変良く分かります。それで私分からないのは、その政治的判断が何なのかと

いうことと、県の方の説明書きが一体どういうことなのか、私共は検討委員会に出ていないので

分からないのですけども、どうして明解な答えがいただけないのか、その辺もし県の方で、ここ

でいただけるのでしたら、説明していただければと思います。その２点です。 

 

○高橋部会長 

 政策秘書室でお願いします。 

 

○幹事（政策秘書室） 

 政策秘書室の柳沢直樹です。よろしくお願いいたします。昨日の議論でございますが、高橋部

会長さんの方からその辺の利水の話が出まして、先程ご覧をいただきました資料-76、これは要す

るに浅川、砥川に関する知事の答弁、議会における答弁がベースになっております。そこに図表
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等付けさせていただきまして、こんな枠組みで今後進めたいというご説明をしたということで、

昨日そのご報告をさせていただいたということでございます。それで今問題になりました利水の

所も含めまして、この問題は要するに答申が出たその内容について、県としてこんな枠組みでや

っていきたいというお話でございますので、昨日の私共の幹事長及び政策秘書室長のお話申し上

げましたのは、この部会あるいはこの委員会の方でこういった方向でやるべきだという答申が出

れば、それを最大限に尊重して、どういった形でやっていいか、その時点で又判断をしていきた

いというお話を申し上げたところでございます。ですからこの中で言っている、例えばダムなし

あるいは利水についてこうやっていくという、今新和田トンネルの話も出ましたけれども、それ

ぞれの場所によって、河川流域によってやっぱり答えも違ってくるだろうということもございま

すので、その答申を受けて県としてのそれぞれの対応を、又こういう形でお示しをしていくべき

ではないかと、そういうお話を申し上げたところでございます。今政治的という話が出ましたけ

れども、それはちょっと言葉のあやではないかと私は思っておりまして、いろいろその辺の対応

について、又違った観点で黒沢川部会、黒沢川流域の対策については、そういう答申が出た時点

で県としての又新たな枠組みという形になるかどうか分かりませんけれども、そういった対策を

とって参りたいと、そういう主旨で申し上げたのでございまして、部会長さんから今前向きでは

ないというご指摘がございましたけれども、決してそういう意味ではないと、私共は考えており

ます。その辺をご斟酌をいただきたいと思います。以上でございます。 

 

○高橋部会長 

 こういう答弁なのです。分かりますか。どうぞ。 

 

○植松特別委員 

今の答弁に対してなのですけれども、私も全く良く理解出来ないですけれども、浅川、砥川の

場合には答申が出たからこのようなふうに方針を決めるけれども、答申が出ないと県としての施

策決められないというのであれば、僕らは議論出来ないわけですよ。正に部会長の言う通りで、

こういったことがあるのだよという方法論さえあれば、利水に対していろいろなこと議論が出来

るのですけれども、そういうあやふや、あいまいな態度で県がいる限り、私も部会長と聞けば全

く同じ意見で議論が進まなくなってしまいます。県の方ではっきりどうするのか、そこを今決め

ていただかないと、ちょっと不毛な部会になってしまうと思うのですけど、明確になぜどうして

それが出来ないのか、答申を受けてやらないといけないのか、そのからくりをもうちょっと説明

してもらえないのか。 

 

○幹事（政策秘書室） 

 からくりといいますか、私共県といたしましては、今回この検討委員会に諮問をいたしたわけ

でございまして、その結果をみて、私共その対応を図って参りたいというのが基本的スタンスと

いうふうに考えていただきたいと思うのです。その辺のところで昨日も実は検討委員会のなかで

部会長さんをはじめいろいろご議論をいただいて、それではちょっと、これ以上は、というよう

なお話になったかと、私共理解しております。私共県といたしましては、諮問した以上、その答
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申を受けてやっていかなくてはいけないのではないかということで、事前に県として、こういう

ことをやる、ということはちょっとお示しできないだろうという話を申し上げたところでござい

ます。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

私ばかり意見言っているのですけれども、是非他の委員さんにも聞いて欲しいのですけども、

そういったことであれば私共も今結果も出せないのですよ。はっきり言って。結果を出してから、

それについてどうこうするということであれば、最初から方針を決めておいていただかないと出

来ないので、このような県の態度には私はちょっと許せないというふうに思っていますし、そこ

のところはちょっと、部会では前回全員一致で真剣に検討委員会とは別にやろうということで決

めたのに、それが出来なくなってしまったと。皆さん本当に真剣に勉強して資料出していただい

ているのに、これでストップしてしまって、ひょっとして知事が代われば、この部会自身が存続

するかどうかもまだ不明なわけですよね。今までやってきたことが何かと、それとは別に私達は

公募して、この治水・利水問題やっているわけですから、これを続けるかどうか部会でもう一度、

私議論してもいいと思うのですけれども、ちょっと皆さんで諮ってみていただければと思います

けれども。 

 

○高橋部会長 

 たとえば、私今利水の話しましたけれども、治水の問題だって、基本高水だって、変わってい

るわけですよ。そうでしょう。がらっと変わっているわけですよ。それで対策を立てろ、立てろ

と。立てていったところが、ころっと180度変えているわけですよ。何の為に今まで部会をやっ

てきたのか、昨日さんざんやったのですよ。大熊先生もおられますので、特に高水の問題ちょっ

と話していただきますけれども、非常に県のやり方がおかしいのですよ。大熊先生何かコメント

ありましたら。 

 

○大熊委員 

 その前に、ここのところずうっと休んでおりまして申し訳ありませんでした。全部大学の講義

とか会議とかで重なっておりまして、出席出来なくて、残り３回は出席出来るなと思っていたの

ですけれども、どうやら又出席が不可能になるのかなと、ちょっと心配しております。今ここの

資料-76 にありますように、２ページあるいは３ページ目の図にありますように、検討委員会と

いたしましては、浅川、砥川とも基本高水を下げた形で答申を行いました。それは河川砂防技術

基準案に則って、今後の改修を進めていくという前堤のなかで、こうせざるをえなかったという

ことが実情でございます。総合治水対策ということで、この基本高水を超える流量が出た時には

どうするのか、いわゆる超過洪水対策というものも、本当はきちんと考えて堤案していかなけれ

ばならなかったと思うのですけれども、時間的な都合等も含めまして、とりあえずこういう基本
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高水で河道改修をやっていこうという案にしたわけですけれども、ご覧のように基本高水は従来

の手法のままで、一番引き伸ばしだとか、カバー率でさんざん議論したわけですけれども、結果

的には従来の方法の基本高水を前堤とした形で行うということになったわけで、途中経過はちょ

っと分かりませんけれども、全国的にも基本高水を現実的に下げた事例というものはないという

こと。気仙沼の所を流れている大川という川では、宮城県の検討委員会の中で、検討委員会とし

ては基本高水を毎秒 1,000m3/s から 870m3/s に下げるという、そういう方針を出しております

けれども、それが約２年前ですけれども、その後具体的にそれが宮城県の中できちんと確認され

たかといいますと、宙に浮いている状態でございます。そういったこともあるのかと思いますけ

れども、従来の国土交通省の扱っている通りの形で、今回知事がこういう形をとられたというこ

とでございます。我々はダムなし案ということを答申いたしました。ダムなし案というところは

生きているのですけれども、こういう形になった。私としては今後大仏ダムが中止になっている

薄川だとか、あるいは清川だとか、そういった所の議論を進めていく時に、考え方に於いて整合

性がとれるようにしたいということがありました。そういうことで基本高水ワーキンググループ

としては、この下げる案を堤案して、これが答申の中に盛り込まれたわけですけれども、この辺

ちょっと結果的に違ってきているということで、昨日もこの辺のところを指摘いたしました。と

いうことでよろしいでしょうか。 

 

○高橋部会長 

 いいですか。そういうふうに政治的なものの背景があるということなのです。すべてに於いて。

はい、どうぞ。 

 

○清水特別委員 

そうしますと田中知事さんが失職されたのですが、県の方にお聞きしたいのですが、副知事に

事務引継ぎをしているわけですね。その時にこういったダム関係の引継ぎみたいな、こういった

形のものは、あったかどうか。それから私共部会、何回か行われたなかで今まで議論してきたわ

けですが、新しい知事に、もし例えば誕生した場合に、私達はこれで終わりなのか、継続されて

いくのか、その辺ちょっとあれですが、部会長の言っていることは良く分かります。これ副知事

に移管されていると聞いているのですが、その辺について県の方からお聞きしたいのですけれど

も。 

 

○幹事（政策秘書室） 

 それではお答えをいたします。今お配りをいたしました、これはあくまでも浅川、砥川という

お話今申し上げましたけれども、その 76 のペーパーの最後に、推進体制ということをちょっと

ペーパーを付けさせていただきました。今回、浅川、砥川の枠組みを作ったわけでございますの

で、それを具体的にどのように進めていくのかというところで、これ７月 11 日なのですが、こ

ういった治水・利水対策推進本部というものを設置いたしまして、関係部局長のもとで、県庁横

断的にその対策を考え、そして実行していこうではないかということでスタートしております。

ここで見ていただきたいのは、本部長は知事でございますが、本部長代理に副知事が入っており
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まして、今清水委員からご指摘ございました通り、引継ぎという以上に、その辺の中身は今副知

事が中心になって進めているという状況でございます。ですから副知事、職務代理者ということ

でございますので、知事と同様の権限、原則的に持っておりますので、そのなかで進めていると

いうことでご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

 

○高橋部会長 

 それから、その組織といいますか、この委員会というのは、知事関係なく条例で制定されてお

りますから、これは私共当然与えられた任務を全うするのは当たり前でございますので、それは

委員会でも確認されております。ただ時期が時期だけに、私は８月末までに何とか案をまとめよ

うと思いましたけれども、あまりにも政治的な背景があるとするなら、先程来ご意見がいただい

ておりますように、大きな方針もないまま、我々が作ったものが、今言ったように反対になる可

能性が充分あるだろうということが想定されるということになりますと、特別委員の皆さん方に

非常にご迷惑をかけるし、ということがまず私はあると思うのです。これは黒沢川部会だけでな

く、委員会を含めたなかで、昨日の委員会のなかではそのまま進めようではないかというご意見

もございましたし、進められないというご意見もございました。私の堤案に対して。大熊先生も

いろいろ考えた末、それも１つの手かなというニュアンスの発言をしていただいております。昨

日の議事録まだ出来ておりませんけれども、ですから私は何回と無く、少なくてもすべての河川

について、県はそういう問題については責任を持って努力します、というこの一言だけで私は良

かったわけですが、その言葉はいただけなかった。よろしいですか。はい、どうぞ。 

 

○丸山特別委員 

先程来お話聞いていまして、部会長さんのおっしゃることもありますし、確かに延ばしてとい

うことも、理解できるわけですけれども、私共の立場として正直に申し上げまして、このところ

大きな台風が２つ来ています。１つは隣の県の岐阜県で大災害もたらしたわけです。あれがちょ

っと山越えて北アルプスまで来たということになると、大変な被害だと思うのです。それを知事

が代わるまで待っているとか、何かそんなことを言っている暇はないと思うのです。おっしゃる

こと良く分かるのですけれど、私共の立場としては早いところ安全な治水対策、利水対策を作っ

てもらいたい、こういうことをお願いするわけです。それからもう１つ、前回の時、私、水道事

業に対する県の財政的な負担、一般的な支援はすると言ったそうですけれど、問題は財政的な負

担だと思うのです。財政的な負担についてどうかという話で、先程の部会長の話のなかで分かり

ました。分かりましたけれども、今の法律、法制のなかでどこまで見てもらえるようになってい

るのか、その辺県からおいでいただいていますので、念の為ちょっとお聞きしたいと思います。 

 

○高橋部会長 

 その資料は添付してございますので、のちほど説明があると思いますけれども。 

 

○丸山特別委員 

だから今の話のなかでは、財政的な支援というものは、他の部会には分からないよということ



 

 8 

ですけれども、今の法律のなかで出来るのはどこまでなのか。この前お聞きしたように、簡易水

道ならみるところもあるというような、ちらっとお聞きしたのですけど、その辺について後で結

構ですのでご説明いただきたいと思います。 

 

○高橋部会長 

 私もそれが心配なものですから、今朝早速来て、丸山委員の資料請求のなかにどんなものを県

は書いてきているのだろうかなと、昨日の私の質問と矛盾しているのだろうかということがあれ

ば困ると思って、今朝早めに来て見たのですよ。見たところがダムが出来た時の支援策なのです

よ。ダムを造るとこういう支援がありますよという、それしか出てありませんので見て下さい。

ダムを造らなかった時はこういう支援をするということは出さないのですよ、県は。ダムが出来

た時の何十分の一はどうだ、こうだとしか出ていないので、それは又後で説明させますのでお願

いします。 

 

○丸山特別委員 

今の法律の中ではどこまでできるのかっていうのをちょっと念の為に。 

 

○高橋部会長 

 その他、はい、どうぞ。 

 

○二木特別委員 

今、部会長さんの方から問いかけられたわけです。この部会の方向ということだと思いますが、

それで植松さんも県の対応というか、説明がうまくないという話ですが、私は例えば宮澤委員、

大熊先生。藤原先生はおいでいただいているが、大熊先生は２回目なのです。それで当初私は時

間的に会議を半日にしていただきたいと、ところが植松さんから指摘を受けまして、それでは一

生懸命やりましょうということを私は宣言をしていきました。それで先生、今大学がお忙しい、

なんだかんだとおっしゃいましたけれども、ここの委員に選ばれた以上は、講義があろうが学校

があろうがと思いますけれども、出席が出来ないなら何かの形で、文書を出すとか、我々の方へ

送っていただければありがたかったなあと、このように反省をしますが、それはともかくとして、

今うちの村長がこの部会は条例の元に始まっているということは、鋭意努力しましょうというこ

とは、開会の時に言ったわけですが、そこらのところが今知事さんがいないということですし、

選挙も入るということで、どうかなあということは、私共も疑念をするわけですが、ところが今

政策秘書室長さんの話のなかでは、なかなかその案が出てこないと、私共も利水と治水をどうや

るかということを勉強しながら論議しているわけですが、いろいろと代替案も出ています。そう

いうわけで例えばダムが出来なくて、そうすると万水川の改修をどの程度広げなくてはいけない

か、まだそういうのは県の方からも示されておりませんし、例えばいろいろな事業についても、

今ダムありきの、多分経費とかあるいは改修費というものが出ていると思いますが、もしダムが

ないというような検討も我々はしなくてはいけないわけですから、経費の面とか、そういうもの

をはっきり出してもらわないと論議する根拠がないわけですから、その点も考えると部会長のお
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っしゃる通りもう少し時間をみて、この会を少し休んだらどうかというのがいいかなあというよ

うに思います。ただし台風も又来ますし、それから早く手をかけていただかないと、せっかくの

計画が水の泡になってしまうということですので、その点もちょっと心配ですが、部会長の話の

ような大勢ならば、私共もこの会は少し休んだらどうかなあというように思います。私はそうい

う意見でございます。 

 

○藤原委員 

 昨日の検討委員会のなかでもう1つ話になったことがあるわけです。それは。 

 

○二木特別委員 

 その話はいいですからね。 

 

○高橋部会長 

 ちょっと聞いてやって下さい。 

 

○藤原委員 

 ちょっと聞いていただきたいのは、とにかく８月中に答申を何とか出したいということで、精

力的にやろうということで、大熊先生も夏休みなら大丈夫だということで、８月３回あるわけで

すね、そういうことで８月中に答申を出すということで、10 時からやるようになったわけです。

ところが選挙中になりますと公聴会が開けない。特に公聴会のなかで、いろいろな議論のなかで、

特定な候補者のことを何らかの形で支持もしくは誹謗中傷するようなことになるといけないとい

うことで、そうなると公聴会についての意見発表もある程度制限しなければいけないということ

になると、公聴会ができない。公聴会ができないと、８月中に部会でとりまとめということが出

来ないだろうということで、他の部会も、それではやはり８月中にとりまとめをするということ

は無理で、９月以降ということになったということなのです。ですからそこら辺のところも、８

月中に集中的にやろうということの意味が、そういうことで物理的に出来なくなったということ

で、延ばさざるを得ないのではないかということなのです。 

 

○高橋部会長 

 今、話が出ましたので、県の選管からの話が出ておりますので事務局の方でお願いします。 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

 それでは今部会長の方からお話ありました公職選挙法との関係でちょっと。昨日も検討委員会

でご説明いたしましたが、その内容についてここでお話したいと思います。県の選挙管理委員会

に問い合わせたなかでは、基本的な考え方とすれば、治水・利水対策を審議するという検討委員

会あるいは部会の目的に沿って、純粋な意味で政治的な意図なく検討が行われているのであれば、

特段問題がないということであります。従って審議のなかでは特定の候補者又は候補者となろう

とする者を支持する、あるいは支持しないとか、あるいは特定の候補の政策を支持する、あるい
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は支持しないというような、政治的な意図と捉えられる恐れのある発言については、公職選挙法

に抵触する恐れがありますので、控えていただくのがよろしいかと思っております。それで今お

話のありました公聴会についてですが、公聴会は不特定多数の住民の皆様に集まっていただいて、

治水・利水について意見を述べていただくものであります。それで実際の発言内容がやはり特定

の候補者の支持、擁護あるいは誹謗、中傷等を含む場合は、公職選挙法に抵触する恐れがあると、

それからそのような発言内容を制限することは難しくて、又発言内容を制限するのは公聴会の主

旨からも望ましくないと考えられます。それともう1つ、県や市町村の所有又は管理する建物で

すけれども、この建物においては選挙運動のためにする演説あるいは連呼行為を行うことは法定

の個人演説会等を除いては出来ないこととされております。従って選挙が済むまでの間に公聴会

を開催することは慎重を期す必要があろうかということです。それから、なお検討委員会の委員

及び部会の特別委員の方は地方公務員法の規定による特別職の公務員に当たりますので、特別職

の公務員としての地位を利用して選挙運動をすることは禁止されておりますので、併せてご留意

いただければと思っております。以上選挙の公正を期する主旨から制限があることをご理解の上

で条例の主旨に沿って審議を進めていただければと思っております。こういうことで昨日もご説

明いたしました。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうも。そういう話もあるということで、皆さん方も特別公務員という立場を取らせら

れておりますので、その辺もご留意をお願いしたいと思います。はい、どうぞ。 

 

○田宮特別委員 

私も、まだまだ議論が充分に深まっていっている状況ではないということ、積み残されている

論議が自然環境の問題であるとか、地質の問題であるとか、いろいろと沢山あるではないかとい

うことで、８月 31 日で結論を出すということについては、無理があるのではないかというふう

に発言をさせていただいたのですが、その時にそこでまとめないと、国の予算請求のその関係が

あるので、是非そこでまとめていただきたいということの部会長さんからのご説明で、それもや

むを得ないかなあというふうに受け止めて、その代わりに３回であるところを４回に増やすとか、

あるいは５回に増やすという形を取るなかで充分議論を尽くしていただきたいということで、了

解をした経緯があるのですが、そのことについてはどうなっていくのか、予算請求の関係がね。

予算請求という非常に重要な、１日でも早く、やはり命の問題を解決し、対応していただきたい

ということで、予算の問題に絡んでくる問題なので大事かなあ、という理解をしたのですが、ち

ょっとその辺が何だか無視されたような、という気がするのです。それが１点と、もう１点は先

程部会長さんがおっしゃられましたけれども、良く理解できます。それで私もいわゆる利水の代

替案を示す時に、これは代替案なのだから、そういう立場で我々は捉えていく必要があるのでは

ないか、だからそれについてかかる財政問題であるとか、そういうことは当然代替として対応し

ていくべきだというのが、私の意見だったと思うのですが、そういうことで考えていっても、新

規井戸の掘削とか、総合的な観点から関係者との調整を進め、整備手法、財政措置というのは、

これは別に砥川、浅川に限っただけの問題ではないのではないかと、基本的、原則的な問題では
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ないかと、すべての部会に対する。だから、そういうふうにやはり捉えていくべきではないかな

と思うのです。そうしないと答申が出てから対応するという性格のものではないのではないかと、

いうふうに思います。そうしないと植松委員からおっしゃられたように、代替を求めていくとい

う議論はやはり充分に出来ていかない、そういう問題で制約を受ける、疑心暗鬼で議論していか

なくてはならないという、これはやはり県の対応は間違っているのではないかなあと、そういう

ふうに考えます。その辺ちょっとお答えを。 

 

○高橋部会長 

 ですから私は、それを昨日ですね、こういうものは県の基本姿勢でしょうと、従来からこうい

うものは基本的な姿勢として、知事が代わろうが代わるまいが、それは県の基本姿勢として今ま

でもやってきたのでしょうと、これからもやるのでしょうと、いうことなのですよ。そのことに

対して、いや答申に対しての枠組みだと、これしか言わないのですよ。聞いてくださいよ、私何

十回言っているのですよ。私が答弁まで教えているのですよ。こういうふうに答弁して下さいと。

そうすれば我々３部会長がここに居るのですから、じゃあその方針に乗って我々も粛々とやりま

しょうと、言っているのですよ。県は違うって言うのです。どうぞ。 

 

○宮下特別委員 

知事がまだ決まらないからとはいっても、前田中知事から副知事の方へ職務が代理されている

わけなのですよね。ですから基本的には変わっていないはずなのですよ。それを昨日の答弁でそ

ういうことを言うこと自体おかしいかと思うのですけれど、その辺いかがなのでしょう。 

 

○高橋部会長 

 それは私言ったことで答弁していますが、先程来言っているように、植松さんからも出ている

ように、県の方針がこんな方針の時にどうやって代替案を出すのですか、出したらひっくり返さ

れますよ。そんな案を検討するのですか。 

 

○二木特別委員 

 部会長さん、いいですか。 

 

○高橋部会長 

 はい。それはあなた、無責任というものでしょう。 

 

○二木特別委員 

ちょっといいですか、部会長さん。今いろいろ問題になったが、この間我々もいろいろな案を

各委員から出しています。それでお聞きしますが、河川課でも何でもいいのですが、今の計画の

改修計画はダムありの改修計画なのですよね。それで高水も、それからカバー率も全部ダムあり

の資料ですよね、説明の中で。それではお聞きしますが、今、室長さんも一生懸命やっていると

いうようなこと言っていますが、質問します。例えの話です。色々あったのですが、私も、もし
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ダムがなかった場合、万水川の改修はどの位かかるのですか。出来ています。そういう話も出て

こなければ私共も論議できないじゃあないか、それで政治的意図がないとか、あるとか、言うけ

れども、これは絶対ありますよ、委員の中にだって。委員の中にだってありますよ、政治的意図

は。そういう政治的意図があるのだから少し中止をして、新しい知事さんができるまで我慢した

っていいではないですか。どうせ今までずっと遅れてきたのだから。 

 

○高橋部会長 

 その中止といいますか、あれは委員会で決定になっていることでございますので、黒沢川部会

だけが、いや違いますよと進むつもりは私はありません。 

 

○二木特別委員 

部会の勉強会を少し休んだらどうかということです。 

 

○高橋部会長 

 ですから９月の知事選まで休みますよと言っているでしょう。そういうように決まりましたか

ら。私は、ですから報告ですよ。ここで皆さんにいや継続するのだという話ではないですよ。 

 

○二木特別委員 

だからそういう話が出たから、私の意見として申し上げたので、だから河川課でもなんでも説

明して下さい、私の質問に。どの位進んでいるのか。 

 

○高橋部会長 

 宮下さんの意見というのは、非常に私は無責任な意見だと。 

 

○宮下特別委員 

ちょっとすみません。意見というのではないのですよ。今、県の方へ問い質しているのですよ。

なぜ副知事の方に職務を引き継いだにもかかわらず、県が昨日の答弁でそういうふうに態度を変

えてきている理由は何ですかということを、県の方へ問い質したので、意見ということではない

のですよ。それはご理解していただきたいのですが。 

 

○高橋部会長 

 それは先程来、私も昨日。 

 

○宮下特別委員 

ですからちょっと、やはり県の方の答弁が私も理解できないので、もう少し具体的にお話して

いただきたいということなのです。 

 

○幹事（政策秘書室） 
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 大変恐縮ですが、態度を変えたとか、ということではなくて、私共の今スタンスとして、答申

をいただいたその上で、ということで、部会長さんに怒られるかもしれませんが、そういうこと

を繰り返してお話を申し上げたということでございまして、いろいろ例えば利水の問題におきま

しても、前に宮澤委員さんにご指摘をいただきました通り、正に市町村の自治事務に対して県が

どれだけものを申せるのかという話もいろいろございます。答申が出てやるべきだという話がで

ているなかで私共も精一杯やらせていただきたいということで、お答えを申し上げております。

ですからこういったなかで、今回の枠組みもこれにとらわれることなく、昨日もお話出ておりま

したけれども、それぞれの流域については議論をお願いしたいという話も出ておりました。です

からそういう意味で私共、黒沢についても答申を受けて県としての対応をし、いろいろ考えをし、

それを推進して参りたいと、そういうお答えを一貫して言ってきたと思いますけれども。部会長

さん、そういうことで間違いないですよね。お願いいたします。 

 

○高橋部会長 

 どうぞ。 

 

○青木特別委員 

高橋部会長さんの考えに賛成するというか、それはもっともだと思うわけであります。その答

申が出ないと、代替施設のことについて県としては論議しないということでは、私たちも代替案

を、こういうことをして欲しいということが出せない、結局はダム建設以外ないという具合にし

か取られなくて、検討委員会自身、この部会自身が何の為にやっているのかということになると

思うのです。今この部会のあり方については、やっぱり今検討しても又県の方で考え方が違うな

んてことも出てくるということで、この部会についてはしばらくちょっと様子をみるということ

になると思います。本当にダムありでこの部会を行うということ、元々のこの部会は、代替案を

考える、ダムを考えるということで検討しているということで、代替案については県としては何

も答えないということでしたら、この部会をやっている意味がないと思います。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○宮澤（孝）特別委員 

４ページの、先程部会長さんが読まれた一番下の、総合的な観点から関係者との調整を進め、

とありますが、現況では最高責任者としての知事がいないと、なおかつ選挙という情勢になると、

いうことでして、お聞きしていますと、検討委員会つまり答申と、それから行政との意見調整あ

るいは意見すり合わせ、事業のすり合わせ等が出来ないと、簡単に言えばそういうことになろう

かと思うのですが、それでいいでしょうね。そうしますと部会長さんの言うように、やはり今後

のことについては延期をして、９月以降で私もいいと思います。いわゆる答申そのものの意味が

結果的に薄れてしまっては、この委員会としての存立の意義といいますか、それも同時に薄れる

ことになりますから、部会長さんの案で結構かと思います。 
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○高橋部会長 

 よろしいですか。はい、どうぞ。丸山委員。 

 

○丸山特別委員 

先程来出ておりまして、私も理解は出来るのですけれども、先程田宮さんから来年度の予算要

求の話が出ました。一応私の経験では、来年度の概算要求は９月中というように、遅くても９月

中というように承知しているのですけれども、そうするとこの部会の答申が出ない、方向が出な

いということになると、又１年先送り、２年先送り、ということになるのではないこと思います

けれども、県の皆様方どんなふうにお考えでしょうか。 

 

○幹事（河川課） 

 はい、河川課の北村と申します。よろしくお願いします。概算要求といいますか、国への要求

のお話でございますけれども、例えば15年度、いつも同じでございますけれど、15年度の要求

に対しては、７月にまず第１回の要望が取りまとめられます。それから２次要望といいますか、

その後 11 月に改要望と言ったり、２次要望と言ったりしますけれども、そういった形で要望を

している状況でございます。 

 

○高橋部会長 

 よろしいですか。 

 

○丸山特別委員 

そうしますと、２次要望のなかには仮に９月に答申が出れば何とか入れられるのではないかな

というふうに、私は思うのですけれども、それにつけても、先程、私申し上げましたように、先

だっての台風がちょっと道をそれて北アルプスの方へ廻って来てれば、この安曇野あたりは大変

な被害を受けたと思うのです。ですからここに町長さんおられるのですけれども、恐らく台風が

通過するまでは夜も眠れない状況ではなかったかなあと思うのです。そういう意味でも、その辺

の重要さというものも、やっぱりお互いに認識してひとつ頑張っていただきたい、そんなふうに

思います。 

 

○高橋部会長 

 はい、私共委員会も部会もそうでしたけど、当初、９月の議会そして 11 月の予算要求と、こ

ういうスケジュールのなかで一応８月までには部会でたたき台を作って、そして報告をして、委

員会で審議していただいて、９月の議会までという全体的なスケジュールのなかでやってきてい

るわけです。この知事の失職なんていう異常事態は誰も考えたわけでございませんので、こうい

う事態になった以上、これは早速、９月知事選が済みましたら、出来るだけ早い時期に開会をし

ていただいて、少なくても９月くらい迄にはまとめて委員会に報告できればと思っていますので、

そういう意味でも今日は皆さんから建設的なご意見をいただいておりますので、そちらの方へ移
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っていきたいと思います。よろしいですか。はい、どうぞ。 

 

○久保田特別委員 

今日、県の検討委員の皆さんからお話し聞いたり、新聞なんか見て、大体の感じは分かってき

ました。私はこのダムの問題は基本的にもう政争の具にしてはいけないと、こういう感じで臨ん

できました。その結果ですけれども、最悪の結果になってしまったわけですよね。そういうこと

で今回しばらく、８月いっぱいですか、休止するというのは妥当な線だと思います。是非、私、

先程公聴会の話出ましたけれどもそれが本当にどうなるかと、本当の話、一番心配していたので

す。ただもう１点ちょっと今日のお話し聞いていて心配になるのは、県の検討委員の皆さんがや

っぱり検討委員会のあり方とか、答申を出した結果を知事がどう扱ったとかということで、それ

とあと県の態度がはっきりしないとか、いろいろこう、検討委員の皆さんもモヤモヤしたものが

あるわけですよね。そういうあたりが９月になったら全て解消されるかどうかという、そこら辺

を私、非常に懸念しているのですけれども、何かお答えしていただけるかどうか、本当にこのま

まやっていたのでは、我々は本当にまじめにやってきたのですよ。まじめにやったつもりでいま

すよ。地域事情出しましてね、本当にそれこそ言ってはいけないことも洗いざらい出しましてね。

まじめにやってきているわけですよ。それが本当に県の検討委員会へいってどうなるか分からな

い、又検討委員会の答申を知事がどう扱うか分からないということで、本当にこれが民主主義か

と、非常に、私疑問に思うのです。ですから是非、我々がいろいろ言ってもあれだと思うのです

けど、是非、県の検討委員会あたりはそこら辺をしっかり議論していただきたいと思います、本

当に。 

 

○高橋部会長 

 たまたま今日、大熊委員長代行がいますので、その辺についてお願いします。 

 

○大熊委員 

 委員長代行というのは、委員長が事ある時の代行ですので、委員長代行というよりも一委員と

して今までの経過を感じますと、やはり浅川部会それから砥川部会それから検討委員会等、その

事務局といいますか、幹事会との間でのキャッチボールがほとんどなかったのです。結局、私、

浅川部会にいたのですけれども、浅川でいくらいろいろな堤案をしても、結局従来の国土交通省

でのやり方しか県の方では考えていただけない。我々検討委員会としては強引な答えを出したわ

けですけれども、結局キャッチボールがないままきているわけです。基本的にはやはり知事が、

新しく長野モデルを創るのだということであれば、やはり従来の枠組みからはずれたこともあり

得ると思うのです。それに対して幹事会の方がどれだけ努力してくれるのかということが、やは

り僕は必要だと思うのですけれども、今までは全くそれがなかったと言っていいと思います。で

すから今後やはり、キャッチボールをして、こういう考え方で、確かに今の法律やいろいろな枠

組みのなかでは、従来の考え方では出来ないのだけれども、ここをこう突けば突破口があるよと

か、そういう話のなかで考えていかない限り、新たな長野のモデルというのは出来ないのではな

いかなあというふうに考えています。昨日も部会と委員会の関係、委員会と知事、あるいは県の
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幹事との間の関係といったようなことを大分議論しました。我々検討委員会が最終的な答申を出

しても、最終的には私はやっぱり知事の判断が優先するのだというふうには思っていますけれど

も、それにいくまでに、やはりもっとキャッチボールがあって、我々もそれなりに納得できれば

いいのですけれども、今回のこういう結果をみますと、あっ我々のやった事は何だったのかなと

いうふうに、やっぱり思ってしまうというのは事実であります。そんな感じを持っております。 

 

○高橋部会長 

 はい、その点についての議論はやりました。一番問題なのは、賛成、反対を決を採るのかとい

う問題も出ました。基本的には委員会も部会も決は採らないという前堤で進めましょうと、こう

いうことでした。はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

 １つだけ確認ですけども、この検討委員会なり部会は前知事の脱ダム宣言を受けて設置された

ものということで、今やっているのですけれども、そういった中で、ここに居る委員の方全員、

知事の方針がどうであろうと、ここに黒沢のダムが必要かどうかということを議論してきたかと

私は思っています。そういった中で、もし知事がこの９月１日以降代わった場合ですね、あるい

は代わらない場合でもいいのですけれども、新しい知事が、例えばこういった検討委員会につい

て、もういらないよと、ダムを進めるよと言った場合に、この部会はどうなるのか、そういった

こともこれ出てきますからね。知事の方針で、条例で検討委員会設けるということあるのですけ

れども、新しい知事が出てきて、又、新しい条例等できたりして、この検討委員会自身はもうや

りませんよと、ダムを進めます、そういった方針になった場合にこの部会はどうなるのかと、そ

こだけちょっと確認をしておきたいのですけれども。どなたか、そういったことで。 

 

○高橋部会長 

 私は答弁する立場でないので、答弁させますけれども、私は、自分の考え方でいけばですね、

知事関係ないと思うのですよ。それは県の条例で制定しているものであるから、条例そのものは

生きていると思うのです。私は、自分の考え方ですよ、いいですか。部会長とかいう話ではなく

て、どんな知事が代わっても全体的なそういった改革というのは180度変わるとは、私思ってお

りませんよ。そういう意味では、私は条例が生きているのだから、全部ダムやりますよという話

にはならないのではないかなと思いますが、政策秘書室がきていますので答弁させます。 

 

○幹事（政策秘書室） 

 非常に答えづらい、正直に申しまして。というのは新しい知事がどういう判断をするかという

のは、もちろんあると思います。ただ原則的には今、部会長さん正におっしゃった通りで、これ

は条例に基づいて設置されておりますので、粛々と進めるべき話ではないかというふうに考えて

おります。それと先程から大熊先生にもご批判いただいたのですけれども、先程示しました枠組

みそのものも、県とすれば最大限答申の内容を尊重して、そのなかで現実的なものも加味してや

らせていただいたということは是非ご理解を。決してまるっきりひっくり返したということでは
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なくて、答申を本当に尊重しているところでございます。そしてもう１点、先程、青木委員さん

からお話ありました、ダムなしの話を全然出さないのか、といった話でございます。それで今日

は、私共の幹事会の立場だけちょっとお話をさせていただきますけれども、ご承知の通り、これ

最初にも申しました通り、幹事会は委員を補佐するということで、当然部会委員も補佐をさせて

いただきます。それで具体的にこういう問題について絵を書いてくれとか、こういった問題につ

いてはどうなっているのかとか、そういうご指摘があればいくらでも私共作業員としてお手伝い

をするけれども、その前に予見として幹事会の方からいろいろなものを、こうすべきだというふ

うに与えるのはまずいではないかと、それが出発点でございました。それだけはご承知をいただ

きまして、当然、そのものがダムありき、なしなんて関係なく議論を進めていただいていると思

っておりますし、私共それに対して、そういう立場でご協力補佐を申し上げていきたいというこ

とでございますので、その辺はご理解を賜りたいということでございます。よろしくお願いいた

します。 

 

○高橋部会長 

 はい。委員会になっちゃったな。 

 

○藤原委員 

 さっき植松さんが言っていたのは、ちょっと事実が違うのではないか。要するにこの条例は、

脱ダムでもって知事がつくったのではなくて、脱ダム宣言を受けて県議会の議員が議員堤案でつ

くった条例ですから、もちろん条例は期限がないのですが、知事が代わろうと、この条例はその

ままになっていると思います。議員の方がこの条例を廃止するという手続きをとればなくなりま

すが、それ以外にはこれは県議会議員が議員堤案でもってつくった条例ですから知事とは関係な

いというふうに思います。それからもう1つ、宮澤さんが今日出ていればきちっと話して下さっ

たと思うのですが、この枠組みというのは、答申を受けて相当私たちが意図しないようなことま

で書いてあるので、そういうような枠組みというのを、一方検討委員会で議論している時には全

く県の方で堤示しなくて、それを受けてこういうものが出てくるとすれば、早くからこういうの

を県は持っていたのではないか、もし持っていたならば、それをもっと早く部会にも、検討委員

会にも示すべきだということを、宮澤さんは強く何度も言っていたのですね。しかし県はいやあ

りませんでしたと、しかもありませんでしたとは言わないで、ぐじゅぐじゅ言っているので、な

いなら、ないと言えということで、やっとそういう、ありませんということに、ただもう一人の

委員の方から、でもこういうことが出来るのだったら、ダムなしの案を県は全部の部会について

出せという要望をしました。しかしそれは、あれ決まらなかったのですか。 

 

○高橋部会長 

 決まらない。 

 

○藤原委員 

 決まらなかったのですね。しかし、そういうものを出すべきではないかと、もし持っているの
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であれば、という話も出ましたので一応紹介しておきます。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○大熊委員 

 我々の答申をある程度評価していただいて、ダムなし案という形になったということは認めま

すけれども、ずっと議論の過程で県の立てた計画は最善であるという、議論を十何回やった後で、

なおかつ言っていたのです。そういう経過の中で、それは今、充分答申を汲んだと言いますけれ

ども、過程の中でやはり幹事会と委員との間に、やはり不信感が今まで残ってきてしまっている

というところがあるのです。結果としてこういうものが出てくるから、益々、前もって出してく

れれば良かったではないかとかいったような議論が出てくるので、やはり今後、今おっしゃった

ようにもうこれからは中立的にきちんとやりますとおっしゃったから、安心しておりますけれど

も、私は今まで決して中立であったとは思っておりません。幹事会のあり方がですね。片方に片

寄っていたというふうに私は解釈しております。これから徐々に変わっていっていただけるとい

うふうに期待しております。 

 

○高橋部会長 

 はい、ありがとうございました。 

 

○二木特別委員 

部会長さん。私、さっき質問して、河川課でも何でもいいで説明してくれと言ったのだけど、

そういう話がないのですがね。例えば、この検討委員会のいろいろのなかで、ダムなし案が、そ

ういう様子のものが出ているのです。意見の中で。当然これ始まったのが、今７月ですが１ヶ月

たっているのですよ。そのなかで当然ダムなし案が、こういう形ならこういう概算でいいですけ

れども、何メートルでどうだと、あるいは柱の高さは今度どのくらいにしなければいけないと、

経費についてはどのくらいにしなければいけないというものを、研究しているかどうかと、研究

はしているけれども数字として出ているかどうか、又我々の言っていることに対して、どう対応

してくれたか、今日私は質問するつもりでいますけれども、それが答えられないということにな

れば、今部会長さんの言ったように、政治的意図があるというように解釈されてしまいますよ。

だからその答えいいですか。 

 

○高橋部会長 

 どうぞ。 

 

○二木特別委員 

お願いしたいです。河川課長さんでもいいし、政策秘書室長さんでもいいし、誰だってできる

じゃあないかい。いいです。 
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○高橋部会長 

はい、どうぞ。 

 

○二木特別委員 

皆さんね、県の人達は我々の方の答申が出てからやるっていうけれども、それでは遅すぎるの

ですよ。論議にならないのですよ。全部この方はいろいろ意見を持っているけれども、折衷案も

出しているのですよ。ダムなくてもいいという人もあるのですよ。だから最終的にはどういう形

で出てくるか分からないではないか。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所長） 

建設事務所長でございます。ダムなしのコスト、要するに積算ということでございますけれど

も、過日現場を見ていただきまして、その中に前回ですか、標準横断図へ、広げる場合、下げる

場合等々の断面は示させていただきました。ただコスト積算、要するにお金の方の積算はまだ現

在しておりません。 

 

○高橋部会長 

 よろしいですか。本題の方に、その辺には入っていく予定でございますので、前々から言って

おりますけれども、何案も試算させるというのは非常に効率が悪いから、ある程度１本に絞った

なかでの積算をさせたいというのが、私の考えでございます。財政ワーキングも大変でございま

すので、その辺をご理解願いたいと思います。では本題に移らせていただきます。 

 

○大熊委員 

本題に入る前に、私の方から先に。先程から２点ほど岐阜の事例が出ておりますけれども、こ

の前の台風をどう評価するかということなのですけれども、私はあれだけの台風がきて日本全国

的にはやはり治水安全度はかなり上がっていて、被害はかなり少なかったというのが私の解釈で

す。岐阜の場合はですね、元々遊水地のところなのです。越流する堰がありまして、元々遊水地

になるところに家を建ててしまっていて、溢れてきて被害が出たというところで、あれは言って

みれば必然的なところがあります。それから一昨年の名古屋での大きな災害の場合も、あれも元々

越流堤があってそっちの方に水が行くようになっているというようになっているなかで起こって

いる災害でもあります。その辺ちょっと過去からの経緯を引き継いで、ああいう事態が起こって

いるということを、ちょっとご理解いただければなと思います。それから私の出席についてです

けれども、やはり一言、皆さんからご理解いただきたいと思っております。大学で私はこういう

仕事をするときには、一応学長まで上げて最終的には文部科学大臣の認可を得てこういうところ

に出席しております。その前堤がやはり公務に支障が無いこと、ということが条件となってやっ
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ております。今現在私は大学の中で学科の主任ということをやっておりまして、学生の就職問題

からなにから全部扱っております。そういうことで、正直申し上げて毎日分刻みのような状況の

中で仕事をしておりまして、やはり公務の方を優先せざるを得ないということで、それだけはご

理解いただきたいというふうに思っております。 

 

○高橋部会長 

失礼しました。先程言おうと思いましたが、前回にもメールをいただいておりますので、皆さ

んにご報告を申し上げてご理解をいただいておりますのでよろしくお願いいたします。はい、ど

うぞ。 

 

○田宮特別委員 

最後になるかも分かりませんけれども、こういう事態になったことについて、なるべく私の感

情は出さないようにということで、議論に参加しているつもりなのですけれどもね、どうも気持

ちの上ですっきりしないのですよね。というのはこの検討委員会ができて流域部会ができてとい

う経過は先程藤原先生からおっしゃられたように、色々県議会の中で決められていった、という

経緯があるわけです。そして条例は生きているというふうにおっしゃるのですが、結局浅川と砥

川の答申を受けて知事の不信任が出ているわけですよね。しかし実際にはその後、その時点でも

黒沢もそうですし、郷士沢もそうです。上川も部会は開かれている、進んでいるわけですよ。そ

のことをどうして考えていただけなかったのかな。と。浅川と砥川だけで不信任というね、その

ことではなくて、やはりもっと実際にはそこの流域のところで議論が進んでいるのだと、そうい

うこともよく見る責任が県議会にはあったのではないかなというふうに考えているわけです。そ

のことをどうしても一言、言わないと自分の気持ちの中でこういう事態を招いたことに対してね、

じゃあどこに問題があったのかということは、はっきりさせるべきではないかと、いうふうに私

個人は考えます。個人の意見です。 

 

○高橋部会長 

はい。それはこの部会ではちょっと論議できませんけれども、私達はこの前、私申し上げまし

たように県政がどうあろうと部会としては粛々とやっていきましょうよ、と皆さんにお約束をし

た訳です。ですから昨日まではそのつもりでおりました。しかしこの内容をみたときに我々はこ

んなに真剣にやっているのに皆さんは分かっていただけますか、評価してくれますかと言いまし

たよね、評価しないというから、評価しなくても結構ですと私は言いましたけれども、こんな無

責任な枠組みを作っていただいて、砥川と浅川にしか回答しません。なんて言われれば、皆さん

何やったの、大前堤あって我々やっているわけですから、あまりにもひどいのではないでしょう

か、ということなのです。ですから、そうであるなら、政治的な意図があるのですよ、はっきり

言って。見て下さい、先程来、基本高水の問題だってそうでしょう。ですから政策秘書室で決め

たものなのです。技術屋は入っていないと思います。私は。私の考えでは。そういう様に私なり

に昨日も言っておきましたけれども。まあそれはあまりね、愚痴になってしまうので、今言われ

ましたように私達は白紙の状態で今でもいますし、県政の話は私に言われても分かりませんので、
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ごうがわきますのでゆっくりまた別の席上でやって下さい。 

 

○丸山特別委員 

大熊先生にお聞きしたいのですけれども、今、岐阜の災害に遊水地とか越流堤の話が出ました

けれども、私の記憶では遊水地のなかにはね、人家は造ることは出来ないし、ある場合には移転

しないとその遊水地は機能しないといふうに理解しております。越流堤についてはちょっと良く

知りませんけれども、その辺はどうなのでしょうか。 

 

○大熊委員 

治水計画上、遊水地というふうになっていないのですけれども、歴史的にずっとそういう形で

現実的には遊水地的になっていて、過去の経緯の中で堤防の低いところがあってそこから溢れる

構造になっているということであります。 

 

○丸山特別委員 

それは正式には遊水地と言わないと思いますね。例えば渡良瀬遊水地みたいなところは大きな

村がね一村全部移転しているでしょう。そうでないと遊水地は機能しないと、水門も開けていな

いと思うのですよ。ですから今言った昔からのそういうのは、あるかもしれませんけれども、い

わゆる正式な遊水地ではないのではないでしょうか。 

 

○大熊委員 

もちろんそうです。 

 

○丸山特別委員 

ですからそういうことだから岐阜の災害は起こるべくして起こったということ言われますけ

れども、長野県だってそういうような所、いっぱいあるのではないですか。ですからあの台風が

こちらに向かってくれば、当然岐阜と同じくらいの災害が起きたと思いますよ。 

 

○大熊委員 

それは又、別の議論でいたしましょう。ここでの議論ではありませんので。 

 

○高橋部会長 

よろしいですか。それでは入らせていただいていいですか。それでは事務局、お願いします。 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

では資料の確認ということでお願いしたいと思います。右肩に番号が振ってございますが、64

番から 65、66、67、68、69 番、Ａ３になります。70 番が新聞のコピーです。それから 71 番、

72 番、73 がＡ３になります。74、75、76 ということで、番号で確認いただければと思います。

もし無ければお手を挙げていただければと思います。よろしいでしょうか。それでは進行の方を
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お願いしたいと思います。 

 

○高橋部会長 

はい。それでは本日の議事録署名人は二木委員と宮澤委員のお二人にお願いします。前回皆様

から治水・利水対策案についてご堤案いただきました。これらの堤案を基に部会案をとりまとめ

たいと思います。とりまとめの審議の前に資料請求に対する説明を受けたいと思っています。ま

ず環境についての資料説明を扱いますけれども、植松委員さんから資料請求のありましたクマタ

カ調査について、天然記念物に関する法的措置について、ホソバノツルリンドウ保全対策につい

て、水生生物調査について、一括して幹事より説明をお願いします。豊科建設事務所。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

それでは資料-64 からご説明いたいと思います。クマタカ調査について、ということで、クマ

タカの行動圏調査については下の調査方法という表に基づいて調査の方を実施しております。調

査期間につきましては平成 12 年 12月から平成 14年３月現在までで評価をしてございます。調

査回数におきましては 15 回調査の方を行っております。なお、行動圏調査に際しましては事前

に飛来調査を行い、行動圏調査が必要な種及びペアの抽出を行っております。（1）の行動圏・狩

場でございます。行動圏につきましては調査期間内に359例のクマタカの行動を確認してござい

ます。その行動圏は南黒沢流域から、北黒沢川流域を含む範囲となっております。狩場につきま

しては調査期間内に確認した行動のうち、探餌及び狩り行動は 62 例ございました。改変予定地

での探餌及び狩り行動は確認されておりません。また改変予定地周辺におきましては 16 例確認

しております。ここで改変予定地とございますが、改変予定地につきましては現ダム計画のダム

本体による影響部分と、付け替え林道に関して影響がある部分でございます。また、改変予定地

周辺につきましてはそれら改変予定地から概ね 500ｍの範囲の部分を指しております。また、探

餌及び狩り行動の抽出におきましては下の表の行動抽出基準に基づいて抽出してございます。続

きまして（２）の昨シーズン・今シーズンの繁殖状況でございますが、昨シーズン 2001 年にお

きましては繁殖に成功したのを確認しております。これにつきましては平成 12 年の３月に抱卵

を確認し、その後調査を継続しまして、平成14年の３月営巣木周辺で幼鳥を確認しております。

また今シーズン2002年につきましても平成14年の７月現在繁殖を継続中ということでございま

す。続きまして（３）の幼鳥の行動範囲でございます。平成 14 年３月までにおけます幼鳥の行

動範囲は営巣木を中心とした78ｈａの範囲に及んでおります。幼鳥の行動範囲につきましては改

変予定地周辺の外縁部で一部重なる部分がございますが、その面積は４ｈａ程になっており、行

動範囲の約５％程度になっております。（４）の保全対策でございますけれども、クマタカの行動

圏には、その機能・重要度などにより内部構造というものが存在するといわれております。これ

につきましては①の表クマタカの行動圏内部構造とその機能に各内部構造における機能がまとめ

てございます。保全対策を検討する上ではこれら行動圏内部構造に応じた対策を検討する必要が

あるとされております。本調査では現地調査で得られたデータを元に行動圏内部構造を把握する

ため、現在平成 14 年度におきましても現地調査の方を継続しているところです。続きまして②

の現地調査による行動圏内部構造の特定方法でございますけれども、それら行動圏の内部構造に
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おける鳥の猛禽類の機能、それらに対する行動パターンというものが表のところでまとめてござ

います。続きまして③の行動圏内部構造と改変予定地及び改変予定地周辺との位置関係でござい

ます。巣立雛行動範囲につきましては概ね現段階でのデータから推定しますと78ｈａほどござい

ますが、それにつきましては改変予定地周辺との位置関係では一部重なる部分がありその面積は

約４ｈａとなっております。また改変予定地との位置関係では現段階では重ならないというふう

に推定しております。また繁殖テリトリーにおきましては約 350ｈａございますが、改変予定地

周辺との位置関係では一部重なる部分があり、その面積は約10ｈａとなっております。改変予定

地との位置関係では重ならないというように推定しております。またコアエリアにつきましては

約1200ｈａの範囲になっておりますが、これにつきましては改変予定地周辺との位置関係では、

改変予定地周辺部分の約 172ｈａで重なっております。また改変予定地につきましても約７ｈａ

部分が重なっております。④の保全対策案でございますが、改変予定地周辺につきましてはコア

エリアと重なっていると推定されておりますので、改変される面積に応じて、自然植生回復措置

などによる代償措置を検討していきたいと考えております。また巣立雛の行動範囲や繁殖テリト

リーとも隣接するため、工事時期・工法なども検討するようにダム計画の方では計画しておりま

した。下の表は今回の猛禽類調査に関しまして参考とした文献を一覧として載せてございます。

続きまして資料-65 天然記念物に関する法的措置ということで、こちらの方を説明したいと思い

ます。今回黒沢ダム計画におきましては注目すべき種というものを選定しておりますが、その中

に国の天然記念物というものは含まれておりません。国の天然記念物というものは含まれており

ませんので、文化財保護法そのものの適用はございませんけれども、資料-20 の方でも、ご説明

しましたが、県の天然記念物としてモモンガ、コヒオドシが注目する種として選定してございま

すので、長野県の文化財保護条例というものが関連する条例として挙げられます。この条例によ

りますと、天然記念物の現状変更等については制限があり、その現状を変更し又はその保存に影

響を及ぼす行為を行うものは、教育委員会の許可を受けることが必要とされています。ただし、

保存に影響を及ぼす行為でも軽微な場合は、事前の届け出のみとされております。これにつきま

しては文化財保護条例の第 13 条のところに現状変更等の制限ということで、記載されており、

下の表のところで条例の抜粋を記載してございます。今回の場合、モモンガ、コヒオドシそのも

のの捕殺というものはありませんけれども、モモンガの営巣している木ですとか、コヒオドシの

食草や卵等への影響の可能性は考えられます。モモンガにつきましては現地調査によって分布状

況や営巣木等を確認しておりますが、継続して繁殖状況等について調査を実施しているところで

す。またコヒオドシにおきましては、平成 12 年度に現地において生物相調査というものを行っ

ており、その時点では種の確認はされませんでしたが、今後詳細調査を行い、保全策等について

も充分検討を行うこととしております。このような調査検討によって環境への影響軽減策を考え、

教育委員会と今後また協議を行っていきたいと考えております。続きまして資料-66 のホソバノ

ツルリンドウ保全対策の資料でございます。保全に関する考え方としまして、ホソバノツルリン

ドウにつきましては個体群の保全を課題としてとらえております。そのため、平成 10 年度から

の文献調査に引き続きまして現地調査、各種試験を継続して実施しておりまして、実現可能な方

策を検討しているところです。事業の方向性が出た段階で、「長野県環境影響評価技術指針マニュ

アル」に従いまして環境に対する影響の緩和を考慮し、回避、最小化、修正、低減及び代償の順
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に検討し、有効な具体的な方策を検討していきたいと考えております。ホソバノツルリンドウの

播種・移植試験につきまして、現在のところ、ダム計画においては、ダムの詳細設計というもの

は行われておりませんので、影響の程度は明確にはなっておりません。しかし取り付け道路（案）

の検討の中で、ホソバノツルリンドウ自生地への影響の可能性がありましたので、移植等の代償

措置についても検討しているところです。ホソバノツルリンドウにつきましては、種の基本生態

というものが学術的にもはっきりしていませんので、移植技術の方も確立されておりません。播

種による増殖や移植技術検討のための試験など様々な方法を現在検討しております。現在までに

は以下の２点のことがわかってきております。まず１点は播種試験の結果等から種子からの増殖

は容易ではないということが分かってきております。また２点目としまして、移植の方法としま

しては１株ごとの移植よりも、ある程度の面積の表土ごと移植した方が出芽する結果となってお

ります。これにつきましては平成 13 年度の移植試験で、このような結果になっており、現在継

続してモニタリングをしているところでございます。続きまして資料-67 水生生物調査について

ということで、水生生物調査の実施状況でございますが、水生生物に関しましては平成 12 年度

に行いました生物相調査の中で、調査範囲内に８地点の調査地点を設置しまして、それぞれの場

所で生息する種を把握しております。調査範囲内に生息する種構成は概ねその調査で把握したと

考えておりますけれども、水生生物に関する注目すべき種、これらにおきます詳細調査の方は現

段階では実施しておりません。ですので、これら種の生息範囲や生息量等詳細については把握し

ておりません。対象種と生息状況ということで、黒沢川における生息状況について、現段階での

ダム計画におけます湛水予定範囲内と湛水予定範囲外における生息状況を表にまとめてございま

す。ムカシトンボにつきましては、両方のところで確認しております。またニッポンアミカモド

キにつきましては、湛水予定範囲外の部分で確認をしております。オオナガレトビケラにつきま

しては両方の部分で確認しております。またツマグロアミカなどアミカ類につきましても両方の

部分で生息を確認しております。また広域的な生息状況といたしましては、ムカシトンボにつき

ましては流水のある安定した渓流に分布しているといわれておりまして、長野県のほぼ全域で記

録がありますが、産地は限られているというようなことがいわれています。又ニッポンアミカモ

ドキにつきましては近年の調査により、県内の各地の渓流に分布することが明らかになってきて

おります。オオナガレトビケラにつきましては、長野県の中南信での産地が確認されてございま

す。アミカ類についてはオオナガレトビケラと同様に流水の豊富な渓流に生息しているというこ

とが言われております。これら生息状況につきましては、欄外の１から３に記載してある文献か

ら引用してございます。今後の対応等でございますが、ダム計画によりまして、湛水などにより

生息場所が減少する可能性はございます。今後事業の方向性が定まった段階では、注目すべき種

の詳細調査の方を実施しまして、生息範囲やまた生息量を詳細に把握して、更に専門家の意見を

聞きながら影響の最小化等の保全策を検討していきたいと考えております。以上です。 

 

○高橋部会長 

はい、ありがとうございました。何かご質問ございましたらお願いします。はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 
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いくつかあるのですが、それぞれの項目ごとに質問していってよろしいですか。まず資料-64

の方ですね。３ページの保全対策案ということであるのですけれども、改変予定地周辺はコアエ

リアと重なるため、改変される面積に応じて、自然植生回復措置などによる代償措置を検討する。

この自然植生回復措置とは具体的にはどのようなことを今検討していますか。それをお答え下さ

い。 

 

○高橋部会長 

１個づつやっていきますか。 

 

○植松特別委員 

それぞれ項目ありますので、その方がわかり易い。 

 

○高橋部会長 

ではお願いします。回復措置について。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

まだそれほど具体的に検討はなされておらないのですが、たとえば切土・法面等をですね、既

存の種のもので再生するとか、あと今、林道なりを付け替えしますと、必要では無くなる林道の

部分があるといいますか、付け替えしますと、今、道になっている部分でそのまま残る所がある

ので、そういうところを緑化していくとか、そういうようなことを考えております。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

そのことなのですけれども、コアエリアが約15％周辺地と重なっていますよね、そういったこ

とで、それだけの法面とか林道のですね、植生回復だけで本当にそれが回復した代償措置といえ

るのか、というのは周辺、この上の方は森林整備等は今まで委員会でも出ているように、ほぼさ

れているわけですよね。その中でそれだけのことをやって、それで本当に言えるかどうかという

ことなのですけれども、それについては。 

 

○高橋部会長 

 どうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

今一応考えている例を申しましたけれども、やはり非常にクマタカのことなので、微妙な問題

なので、やり方についても植松先生、専門家なのですけれども、専門家のご意見をよく聞いて、

なるべく影響を減らす方法を検討したいということで考えております。まだ十二分に専門家のご
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意見を聞いたわけではないので、これから聞いて検討していきたいと、こういうふうに考えてお

ります。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

ではそのことは了解です。次 65 番、天然記念物に関する法的措置ということで、これ２つの

種類が対象に入っていて、モモンガとコヒオドシということなのですけれども、まずコヒオドシ

に関してはですね、上から６行目に書いてある場合、７行目ですか、コヒオドシの食草や卵等へ

の影響はあることが考えられる、とあるのですが、これはもう完全に影響はあるのですけれども、

この影響に対して具体的にはどのようなこれも代償措置、あるいは法的措置を考えているのか。 

 

○高橋部会長 

 どうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

先日資料-20 で、ご説明しましたけれども、現況調査をして、一番影響として長い時間かかる

だろうと思われるクマタカのことと、ホソバノツルリンドウをまず優先的にやっている状況でご

ざいます。本当はダム事業のなかでですね、平成 13 年からこういうモモンガとかコヒオドシと

かもっと詳細に調査をし、検討していく予定でおりました。ただちょっと予算の関係でダムが一

応ストップということになったので、予算付けがされなくなりまして、現在環境調査も本当に最

低限のものだけになっておりまして、まだそこまで検討しきれていない状況でございます。 

 

○植松特別委員 

今の答弁に関してなのですけれども、これは前回も言ったのですけれども、こういったダム事

業計画を立てる前にいわゆる計画段階での環境アセスというものは今は時流であり、これは常識

なのですけれども、それをしていなくて最初にダム軸を作ってから動植物調査を始めたというこ

とで、はっきり言ってこれから事業が進んでから色々な代償措置を考えるということで、逆転だ

と思うのですけれども、これはまずもう一度言いますけれども事業計画を立てる前に最初に環境

調査をしていただきたかったということです。この天然記念物に関することなのですけれども、

今まで色々な開発のところで天然記念物出てきたと思うのですけれども、そういった場合、教育

委員会はこれに対してどのような決定をしてきたか、どのような対策をしてきたか、その事例は

ありますか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

すみません、私どもでは現在は把握しておりません。 
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○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

では是非ですね、文化財保護条例の４番にあるように、第１項の許可を受けた者が前項の許可

の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存影響を及ぼす

行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。いわゆるこういったものの保護に対して

ですね、法律ではないのですけれども、条例では許可を取り消すことができるとまで言っている

訳です。そういったことも含めて今までの事例、そういったことも次回、是非資料として、次回

が９月になるのか分かりませんけれども、資料としてですね、いわゆるこれは長野県だけではな

く、他の県も含めてですね、天然記念物に対する事例ですね、県だけだと非常に事例、少なくな

ってしまうので。 

 

○高橋部会長 

ちょっと確認しますが、取り消された事例、ということでしょうか。 

 

○植松特別委員 

取り消された事例も含めて、こういった場合にはどのような対策を練ってきたのか、天然記念

物がですね、開発地域に拡道地域にいた場合には、教育委員会は条例としてどのようなことをや

ってきたのか、あるいはこれはもし県なのですけれども、国の場合にはまた違うと思うので、あ

くまで県で構いませんので、県レベルの。 

 

○高橋部会長 

はい、分かりました。はい、どうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

県の条例のレベルということですかね。法は今申し上げました、無いということなので、法上

の天然記念物は無いので、県条例持っているところで、条例に載っているものに対してどういう

措置をしてきたかと、そういう意味でよろしいでしょうか。 

 

○植松特別委員 

はい、それでいいです。国のも出していただければ良いのですけれども、ここに国は無いもの

ですからね、県ので構いません。あと続いて資料-66、ホソバノツルリンドウの保全対策ですけれ

ども、これについては私前回も質問したのですけれども、これが失敗したらどうするのかと。今

現在モニタリングしているわけですけれども、移植は出来なかった場合には、その場合どうする

のかと。もう代償措置はやっているわけですからね。というのは環境に対する回避・最小化・修

正・低減・代償の一番の最終段階の代償措置について今は実際にやっているわけですけれども、

これは出来なかった場合、失敗した場合にはどうするのか、その辺。 
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○高橋部会長 

 どうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

まだ付け替え道路もですね、設計が詳細に上がっている訳ではないので、できれば回避という

こと、もしくは最小化ということも考えて参りたいと当然思っている訳なのですが、どうしても

群落をみるなかで、あたりそうだということで、移植についても、時間がかかりますので、今実

験をやっているということでございます。それで今の段階では発芽している結果もでているので、

いけるかなというような認識は持っていますが、もっと、調査をしてですね、専門家の意見もど

んどん聞いて、より良い方向を探っていきたいと。ただ、いずれにしても最初はまず影響を減ら

していくことを考えたいと思っております。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

今のお答えなのですけれども、詳細設計が行われていないということでしたのですけれども、

さっき二木委員さんからもあったのですけれども、詳細設計が行われていないということなので

すけれども、もうダムについてはですね、ほぼダム軸も決まって大体設計決まっていますよね。

なのに事業の詳細設計が行われていないということは、取り付け林道もまったく決まっていない

わけですが、あくまでもそういったものは出来ていると思うのですけれども、詳細設計は。 

 

○高橋部会長 

 どうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

ダムもですね、ダム軸はここでいいのではないか、というところまでが決まった段階で、では

構造がこういう構造というところの詳細の図面まで出来上がっているわけではありません。道路

についても後で改変面積の資料出ますけれども、概略でこういうルートであれば道路の構造とし

てはいけるというところまででございまして、後そこで本当にちゃんと測量をしてどの位の切り

盛りがあるとか、盛土はどのようになるのか、切土はどうなるのか、そこまではダムについても、

道路についても出来ていないと、いう状況でございます。13年度のときに環境調査と並行して詳

細測量を進めるということで予定しておりました。 

 

○高橋部会長 

 いいですか。はい。 
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○植松特別委員 

最後に資料-67 ですけれども、これに対して注目すべき種類がこれだけ出ていますし、湛水予

定地内、湛水予定地範囲外ということであるのですけれども、これが湛水予定地内では多くのも

の、３種類いる、アミカ類はたくさんいるのですけれども、湛水した場合にははっきり言って、

これらに対して影響は出るのか出ないのか、それともいなくなるのか、いなくならないのか。 

 

○高橋部会長 

 どうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

私どももそれほど専門家ではないのですが、湛水したら影響はないとはいえないと思います。

やはり出るのではなかろうかと思っております。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

そういった影響が出た場合ですね、それに対してどのように考えているのか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

やはりこれからですね、分布状況とか詳細調査を行って専門家の意見を聞いて、どうやれば最

小化できるのか、影響を。そういうことで対応して参りたいと、このように考えております。 

 

○高橋部会長 

 よろしいですか。 

 

○植松特別委員 

非常に言い方がいけないのですが、役所的な答弁なのですけれども、まだ生物というものは私

から言えば理解しないというお答えだと思っておりまして、いわゆる湛水された場合にですね、

周辺の環境も変わるわけですよね。いわゆる湛水することによって空間も無くなると。で植生等

も違ってしまうと。そういったトータルで環境をみた場合にこういった水生昆虫、あるいは燐肢

目、蝶類ですね。猛禽類も含めて全てに対しては非常に大きな影響が出ることは、確実です。ど

のような影響かは分かりませんけれども。そういった意味でただ一つ一つ湛水するからいい、移

植すればいいと。これ長野オリンピックのときにですね、カンアオイ、白馬で移植してそれがモ

ニタリングして実際にはいい結果ではないことを含めてですね、やはり成功していない訳です。

単なる移植するだけではそのものを残したことにはならないわけですよ。そういった考えがなく

て、ただ単に移せばいいという、そういった考え方で今お答えですからね、これも 67 の最後に

書いてあるのですけれども、今後事業の方向性が定まった段階で注目すべき種の詳細調査という
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ふうにやるのですけれども、事業の方向が定まる前に、こういったものをどうするかというもの

をやはり考えていかなければいけないと、先程言ったように。是非その辺も含めてですね、今こ

こではなぜか環境の問題、地質の問題、一番最後に回ってしまっているのですけれども、もう一

度ですね、次回９月以降この部会がありますけれども、そちらではトータルな環境という意味で

是非議論をしていただきたいと。今日は資料報告だけということでいけませんけれども、そこだ

け私の意見として述べておきます。 

 

○高橋部会長 

はい、分かりました。私の方でいいでしょうか。今のお話を聞いていますと、環境アセスとい

うのはダム案といいますか、方針が決定しないと予算がつかないから出来ないというように、私

は受けとったわけですけれども、例えばダム案が駄目であっても代替案というようなものが出て

くるわけですけれども、今言われているように、事業の事前に環境アセスが予算的にできないの

かできるのか、いずれにしても先程丸山委員からも出ておりますように、一日も早くという今要

請があるなかで環境アセスが出来ない、予算がなくて出来ないということになれば、逆にそっち

の方から計画が遅れていくというようなものもあるわけですけれども、別に予算をとって環境ア

セスはダム関係なく変更出来るものかどうか、出来ないのか。この辺をちょっとご説明いただけ

ればありがたいとおもいますけれども。 

 

○幹事（河川課） 

河川課でございますけれども、今ご説明したのは、いわゆるダムの計画とそれから並行して環

境の調査もやってきているのが実態でございます。そういう中で現在ダム計画というのが足踏み

している状況でございますので、そういう中で調査費というものも具体的に必要な調査費という

ものも計上できない状況にあるということでございます。根本的に環境の問題について、今確か

に委員さん言われたような方向のなかで、色々な事業の前にやろうという動きといいますか、そ

ういった検討は現在されているという状況にあるというふうに認識しております。 

 

○高橋部会長 

では私の方でもう一点政策秘書室に聞きたいのですが、政策秘書室というのは脱ダム宣言をし

ているわけですから、代替案という考えがあるわけですから、当然今の予算措置というのは検討

しておりますか。 

 

○幹事（政策秘書室） 

現在の段階ではしておりません。 

 

○高橋部会長 

非常にこういう無責任なやり方なのですよ。はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 
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もう一つだけお聞きしたいのですけれども、今土木部とですね、政策秘書室のお答え聞いたの

ですけれども、生活環境部・環境自然保護課そちらの方ではですね、県として、こういった問題

についてどのように考えているのかちょっとお聞きしたいのですけれども。 

 

○幹事（環境自然保護課） 

生活環境部・環境自然保護課の佐藤と申します。よろしくお願いします。最初のレッドデータ

ブックの関係の話もあったのですが、希少種と開発というような形になっておりますので、県の

考え方としましては、一つダム自体、環境アセスの対象ではないのですけれども、先程何回も説

明がありましたとおり、県としましては、環境に与える影響を、必要最小限にしていきたいとい

うことで、県で環境アセスのマニュアルを作っております。土木部、あるいは建設事務所の方に

このマニュアルに基づきまして、回避・最小化・代償等の措置をとっていただいているというこ

とを考えております。原則として、保全対策で影響が、出来るだけ少なくなるようにということ

で、事業者が実行可能な範囲内で、出来る限りの配慮がなされていることについて、お願いをし

ているという段階でございます。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

やはり県は、オリンピックの際、自然保護研究所をつくった通り、自然環境に非常に配慮した

施策をとってきたわけですよね。それなのにあくまでも今いったような配慮、といいますかね、

だけであって、環境自然保護課として、ここをこうしろ、とかですね、そういった方針は無いわ

けです。あくまでも河川課、土木部の方の方針が優先であって、それに対して追随的に意見を言

うだけであって、こうしろ、と。こういった問題、天然記念物であり、希少生物であり、環境で

あり、そういったものが非常に重大な影響を受けるのに、それに対してその程度の意見しか無い

わけですか。それとも強い方針。 

 

○幹事（環境自然保護課） 

個別の案件についてはですね、色々ありますけれども、環境に対する影響を少なくしたいとい

うことについては、我々も努力しておりまして、そのなかで、環境影響評価の技術マニュアルと、

こういうものを一応整備しましたので、現在の段階はですね、この一つのマニュアル、これが一

つのオーソライトされたものですので、これに沿ってやっていただきたいというふうには考えて

います。 

 

○植松特別委員 

例えばですね、今政策秘書室に対してですね、いわゆるちゃんとしたアセス並のですね調査を

するようにという提言とかですね、そういったことはする予定はありますか。今言ったようにこ

れだけ重要な問題で重大な影響が出るのに、政策秘書室はなにも予算をとっていないと。そうい
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ったことに対して、世論家としては、私はまあして欲しいと、するべきだと思うのですけれども、

そこで意見があるのでしたら教えていただければと思いますけれども。 

 

○高橋部会長 

答弁ありますか。はい、どうぞ。 

 

○幹事（環境自然保護課） 

個々の政策的なことについて意見を言うとか何とかいう立場ではないかとは思っております。 

 

○高橋部会長 

 どうぞ。 

 

○藤原委員 

このムカシトンボのことなのですけれども、栃木県のゴルフ場の問題のときにですね、ムカシ

トンボが生息しているということで、県が計画は認定したのですけれども、事業の実施について

はストップをかけて保全対策ができるまでは、事業をはじめてはいけないということで、４～５

年間かかって保全対策を考えたのですけれども、結果的には保全対策ができないということで、

そのうちにバブルがはじけてゴルフ場が造れなかったということがあるのですね。そのときに栃

木県の自然保護課の方でですね、やはりムカシトンボの保全対策についてということで、検討し

ています。だからもし長野県の方で、このムカシトンボのことで問い合わせということでしたら

ば、栃木県の自然保護課の方に問い合わせれば、経過というものは分かると思います。それから

そのときに私たちの方でも日本トンボ学会というものがあるので、そこの会長だった朝比奈さん

という方にこれ 10 年くらい前なのですが、保全対策として例えば移植をして成功した例があり

ますかという問い合わせに対しては、朝比奈さんからそういう例はありませんというふうに聞い

ておりますので、このムカシトンボの保全というのは非常に難しいというふうに思います。です

から、長野県でそういう例が無いとすれば、栃木県の自然保護課の方へご連絡になれば、ある程

度経験があると思いますので、問い合わせてみてください。 

 

○高橋部会長 

ありがとうございました。務台さんから、先、意見が。 

 

○務台特別委員 

それではクマタカの件についてちょっとお伺いをしたいと思います。現在のダム計画地点には

クマタカの生息地、こういうようなことで希少動物の住んでいる地帯ということを承知していま

す。そこで、このクマタカがなぜあの地帯が一番生息、あるいは繁殖地帯になるのか。そういう

クマタカの生息地として条件、それらについての検討はされたのか、それが一点。それから今あ

るダム、30年ほど経つわけですが、それ以前にはクマタカがあそこにいたのか、むしろこのダム

ができて、クマタカが繁殖、多くなったのか。そのようなことも考えられますがその辺はいかが
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でしょうか。現在ダムがありますが、それ以前の調査についてもお伺いしたいと思います。以上

です。 

 

○高橋部会長 

 どうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

今のクマタカの生息地の話ですが、私ども知っている範囲ではやはり非常に自然度が高くて人

のあまり入らない原生林といいますか、そういう林を中心に住んでいるかと、考えております。

それと後、砂防ダムができて以前どうだということなのですけれども、それ自体はちょっと調べ

ておりませんので、調べて次回資料として提出したいと思います。それと今のクマタカの生息地

についてもちゃんと調べて資料として提出させていただきたいと思います。 

 

○高橋部会長 

いいですか。ダムできる前の調査もしないのに、分かるわけですか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

も含めてですね。 

 

○高橋部会長 

砂防ダムの話でしょう。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

そうです。 

 

○高橋部会長 

砂防ダムできる前にクマタカの調査をしていないのに、次回に分かりますかということですよ、

私は。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

文献を調べるしかないと思いますけれども。文献とあと地元の皆さんの聞き取りだと思います

けれども、分かるかどうかもありますが、調べてみたいと思います。 

 

○高橋部会長 

はい、どうぞ。 

 

○宮下特別委員 

今出されたこの資料とですね、皆さんのお話を聞いてて、私はもう少し調査をした方がいいと
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思うのですけれども。動物植物については、生活環境が大きく響いてくると思うのですけれども、

動物植物の住んでいる場所ですね、要するに特に山の中ですと、地形とか地質、それから気温と

か水質、それぞれが全部違ってきていると思うのですよ。ですから移植した場合にも、それらの

環境の条件が違えば当然芽も出ないし、例えば林道の方ですか、表土ごと移植すれば根付いたと

いうようなこともありますので、そういうような結果から地形自体やそこに生えている木もそう

ですし、そこに流れている水、それから気温、日照時間とか。それらが全て関係してきていると

思うので、これら、この場所の一年間の日照時間、気候、水質、地質、そういうものが調べられ

ているのか。それからもう一点は移植した場所が、それらの条件に沿った場所なのか、それから

播種なんかも、そういうような条件のところに播種して調査したのか、その辺はどうなっていま

すでしょうか。 

 

○高橋部会長 

どうぞ。 

 

○ 幹事（豊科建設事務所） 

ホソバノツルリンドウの移植、また播種試験の関係ですけども、まず生息状況について分布し

ている所の条件を詳細に調査しております。それによって、植生ですとか光環境ですとか水分で

すとか土壌等につきまして、条件を整理しましてその選定条件に沿ったところで移植地等の選定

も行っております。 

 

○宮下特別委員 

 そうしますと、全体の地形ですね、日照時間とかそれから気温とかそれから積雪量だとかそう

いうような調査をなされてますか。そこの場所と移植した場所とが同じかどうかというようなこ

と。 

 

○高橋部会長 

 検証ですか。検証しているかどうかということですよ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

実際その移植地の選定においては、今の条件の所を、選定条件としておりますので、その部分

の条件にあった所というふうに考えております。 

 

○宮下特別委員 

すみません。条件があっているということは日照時間とか気候とか地形ですね。そこに生えて

いる植物やなんかの状態まで全て同じだということで解釈してよろしいですか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

全く同じという事では、当然場所が違うのでありませんけど、同じ様な場所を選定しています。
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当然光環境、光とかいうのは重要ですけども、光環境におきまして光量子光度で約35.6程度の明

るい林というのを選定しております。おのおのの条件に付きましてもその様な条件を選定して場

所の方選定しております。 

 

○宮下特別委員 

それが現在生えているとか住んでいる動植物に合った場所と同じと考えて宜しいですか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

ホソバノツルリンドウにつきましてはこのような条件を元に選定しております。 

 

○宮下特別委員 

他の動植物についてはどうなんですか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

他のといいますと。 

 

○宮下特別委員 

水生動物やなんか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

先ほど申し上げましたように、水生の植物、動植物につきましては、ちょっとまだ現地調査を

した段階でそういう、今の移植とかそういうことまで至っておりません。 

 

○宮下特別委員 

未確認という事ですね。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

分布状況だけ調査したという事です。 

 

○宮下特別委員 

はい、わかりました。 

 

○高橋部会長 

よろしいですか。はい、どうぞ。 

 

○宮澤（孝）特別委員 

64 から 67 の資料ですけども、先ほどのご説明でほぼ湛水あるいはその周辺という様に理解し

たんですが、ちょっとあの、代替案との事が頭をかすめましてね。所謂黒沢川中、上流部のその
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辺の生息状況調査とかあるいは調査でなくて、民間の資料でも結構、そういうものは確認は出来

ますでしょうか。例えば遊水地というものを造るとすれば、下流になりますよね、そういう場合

の植生とか、自然環境との問題が生じますから。 

 

○高橋部会長 

今の調査の範囲がどの程度までやっているかということでしょうか。 

 

○宮澤（孝）特別委員 

それと若干の下流域までの範囲。 

 

○高橋部会長 

範囲は解かりますか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

例えばクマタカの調査の範囲ということでしょうか。 

 

○高橋部会長 

全体の今回の調査の、クマタカとかその個々でなくてね、全体の範囲、エリアはどのくらいの

エリアのところをやっていますよ、というのが解かれば、代替案が出た場合に困るからその辺で

やっていますかって事ですから、大体範囲を示してください。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

そうですね、解かりました。まず、クマタカの関係なのですが、以前にお出ししました資料-20

を｡ 

 

○高橋部会長 

クマタカの場合はいいのですよ。あのね、クマタカの住む場所にいって代替案なんかできる訳

ないのだから、今言われるのは遊水地あたりのとこを、例えば大えん堤あたりのをやっているで

しょうか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

大えん堤のところまではやってありません。定点ということで合流点、南黒沢川の合流点。 

 

○高橋部会長 

この前見た橋のところ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

そうですね｡洞合橋のあたりから上流。 
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○高橋部会長 

あれから上流と考えればいいですか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

そうですね、その辺は調査をしているという事、現地調査をしているという事です。 

 

○高橋部会長 

宮澤（孝）委員さんそういう事ですがいいですか。ここで継続して午後もやりますけど 12 時

過ぎましたので休憩を取らせていただきます。１時から再開いたします。 

 

＜ 休  憩 １２：０５～１３：００ ＞ 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

１時になりましたので午後の審議の方をお願いしたいと思います。 

 

○高橋部会長 

それでは会議を再開いたします。植松委員より資料請求のありました、環境自然保護課はレッ

ドデータブック及び天然記念物などの調査の結果についてどう認識しているか。土木部はレッド

データブック及び天然記念物などの調査の結果についてどう認識しているのか。トータルとして

黒沢川の自然をどう捉えているのか。県営烏川渓谷緑地についてを一括して幹事より説明を求め

ます。環境自然保護課お願いします。 

 

○幹事（環境自然保護課） 

環境自然保護課の佐藤です。よろしくお願いします。レットデータブックの話が出ましたので

簡単にご説明しますけれども、レットデータブックというのは、長野県における絶滅の恐れのあ

る野生生物の現状を明らかにし、その保全保護対策の基礎となるべき資料を堤供する事、そして

その現状を広く周知する事も目的に作成しています。今年の三月に植物編が出ました。動物編に

ついては、平成15年度の完成を予定しております。レットデータブックなんですけれども、所謂

生物多様性の保全という観点から作っておりまして、所謂種のレベルで保全すべきものを生息地

と、或いは個体数の減少という生物学的な根拠に基づいて、リストアップした一つの資料と言う

事でございます。このレッドデータブックの作成を期に、一応環境自然保護課、県としては希少

な野生動植物の保護対策について総合的に検討しようということで、今現在準備を進めておりま

す。先ほど行われました環境審議会の席におきまして、希少な野生動植物の保護対策の検討委員

会というものを設けました。この次の開発の関係なんですけれども、先ほどもお答えしましたけ

れども、こういう希少野生動植物と開発との関係なんですけども、県としては一応環境影響評価

技術マニュアルというものを作って、開発とあるいはこういった希少野生植物が両存するように

というような事を今考えております。以上でごさいます。 
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○高橋部会長 

次に豊科建設事務所さん、どうぞ 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

豊科建設事務所です。それでは土木部としてどう考えているかという事でありますが、この黒

沢川総合開発事業は長野県環境影響評価条例における対象事業の条件には該当しておりません。

条例では、ダムによる貯水面積が30ha以上のものが対象というふうになっております。この黒沢

ダムにつきましては、4.1ha とこういう規模でございますけれども、自然環境保全の観点から長

野県影響評価技術指針マニュアルを参考に実施をしてまいっております。それから、レッドデー

タブックに記載をされております貴重種の保全につきましては、このマニュアルに沿った保全対

策の検討及び評価を行っていくということとしております。それからトータルとしての黒沢の自

然をどう考えているかという事でごさいますが、黒沢川流域につきましては特にこのダム取水区

域の99.8%が森林である、山頂付近に天然林が約 290ha あり、それを囲むようにカラマツ等の密

林が構成をされている。又ダム予定地周辺は現況の河川内に砂防えん堤や治山えん堤などがすで

に設置をされ、ある程度手の加えられた環境でもあります。聞き取り調査や環境現地調査の結果

からホソバナツルリンドウ、クマタカをはじめとする猛禽類など貴重種が生息をする良好な自然

環境であることも認識をしております。一方、黒沢川につきましては、上流部での取水それから

流水が浸透しやすい地質から、特に夏から秋にかけて、流水がなくなる、いわゆる伏没河川とな

っておりまして、河川環境としては、良好とはいえない状況であります。今後この事業の実施に

おいて、専門家の意見を聞きながら、十分な調査を行い自然環境の保全対策を行うとともに河川

環境の改善など良好な環境保全に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でありま

す。 

 

○高橋部会長 

 はい、ありがとうございました。烏川渓谷緑地について、どうぞ 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

烏川渓谷緑地における環境対策という事で特段資料は用意してありませんが、烏川渓谷緑地第

一次整備区域は20haでございました。ただいま課長の方からご説明したように、総面積からはや

はりこれも環境アセスを必要という面積とは該当しておりませんでしたが、平成8年度から植物

動物、猛禽類等の調査を実施してきたところでございます。当時、実施に当たりましては、そう

いう動植物、猛禽類調査を継続して工事等への影響を把握しながら進めたということでこざいま

す。あの貴重種、特にウスバサイシン、イラクサ等の植物につきましてはなるべく分布域を避け

ることとしたんですけれども、やむを得ない場合には、やはり試験移植をして活着率を見ながら、

工事を進めたという状況でございます。いずれにしましても流木の伐採とか改変面積をなるべく

減らすように園路の位置や幅員を変えたり勾配を変えたりして進めております。さらに工事中で

は、外来種を持ち込まないように重機を洗浄して現場に出入りしたり、作業員の勉強会をやって
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おります。あと、検討委員会という事で委員の皆さん、専門家の委員の皆さんに集まって頂きま

して検討もしておるところでございます。以上でございます。 

 

○高橋部会長 

はい、ありがとうございました。何か、ご質問はございますか。はいどうぞ 

 

○植松特別委員 

今のRDBレッドデータブックについての考え方で環境自然保護課の方では、生物対応性の保全

も含めて、今やっているという事だったんですけれども土木部としてはそういった事も考えてい

るのかとどうなのかという事は、あの、先程来、いろんな資料で所謂、貴重種といったものが沢

山出てきていますけれども、やはりトータルとして考えれば多様な生物が生息する空間という事

で環境を考えなくちゃいけないわけですよね。生活環境部ではそう言った考え出てきたんですけ

ど、今土木部の方からは出てきませんでしたけれども、流域という事を考えれば現在私たちが遊

水地案で8人ぐらいの委員から出た場所も含めて、所謂、流域、通常砂防事業を今やっている所

までの環境調査というものがやはり私は必要だと思うんですけども、河川改修という事も含めて

ですね。そこまではやっているのかどうなのか、これからやる予定があるのかどうかそこをちょ

っとお聞きしたいんですけれども。 

 

○高橋部会長 

はい。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

今、先ほど説明したとおりなんでございますが、まず、マニュアルに沿ってやっていくと、条

例対象事業ではありませんけれどもマニュアルに沿ってやると、それでそのマニュアルの中でい

われております、まず回避をそれから最小化、修正、低減、及び代償とこういう順で保全対策を

考えていくと、こういう事でございます。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

それは、さっきもお聞きして理解しているんですけれども。所謂ダムが出来る事によって川の

機能の一つである物質循環を遮る事になるわけですよね。ダムが出来ることによって下流の環境

がどうなるのか、そこまで検討してあるのかどうかという事をお聞きしたいんですけれども。そ

このところです。 

 

○高橋部会長 

 どうぞ。 



 

 40 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

下流につきましては維持流量を確保する。ダムによることになりますとそう言う事になります

ので環境は今よりも改善をされる。ただ代替案という事になれば別な角度からの検討が必要なの

かなと言う風に考えています。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

維持流量がですね確保出来ると言ってもここの場合には尻無川という特性もありますよね、そ

れで流量確保出来るとしても今あるよりも非常に多くの水が上でカットされてしまうと、そうい

った事で環境が、これは私自身としては変わる事は間違いないと思っているんですよ。でそうい

った事も含めて流域調査を、さっき言った通常砂防事業なりがやっている所ですよね、そこまで

するのかどうかと、そうでないと下の方の河川流域の遊水地造るとかそういった場合に影響があ

ってはまた困る訳ですし、そこまで考えているかどうかという事ですけども。 

 

○高橋部会長 

 どうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

どんな代替案が出るかによってもその辺の範囲というものは違ってくるという風に思います

ので、いまここでどこまでというのは回答しかねるかなと思っております。 

 

○高橋部会長 

 どうぞ。 

 

○植松特別委員 

今やっている通常砂防事業の場合には、環境調査なりはしている訳ですか。 

 

○高橋部会長 

 どうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

しております。先日見ていただいた赤沢砂防えん堤から大えん堤の間の所ではやっております。 

 

○高橋部会長 

 よろしいですか。 
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○植松特別委員 

はい、解かりました。そういった調査しているのでしたら、そういった調査の中でも何かそう

いったいろんな結果あると思いますのでまた何か資料請求するかも知れませんけど。 

 

○高橋部会長 

 その他ございますか、はいどうぞ。 

 

○久保田特別委員 

午前中の資料でも宜しいですよね。 

 

○高橋部会長 

 はい、いいですよ。 

 

○久保田特別委員 

資料-67 で、ムカシトンボの事書いてあるんですけど、前回私は黒沢川が特殊な環境かとそう

いうお話したら、植松委員の方から特殊な環境だとムカシトンボも黒沢しか居ないようなお答え

が返って来たんですれども、今日の資料見ますと長野県のほぼ全域で記録が在るという事もあり

ますし、私もお話聞いた時なるほどなと思ったんですけれども、家へ帰ってからインターネット

を見れば、どこにでもとは言わないが沢山居ますし、三郷の人に聞いても梓川にも堀金にもいま

すと、黒沢だけが特殊じゃないという話も聞いたんですけとども、その辺はこの資料に書いてあ

る事でよろしいという事ですよね。 

 

○高橋部会長 

 どうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

今久保田委員から言われたとおり、長野県のトンボという信州昆虫学会の方で編集しています

1997年に出ている資料の方では、県内の各地域の方で採集記録等があります。以上です。 

 

○高橋部会長 

 はい。よろしいですか。はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

今の久保田さんの意見に対して補足でよろしいですか。前回私黒沢しか居ないっていう言い方

は確かに言いすぎだったかも知れませんけれども、黒沢という場所では貴重な昆虫である事は間

違いないです。というのは生態的な面で、今まで確認されているのは、所謂幼虫ヤゴから孵化羽

化して成虫まですべてのステージが確認されている場所はここしかないですし、長野県で初めて



 

 42 

確認されたのもこの場所です。そう言った意味で記録は在るんですけれども、キチンとですね全

ステージが確認されているのはこの場所しかないと、そういった意味でここでは非常に貴重だと

いう意味でいいました。確かに周辺にもいますけれども決してその数は多いとはいえません。そ

う言った事だけ付け加えて置きますし、ここで湛水予定範囲内と湛水予定範囲外両方にいるとい

う事もありますけども、これも先ほど言いましたけども湛水予定範囲外にも確かにダムが出来て

も生息するでしょうけれども、しかしその空間という事を考えた場合に、これがどの程度本当に

保全されるのか生息できるのかどうか、他の淡水性昆虫を含めてこれ解かりません。これはハッ

キリ言ってダムが出来た場合に他の水生昆虫がどうなるかというデータも是非これは詳細な調査

というのは、後の段階ですけれども、是非していただきたいとこういうふうに思っています。 

 

○高橋部会長 

 はい。ありがとうございました。その他ございますか。はい、なければ次進ませていただきま

す。次に植松委員より請求ありました万水川下流工区の改修構想案、それから正常流量の設定の

手順について幹事より一括説明お願いします。豊科建設事務所さんお願いします。 

 

○田宮特別委員 

先程から黒沢流域の特にダム基点の自然環境の問題、論議されている訳ですけれども、是非や

はり良くご存知の方をこちらへ意見聴取として来ていただいて、民間の方というか県の方からの

資料説明だけでなくて、実際にそういう方の意見を聞くという事も大事じゃないかと思うんです

ね。それで前回の時にも提案させていただいたんですが、三郷村でマスコミ等にもよく出ておら

れて、非常に安曇野の生物に深くこう熟知されている方が居られるんですがね、那須野さんて言

う方なんですが、是非一度来ていただいてその方のお話も聞いてみたいというふうに提案させて

いただきたいんですがよろしくお願いします。 

 

○高橋部会長 

植松さんも専門家ですよね、ああそうですか、今朝ほど出ましたようにちょっと期間がずれ込

みましたのでそれまでに検討させてください。はい、どうぞ。 

 

○久保田特別委員 

今那須野さんってお話が出ましたけどね、那須野さんは私個人的に考えますと役場の職員でご

ざいますし、立場でみたらですね、此処へ出てそういう発言するってのが微妙な立場じゃないか

と、解かりやすく言えば気の毒だなと本人に、そう思いますんで是非そこら辺は本人の気持ちを

十分配慮していただきたいんですけどね。 

 

○高橋部会長 

私ちょっとわかりませんもんですからね、検討させていただきたいってのは、また幹事とご相

談させてください私に。久保田さんの意見も入れて検討したいと思いますのでお願いします。豊

科建設事務所さんお願いします。 
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○幹事（豊科建設事務所） 

それではまず万水川下流工区の改修構想（案）という事で、資料-68 を御覧いただきたいと思

います。Ａ4 のカラー一枚でございます。この資料はですね資料の一番下に書いてありますが、

平成13年9月9日に万水川最下流工区検討委員会という事で地元の地権者の方とあと区長の方と

か皆さんで作っている検討委員会で資料として出したものを抜粋したものでごさいます。ちょっ

と資料を説明させて頂きます。万水川下流工区改修構想（案）、で改修の基本方針です。まず①と

して、現河床を維持する。これは要するに地下水の問題があるので河床を掘り下げることはしな

い。②として築堤高を低くして自然環境に考慮した工法とする。これは景観もあるので堤防を掘

らない場合は築堤になるわけですけども、築堤の高さもなるべく低くしようと、それから工法に

ついては自然環境に配慮した自然型工法等基本方針として確認しております。改修構想の絵でご

ざいます。この絵は左側が下流でこざいます。右側から万水川が蛇行して流れてきて、たて川と

合流して最後犀川に流れています。左側に欠の川という小さな川が一本流れてきております。で、

現在は蛇行して流れております。常時は、地下水の関係もあるので、現況と同じに万水川を流し

たいと、洪水時には、現況の部分から今度はバイバス水路とあります、こちら側へオーバーフロ

ーさせて洪水を流すというような構想をこの時は持っております。バイパスの出入り口というと

ころで赤く分水堰と書いてあります。これは普段の水は、蛇行させて上の方へ流すということな

ので、平水、普段の水の水位に50cmを加えたぐらいまで切り下げておくというようなところまで

一応ご説明してございます。この図面の赤い点々が堤防を必要とする区間という風に考えており

ます。この改修のイメージとして地元におだししたのがこの下の絵なんですが、この向きが全く

逆になっております。大変恐縮です。これは左側から右側に流れている様な絵でごさいまして、

先日現場で見ていただきました等々力大橋が一番左端にあります。そこから、分水堰で越流をさ

せて洪水時はバイパスして水を流すということを考えております。これで築堤高をどれくらいに

すればいいのかという事で水量計算等を実施している状況でございます。資料-68 については以

上でございます。 

 

○高橋部会長 

はい、ありがとうございました。何かご質問ございますか。ちょっと私聞いてもいいでしょう

か。この分水堰の所での計画高水量というのは何m3/sなのでしょうか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

まだどのくらい流すとどういう水位になるかというところまでで、 

 

○高橋部会長 

いや、いや、計画高水量はいわゆる基本高水はいくらでしょうか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

あの、ダムありで200m3/sという事です。 
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○高橋部会長 

200m3/sですか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

ダムありで200m3/sということで当初。 

 

○高橋部会長 

そうすると、バイパス、ダムなしで215m3/sという事ですか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

そうです。 

 

○高橋部会長 

そうすると、バイパスへ今何m3/s 流そうとしているんでしょうか。15m3/s という事でしょう

か。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

まだ確定的な事は言えないんですが、現況流下能力が50m3/s程度ですので、今現川のですね。

残りの部分はバイパスでなんとか流したいなという構想でございました。 

 

○高橋部会長 

大熊先生専門的に見ていかがでしょうか。 

 

○大熊委員 

ええと、この資料60-1を見ると現在の流下能力は80m3/sくらいになってますね。ですからあ

と残りの120m3/s或いは135m3/s位を流すという事で、ま、勾配も何も解からないですので明確

な事は言えませんけれどもこの絵よりはちょっと広がるかなと感じは受けますけれども、まあ、

出来ない事はないだろうとそういう風に思います。なかなか、元の川を大事にしながらやるとい

う事でいい考え方じゃないかなというふうに私は評価したいと思います。ただ、この改修イメー

ジ図で木が堤防のすぐそばに生えているんですけれども、現在生えているんですかね。それとも。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

生えています。 

 

○大熊委員 

生えているのを描いているんですか。わかりました。 
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○高橋部会長 

あの、勾配どれ位になっています。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

あの、計画の河床では1/400と考えています。ただバイバスになるので現況は1/400ですけど、

計画はもう少し急になるんではないかと、 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

ちょっと補足ですが、今大熊先生が、川幅、言われましたけどこれは本当にイメージですので

幅については確定したものではありませんので。それだけは、ご了解ください。 

 

○高橋部会長 

そうだね。1/400だもんね。他に、はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

はい、私も今この図を見てそのバイパス案というのは非常にいいと思うんですけど、バイパス

水路ですけど現在この水路はどんな感じであるわけですか。何か用水路で今あるのか、それとも

新たにこれ造るのか。 

 

○高橋部会長 

はい、どうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

出来ておりません。用水路もありません。ただ、下流にちょっと赤い点々が消えているところ

があるかと思います。図面でいいますと左側のバイパス水路という文字のところ、ありますね、

そこに黒いような実線これが一部護岸の出来ている場所です。 

 

○高橋部会長 

はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

ということであれば、基本高水が215で計画が200という事である程度横にある説明書きでみ

る限りであれば、築堤高を低くしてあるんですが、築堤高を上げることによって、或いはそのバ

イパスの水路を広げることによって215の方にダムなしのですね、この流量を高めることは出来

るわけですね、現在の施工上では。 

 

○高橋部会長 

どうぞ。 
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○幹事（豊科建設事務所） 

この、場所がですね、木がいっぱいあります。全部たたき切ってやっていい場所ではないと思

っていまして、そうするといろいろ、水の流れが難しくてですね。水がたとえば死んでしまうと

いうか、ほとんど流れなくなる場所もあるんだろうしということで、今その辺の評価を一生懸命

どうやってやればいいのかと考えているところで、その高さについてもですね、量が増えれば当

然高さが増えることになりますけれども、地元との折衝もあるので何とも申し上げにくいという

のが現実です。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

わかりました。ただこれからこの場所はですね今構想という事でやるわけですから、平水量よ

り50ｃｍ程度切り下げて越流させるという考え方ですね。これは私非常にいい考え方だと思うん

ですよ。ですから、この部分を築堤を高くするとか川幅を広くするとかですねそういったもし方

法がとれればこの部分の改修というのはいくらでも出来ると、ま、私の意見ですけども、その辺

専門的には大熊先生あたりにお聞きしたいんですけど。 

 

○大熊委員 

 ええと、現況の土地所有がどのようになっていて土地利用がどの様になっているかこの前回の

60-1という資料でまあ、地図を眺めているんですけれども、あのこれは地元でも一緒に議論して

いるということですので、十分土地の確保も出来るでしょうし、まあ、現状で200m3/s流下させ

ようという事で議論されていることと思いますけど、あと15m3/sプラスというのはそれほど難し

いことじゃない、十分可能だと私は考えてます。 

 

○高橋部会長 

 そうしますと、その他基本的には幅とかそういうものは別として、基本的にはこのイメージで

いいのじゃないでしょうかという事でいいでしょうかね。あの、私の方で聞きたいので、豊建さ

んに。我々の部会というのは、総合治水、利水ですからその辺にもある程度意見を申してもいい

のでしょうか。あくまでも、今あの建設事務所さんでやっています検討委員会のご意見とそれか

らこちらの治水、利水の検討委員会の意見という、その辺はどうなのでしょう。私もその辺よく

わかりませんけれども。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

 それにつきましてはですね、この一番下に書いてございますけども、下流工区検討委員会とい

うものも出来ているわけでこざいますけれども、まだ構想の段階でありますし、ここの委員会な

り部会がここの委員会にいうということでなくてですね、我々がいろいろなお話の中でお聞きし
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ながら地元の委員会にもお話していくという事にさせて頂きたいと思います。 

 

○高橋部会長 

はい、どうぞ。 

 

○平林特別委員 

ここは万水川の最下流部であります。で万水川の改修が始まってですね、もう 30 年ぐらい、

でどこが一番難航しているかというと、ここの部分なんです。だからこそ、下流が最後まで残っ

ているわけです。それだけですね難しい面がありまして、何が難しいかといいますと、ま、地権

者皆様とあとそれからワサビ田が近いですからその湧き水の事等々、極めて微妙な問題があって

ですねこのバイパス方式というのは大分早くからありましたけれども、これを掘られると湧水に

影響して来るとこういったこと等々でですね 30 年近くかかっているとこういう事でありまして

ね、ですから、まあ治水工学的、或いは基本的にはですね極めて簡単な様に見えますが、実は極

めて此処は難しいところだということだけはご認識して頂きたいというふうに思います。従いま

してですね、ここにこの川底は掘らないと、現河床維持するとこれなかなか問題だと思うんです。

まあ、多少のことは20年30年経てば河床は上がってきますから、その分は取ってもいいと思い

ますが、それ以上は掘れないという事があります。従いましてこの案で地元に提示しております

けども、これは極めてギリギリの我々みて感覚的にはギリギリの案であります。でもう少し大き

な雨が降りますと、必ず溢水するだろうと現に、あれは、何年、平成11年にですね溢水しまして

大王農場の駐車場あたりは全部水に浸かったと、又一部田んぼも水に浸かっております。えー、

この案でですね、これは現状ではもうギリギリの最低限の案だろうと私は見ております。従って

今度ダムなしということになりますと、ここももう一度見直さなければいかん、ということにな

りますとですね今この案でなんとかこの地域の地元の皆さんにご納得して頂こうと 30 年来の終

止符を打ちたいという事で私どもきているわけでありますが、これから又それが変わらざるを得

ないという事になるとこの問題又長引くだろうという事が予想されるということだけは御承知頂

きたいというふうにおもいます。 

 

○高橋部会長 

はい、ありがとうございました。地区の検討委員会と今我々がやっている委員会との連れ合わ

せって言うのでしょうかね、私は基本的にはこっちの委員会の意見を尊重すると言う形の中で解

決せざるを得ないだろうと思っておりますがこの辺のご意見ございましたら、豊科建設事務所は

その対応はどのように考えているでしょうか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

先ほど穂高の平林委員さんからご意見ありましたように大変微妙なところでございます。とは

言え万水川もこの委員会にかけている訳ですから、こちらの意見を持ってどうこうではなくて、

私どもの方でご意見聞きながらその微妙な点も接点もまた見つけていかなければいけないこう考

えております。 
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○高橋部会長 

私が言ったように、こっちの委員会の意見を尊重するという形ですよね。基本的にはこの委員

会としては。こっちの意見を尊重してという形の中でこのダム委員会の方は一方的にこうと言う。 

 

○平林特別委員 

あの、何といいますか、まあ尊重するという意味はですね、十分この委員会の見解を配慮して

貰いたいという事ですね、関連的或いは地質学的な論理だけを持ってね、解決できる問題ではな

いという事であります。 

 

○高橋部会長 

はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

はい、今のお話で私もね、地元の検討委員会を尊重するとそれはもう当然の事なんですけれど

もね、これからこの部会でどういった結論が出るかも解からないんですけれどもね、例えばです

よダムなしで河川改修中心でいくという方向性が出た場合にはですね、当然この場所も河川改修

について現整備計画を見直さなければいけないという事も出てくる訳ですよ。そういった場合に

はですね、現地の検討委員会がどんな方がどんな事を問題点にしてどんな議論しているかという

事は情報公開にもなっておらず解かっていない訳ですよ。この検討委員会は全部オープンですけ

どね、ですから町長さんが言われたとおり、確か 30 年間もやっていていろんな大変な問題があ

ると思います。しかしですね、やはり長い目で見て安曇野全体を考えた場合に河川改修でどうし

てもみんなで考えてですね、この築堤を高くするとか川幅を広くするとかもっといい案があるか

どうかそういった事が出た場合には、やはり整合性もとってこちらの意見も聞いてっていただき

たいと、そういったことは是非踏まえていただきたいという事なんですけど。 

 

○平林特別委員 

当然ここで出た事はまたここへ持ち帰って検討当然して貰います。当然の事だろうと思います

が、但し、これを見ただけで簡単に川幅広げりゃいいや、嵩を上げればいいやそういう押し付け

的なものはこれは危険ですよということを言っている訳で、そうでなければこれもうとっくに解

決していることであります。ここはね一番下流ですから、大体河川改修でね上流からやってくる

というのはおかしな話ですよね、一番下流部が先になるべきとこでしょ。なぜ今までならなかっ

たかと、それなりの理由があるんですよ。これは非常に複雑な地域住民の皆さん方のいろんな事

があると、もちろん促進も反対も入り混じってある訳です。この検討委員会ってのは、これは去

年でしたか、去年又新たにですね立ち上げてもらったと何回も何回もそれまでやってきてですね、

なおかつ又これを作ってですね、現実にどうしていったらいいのかと、いう事をやってもらって

いるわけですね、そういった事がありますのでこちらで出たものはご理解いただくと、これも当

然必要ですし、また場合によつてはですね、ここの地元の方々のご意見ってのもですね、ここの
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部会でも聞いてみる必要あると、こういうことです。 

 

○高橋部会長 

よろしいですか。私もそういうつもりなのですよ。従ってこの開始の基本方針、はっきりして

おりますし、今のイメージをみてもそう問題っていいますかね、ただ流れるか流れないか吸収で

きるか出来ないかって言う量の問題だけかなと、思いますので、しかし、いま町長さんご説明が

あったように非常に難しいところだよという、そういう感覚っていいますか意識ってのは委員の

皆さんもご理解願いたいという事だと思いますのでよろしくお願いします。いずれにしても建設

事務所さんの方でその辺は情報を交換をしながらより良いものにしていって欲しいなとこんなに

思っています。ただ、たまたま今日大熊先生来ていたものですから、私はこの問題一番心配にな

っておりました。三郷村の利水に次ぐ大きな問題だろうと私は常々思っておりましたので、先ほ

ども先生これだけはご意見くださいよと、いうお話を実はしておりましたので、またいずれ固ま

ってくると思います。また先生ひとつお願いをしたいと思います。よろしいでしょうか。はい、

どうぞ。 

 

○宮沢（孝）特別委員 

ここの地点のことに関連いたしましてね、確かな資料手元に持っている訳ではありませんが、

前新聞の記事、溢水の時に見た事あるのですけど、このイメージ図の下流の所謂高瀬からの逆流

って言いますか、これが溢水に大いに関連するから、ある程度の築堤をせざるを得ないではない

かというような記事を読んだ事ございますが、その辺は確かな事なんでしょうか。 

 

○高橋部会長 

どうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

高瀬といいますか犀川に流れ込むんですけど、犀川のバックウォーターと言いまして排水がや

はり万水の方にある程度延長では上っていきます。その影響はあると思います。水位計算上は出

てくると思います。 

 

○宮沢（孝）特別委員 

ただ築堤で解決はある程度は出来るような事も。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

単純に言えば、水位が高ければ築堤を高くすれば堤防になるんですけれども、先ほど来申し上

げてますけども、何しろ築堤を上げちゃうとワサビのほうから川が見えなくなってしまうという

事で、そこが非常に微妙な問題なんですね。一センチでも低い方がいいという事なんです。です

から、ここまであそこまでっていうところが、すごく微妙な問題で、難しく頭を悩ましているこ

とです。 
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○高橋部会長 

バックウォーターの影響ってどのくらいまでみているのですか。それと犀川の河床を下げるっ

ていうような検討はしていないのでしょうか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

バックの今の影響の範囲は次回お話しますけれども、犀川はもう、ハイウォーターレベルとい

う事で、計画水位決めてますので、計画の高水の高さを決めてますので、その高さで引っ張って

いるという。 

 

○高橋部会長 

それはそうだよな。はい、よろしいですか。じゃ次、正常流量の制定の手順についてご説明願

います。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

では、資料-69 を御覧頂きたいと思います。ちょっと工学的に非常に難しい部分なんで、じっ

くりご説明させていただきたいと思います。じゃぁ、ちょっとすみません長くなるので座らせて

お願いさせていただきたいと思います。Ａ３の資料の1ページ目でございます。御覧頂きたいの

は一番下に※印で書いてあります。維持流量はという事で、流水の関係で二種類言葉が出てまい

ります。維持流量というものと正常流量というもの、維持流量とは、河川の適正な利用および流

水の正常な機能を維持できる最低限の流量、これに水利流量を加えたものを正常流量といいます。

という事で普段は河川をこのくらいの水があれば川としては一応最低限機能できるという維持流

量とそこへ取水量ですね、いろんな許可されている流量等を加えたものが正常流量というふうに

認識していただきたいと思います。それを確認した上で1番からお話させていただきたいと思い

ます。正常流量の制定の手順でございます。まず1番目でございます。まず河川環境の把握をい

たします。河川の流況、流入量、取水量、河道状況等の河川環境をまず把握する事になります。

河川の流況といいますのは、基本的には水量・流量と思っていただければいいと思います。河川

の流入量というのは、流域や支川から入ってくる水の量、後は河川からの取水量、河道状況とい

うのは、横断形とかそういうものを把握してまず調査をします。その次に河川を区分分けいたし

ます。ある程度似たような川といいますか、似た性状を持っている川を複数の区間に区分します。

次に、正常流量を設定するために代表地点を設けます。代表地点には区分毎に必要な流量の検討

のために計画基準点の他に補助基準点がありますという事が書いてございます。基本的には区分

を分けて代表地点を決めるという事でございます。続きまして三番目に維持流量、必要流量の算

定ということになります。維持流量というものは河川法施行令第 10 条の 2 によって項目別に検

討を行います。その項目が下に○数字で１２３４５６７８と八つ、①番のところで漁業と動植物

の生息地または生育状況というのが一緒になっていますが、基本的には９項目という訳なんです

けれども、漁業も入れて九つの項目をやっております。でまず①番目として動植物の生息地また

は生育状況ということでございます。河川において動植物の生息生育環境を維持できる流量を保
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つことが目的、特に大体魚でやる訳ですけれども、魚の移動とか産卵に必要な水理条件、水深と

か流速等によって必要流量を算定する事になります。続きまして②番の景観です。川らしい見た

目で川らしくみられるような川、まったく水のないのは川らしくないというので、好ましくない

という事で景観的に河川景観を維持するために必要な流量を景観で検討いたします。続きまして

③番目として流水の清潔な機能の保持という事で、水が流れていて水質を浄化していくと水質を

よくしていくという事で環境負荷の削減のための流量、どれくらいの流量があれば希釈できるの

かそのために必要な流量を出すのが③の流水の清潔な機能の保持という事でございます。以下④

番舟運ということで舟ですね、⑤番は塩害特にまあ海の近く、⑥番河口の閉塞これもまあ合流点

のとこで、⑦番河川管理施設の保護これはまあ木製施設等で腐食なんかがある時に、此処までは

常に水位を保って置かなければいけないというような河川管理施設の保護、後地下水位の維持こ

れは⑧番ですが、近くに地下水位の井戸等利用しているものがあれば、河川流量の減少によって

井戸に影響があればいけないという事でそういう事で固まってくる流量という事で、⑧まであり

ます、九項目とも言いますがあります。通常は漁業と動植物の生息または生育状況というのは同

じような観点で判断するというのがあります。それからここまでで維持流量を検討する訳ですけ

れども、その次に先ほど言いました上乗せする量、水利流量の検討を行うという事です。これが

慣行、許可水利権の量を実態を踏まえて状況して上乗せするという事で、期別、期間別に、例え

ばかんがい期とか非かんがい期とか期別に設定をおこなうのが通常でございます。という事でこ

れを足し合わせまして今の①から⑧の中で、検討したものの一番大きい流量、維持流量の一番大

きい流量と水利流量を足し合わせて正常流量を設定しいていくという事でございます。2 ページ

目を御覧頂きたいと思います。今ざっと言葉でご説明いたしました左側にフローがございます。

河川環境の把握をしまして、区分分けをして代表地点を設定、それから先ほど言いました⑧まで

の項目で維持流量を検討します。そこへ水利流量も考えまして正常流量の設定に至っていくとい

う事でございます。それが図2でございます。図3なんですが、これはある一例、維持流量なり、

正常流量設定する時の一例をとっております。まず横軸が期間で縦軸が流量でございます。どこ

かある地点を想定して決めた時に、一点破線で水質、要するに汚れを希釈するのに必要な流量は

この辺の流量ですよというのが一点破線であります。そこへ景観、川らしい姿を保つためには、

その水質よりももうちょっと多くの流量が必要という事で破線で書いてあります。動植物一般的

に魚の移動とか産卵のために必要な量が二点破線になっております。という事でここの場合で言

いますと動植物の流量が一番上にいますので、維持流量は動植物の生育生息で決まるという風に

考えていただければいいかと思います。これが維持流量なんですけども、これを今度正常流量に

直す時には、図の4 にまいります。この図の4 は図の3 のある期間、例えば期間1 の期間での、

ひとつの例の絵と考えいただければいいかと思います。横棒が河川の距離といいますか位置でご

ざいます。縦が流量になります。右から左に本川が流れてまして、区間分けとしてはＡＢＣの三

区間ございます。Ｃ区間では維持流量は黒い丸と三角と四角があると思います。これで黒い丸が

一番上に流量がありますんでこの位の流量が河川の維持流量としては必要です、ということでご

ざいます。次のＢ区間ではもう少しあがって黒い丸、要するに動植物で決まっているわけなんで

すけども、動植物のこのくらいの量が必要ですということです。そこへ、取水がありますちょう

ど今B区間の一番上側の所に取水があります。取水量が破線で示してありまして、これだけの取
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水の権利を持っているという事で、この破線が正常流量という事でございます。ということであ

とB区間真ん中あたりに支川の流入という事で支川からはこれくらいの流量、破線と実線の間位

の流量が流入してくると想定されるという事でございます。それからB区間とA区間の間では農

業用水路がここへ戻って、また水が戻ってくるという事で、それもプラスして流量はこのくらい

必要であるというふうに考えておるということでございます。こういうようなことで正常流量を、

ダムを造った場合ですけども、正常流量を管理して水管理を行うということが、一般的な正常流

量の設定の手順でこざいます。続きまして、黒沢川の維持流量というのはどうなっているかとい

う話でございます。これにつきましては、まず、先ほどのフローと同じです。河川環境の把握を

いたします。まず河川の流量といいますか、流況ですね。流況については、既設黒沢砂防ダムの

ちょっと上流側にあるかと思いますが山越沢流量観測地点ということで、そこで平成3年から流

量を現在に至るまでずっと観測をしております。あと、利水状況ですけども取水の位置も取水と

言う文字が引き出しでありますけれども向きは逆なんですが、取水している向き逆なんですけれ

ども、この地点黒沢砂防ダム直下の所で一箇所それから北黒沢橋の下の所で一箇所現在取水をカ

ウントしております。それから動植物の関係については平成 10～12 年度に調査を実施している

ということでございます。これは色的には紫のナンバー1.2.3.4.とこれを動植物の検討の地点とし

ております。あと景観検討という事で、これは川が見える所という事で橋の地点になるわけです

が、これもこの紫の色の所で景観の水量を検討しております。続きまして2.番ですけども河川区

分及び代表地点の設定という事で、まず河川を区分分け致します。左側の絵に A、B、C 区間と

ございます。まず、下流側からＡ区間でございますが扇状地を直線的に流れる区間で平常時でも

流水が伏没している、枯川になってしまう区間であります。南黒沢の合流下の所から尻無の部分

まで、ということでこざいます。それからその上流がＢ区間です、これは北黒沢橋から合流点の

ところ、このあたりは山間部というより、地形が開けてきた部分でございます。流水の伏没は普

段は比較的見られないというふうに認識しております。それから北黒沢川からダム地点、砂防ダ

ムの地点です。これは山間部を流下する区間で取水による流水の伏没が、時々見られるような状

況があるということで、区間としては下流から A、B、C 区間として分けましたという事でござ

います。維持流量は、この3区間で先程言いました八つありましたその検討をするわけですけれ

ども、その前に代表地点を設定いたしております。代表地点は将来ダムが出来た場合流水を管理

しますので管理がしやすくてまた取水地点の近くに設定するのが普通でございまして現黒沢ダム

計画では、ダム直下の地点とちょうどその下にもう一箇所取水があります。その北側に北黒沢橋

というのがありますのでその北黒沢橋地点この2点を代表地点として設定しておりました。とい

うことでこの地点を代表地点区分は3つに分けるということで決めております。必要流量の算定

で先ほど維持流量具体的には①～⑧といったさっきの、舟運とか塩害とかいろいろあるわけです

けれども、ここの場合は3つ、動植物の生息生育の関係、あと景観の関係、あと流水の清潔の保

持ということで3つの項目で検討してあります。そういうことで結果が次のページでございます。

検討内容3.の必要流量の算定ということで検討内容でございます。一番左端が動植物の生息生育

の関係、真中が景観、右側が流水の清潔の保持ということで、結果から申しますと一番左の動植

物の生息生育の関係で流量を決めておりますので、ここを中心に説明したいと思います。まず検

討対象ですけれどこの河川生物の中で大型であり、食物連鎖の最上位に位置する魚類に着目し、
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渇水時に水理条件が最も厳しくなる瀬ですね、あの水深が最も薄くなってしまう瀬を主な生活場

所としている魚種としてヤマメ、イワナ、カジカを検討の魚種として選定いたしました。この 3

種については現地調査でも捕捉されております。評価の基準ですがこれは正常流量の設定の手引

きにもあるわけですが、ヤマメやイワナの移動は水深15cm確保しましょう、カジカの移動も同

じく15cmを確保しましょう。ヤマメの産卵は稚仔魚ということで、子供の魚の保全ということ

で流速は20cmを9月から1月までヤマメでは確保しましょう、イワナは産卵は10月から3月

までの間ですけれどもやはり水深 15cm、流速は 5cm/s を確保と、カジカについては 2 月から 6

月で水深20cm、流速10cm/s確保を念頭にして基準を定めております。やはり検討地点なんです

けれども、検討地点は現地を見る中で、特にやはり瀬ですね、渇水時に水理条件が最も厳しくな

る瀬と、それから産卵形態を考えて産卵に適していると推定されている瀬をと言うことで、先程

の3ページ目のカラーの絵になろうかと思いますがナンバー4まで点がありました。その4つの

地点でその横断形でどれだけの流量を確保するか水深なり流速が確保できるのかということを検

討してございます。結論でございますけれども、それがその表の下段になります。地点のＡ、こ

れはＢ区間になるわけですけれども 2 月から 6 月までカジカの産卵ということで 0.037m3/ｓ、

Ｂ区間というのは合流点のすぐ上になります。7月から1月までは産卵ではなくて移動で0.006、

この地点②、③とありますが、これ申し訳ありません地点③と④の間違いでございますので訂正

をお願いしたいと思いますが、地点②と書いてあるのが③、地点③と書いてあるのが④でござい

ますが、地点③は0.027m3/ｓがイワナ、ヤマメの移動やイワナの産卵で必要と計算されておりま

す。地点④は0.019m3/sが必要というで②は③の中より少ない流量で出来るというふうに計算結

果されています。今回資料としてはここまで提示しませんでした。ということで、Ｃ区間につい

ては通年を通して0.027m3/sが必要でしょうと、Ｂ区間については2月から6月までは0.037m3/s、

7月から1月までは0.006m3/s必要ですということで維持流量を出してまいっております。河川

景観の保全ですがこれについてもざっと説明致しますが、河川が見れる橋の上とかに場所を設定

しまして、建設省の土木研究所の研究成果から川幅に対して水面の幅が20％くらいあれば川らし

い景観を保てるという、一応アンケート調査なんですけど出ておりますのでそれを参考に20％の

川幅を保つにはどのくらいの流量が必要なのか、地点は先程、先走って説明致しましたが不動橋

の所でやっております。これでいきますと流量としては0.016m3/sが必要でしょうという計算結

果が出ております。それから右端なんですが、流水の清潔な機能の保持ということでどれくらい

の希釈水があれば川を綺麗に保てるのかということでございますが、評価基準なんですけれども、

普通の河川は類型指定というのをやっておりまして、BOD の数字で水質の評価をしております

けれども、近くの川で穂高川と A 類型、BOD にしますと 1.0mｇ/㍑ということでやってますの

で、ここは、黒沢川自体は類型指定をされておりませんが、穂高川と同様にA類型の基準を念頭

において負荷量を算定しております。これによりますと必要流量は下に書いてありますが

0.009m3/s、これ黒沢ダムの直下の地点、北黒沢川の地点では 0.013m3/s 必要ということになり

ます。この表の一番下のところずっとみていただきますと一番多いのはやはり一番左側の動植物

の生育、生息ということで分かろうかと思います。結論なんですが維持流量の設定ということで

Ｂ区間におきましては通年を通じて0.037m3/s、Ｃ区間については0.027m3/sということで維持

流量を決定しておるということでございます。B区間の７月から１月が0.006m3/sというのもあ
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るわけですけれども、ここは下流が上流より流量が少ないということなので通年を通じて

0.037m3/sと定めたということでございます｡維持流量に伴う話でございますけれども、以上でご

ざいます｡ 

 

○高橋部会長 

はい、ありがとうございます。ご質問ありましたら｡ 

 

○大熊委員 

私、詳しく頭に入ってなくて申し訳ないのですけど、ここのたとえばＢ区間くらいの所ですと

渇水流量はどれぐらいの値になるのですか 

 

○高橋部会長 

すごく少ないはずだね。 

 

○大熊委員 

 多分データないだろうから先程上流の方に観測点がありますよね。で、流域面積で比例配分し

て頂いて結構だと思うんですけども。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

一応ですね、資料-40という資料があります。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

先生ありませんか。ここのですね。資料-40 の 2 のところに黒沢川の期別流況ということで、

一応そのダムの直下なんで5.4km2なんですけれども、このときの流量を出しております。たと

えば期別には非灌漑期にいきますと 1/10 の渇水だと 0.048m3/s という数字になろうかと思いま

す。ちょっと比流量で出すには計算機がないと。計算機ありますか。じゃ、あとで整理してペー

パーで｡ 

 

○高橋部会長 

 10年に1回のやつだね。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

ここにあるのは10年に一度と平均渇水流量、10年間の平均渇水流量をやってます。 

 

○高橋部会長 

平均でいいんじゃないかな、0.077で。 

○幹事（豊科建設事務所） 

はい、直して資料堤出します。 
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○高橋部会長 

 はい、先生いいですか。ちょっと私質問していいでしょうかね。あの、この維持流量というの

はいろいろな説がありまして、いろいろ従来から基準があってないようなものだと思いますが、

この評価基準でヤマメ、イワナとかいろいろといっているのだけれども、あの一般的には評価基

準使っていますか。例えば流域面積比という0.03というようなのは使わずに、動植物の方から一

般的には使いますか。はい、 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

 あの、ダム計画では一般的に使っている数値でございます。 

 

○高橋部会長 

 ですから、動植物の評価基準を優先させるという事ですか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

部会長さんおっしゃった比流量で0.3なんとかという。 

 

○高橋部会長 

 いや、昔はそういった指標といいますかね、通産か建設で出していたものがありましたよね。

あの、私はどうしてそういう事いうかと言うと、全ての河川にね、そういうものを当てはめた時

に果たしてこの基準でクリア出来るのだろうか、少なくてもああした尻無川のような川にそれだ

けの水が流せるのでしょうかというのがあるのですけどね。逆にこれをクリアするには逆にダム

を造らなくちゃいけないのじゃないのでしょうか、と聞きたいのです。じゃ、ダム造らなかった

ら基準はあの川はどうなるのでしょうかと聞きたいのです。現実の問題として川は流れていない

わけですから、これの基準を使ってやるとすれば、ダムを造って川を流すしかないんじゃないで

しょうか。造らなかった場合にはこの皆さんの言っているこの基準というのはどうなるんでしよ

うか。それで環境は守れるんですか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

あの、いわゆるそういった新しい水をですね生み出さないとそういうものは出て来ないという

ことです。 

 

○高橋部会長 

 であるなら、逆にその為にダムを造らなくちゃいけないのでしょうか。 

 

○幹事（河川課） 

 あのですね、正常流量というのが今言った目安はあるのですけれども、その川にとってどの流

量というのが一番望ましいのかという事で、水を使ってしまえば物理的に水が無くなってしまう
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わけなのですから、上で溜めるか、それとも利水の調整をするかという事でその川に望ましい流

量というものを目標として定めてそれに向かって努力していくという事になるかと思います。だ

から一概にダムで上で溜めなきゃだめだとか、そういう結論じゃなくていろいろな方法があると

思います。 

 

○高橋部会長 

で、ちょっとすみませんね皆さん。私非常に矛盾感じているんで聞きたいのは、まず私がいま

言ったように、こういう河川管理を環境保全しながら守ろうとすれば逆にその為のダムが必要で

しょうと、今度はダムが要らないよということになりますと、これは守れないわけですよね。そ

して逆に利水に使おうとしたら、こんなに流す事によって絶対量の水がなくなっちゃうわけです

よ。表流水というのはこれだけに捉えて今利用している何千ﾄﾝとかいう水も使えなくなってしま

うのじゃないかという心配があるわけですけど。もしダム出来た時と出来ていない時の考え方変

えていいのでしょうか。黒沢川という川をダム造ったら、造った時と造らない時の考え方は変わ

っていいのでしょうかという事を聞きたいのです。 

 

○幹事（河川課） 

 ダムがある時と無い時ということではなくてですね、いわゆるこういった川を目指そうという、

目指すということですね、この目標は。だからそのとき生むものがなければそれはどういう形で

努力するか今すぐ何とは言いませんけれど、そういった川づくりをしていきましょうということ

の設定のための数字であるということです。 

 

○高橋部会長 

はい、どうぞ。 

 

○久保田特別委員 

今、部会長のおっしゃっている事私も考えてまして、実は前回のダムを小さくしようという事

で検討したんですけども、この維持流量をこれだけの設定する為にダムが大きくなっちゃってる

んですよね。ですから本当に自然保護、魚類も大事ですが今の砂防ダムでね、これ大熊先生から

も話がありましたけども、実際の算定がいくらかやった場合ですね、せめてその程度でいいじゃ

ないかと、今以上に余分に流さなくてもいいんじゃないかと私単純に思うんですけど。もっと長

い川でね全体に影響与えるようなのは別ですけども、今の黒沢川というのは砂防ダムから洞合ま

での間が 2 ㎞あったですかね。1.何㎞だけですよね。だけですよというと又自然保護の人に怒ら

れるんですけども、だから本当にね、そこら辺私も疑問があるんですよ。確かにこういうガイド

ラインだとか基準でいくとこうなってね、本当に流域面積に平方キロあたり0.03だとかってやる

と前回の数字で小さくてよかったわけですよね。魚族のどうのこうのってやると倍近くなっちゃ

うってことですよね。これによってダムが5～6ｍだか高くなるんですよね。だから本当に、特に

この黒沢川の場合は伏流水という伏流しちゃう川というのは特殊なものなんでね本当にこの地点

はどれでいいかというのはね、本当はやっぱり自然保護の人達、そういう人も皆で考えて、ガイ
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ドラインはこうだけどもこれでいいじゃないかと、そういう論議もあっていいんじゃないかと私

は気がするんですよ。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

私も久保田さんと同じ考えなんですけども、このいわゆる正常な黒沢の流量ですよね、それが

一体何なのかというのが基本なんですけど、そこがいまいちわからなくてですね。ダムを造るこ

とによって保たれる維持流量が正常なのか、それともダムが無い場合ですよね、ダムか無くて伏

流することも含めて上から下まで流れる川の正常な姿が何なのか、まずその正常な姿というもの

をですね、示していただかないとちょっとその議論には入れないんですけれども、今イワナ、ヤ

マメプラス景観3つの要素だけで決めてますよね。本当に正常な河川、黒沢の場合です。特殊な

川です。そこがちょっと基本的におさえられないと、それによってダム計画そのものが変わって

しまいます。その辺のところを、もし分かれば県の方でもいいんですけど計画された方に。 

 

○高橋部会長 

 あの正常流量というのはちょっと意味が違うんですよ。維持流量でいいんですよ。 

 

○植松特別委員 

維持流量でいいです。そちらの方でいいです。すみません。 

 

○高橋部会長 

 維持流量の考え方ですよ。特に黒沢の場合の事考えて頂きたいのです。流れていないのに、今

現実に流れていないのに、他所の川の話してもここでは意味が通用しないので黒沢川というのは

現実に流れていないのじゃないのですかと、それをどうしてもこのような形でやるとすればダム

を、逆にそれは流す為にその為のダムが必要じゃないですかと。どうしてそこだけを強調するの

ですかというのが一つ素人といいますか我々にすれば疑問が残るわけ、一生懸命流れていない川

を維持流量、維持流量とこういっているのは不思議でならない。流れてないのだから流れてなく

ても流さなくてもいいのじゃないですかと、単純な発想だってあっていいのじゃないですかと、

私達は言っているわけですよ。どうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

あの、流れていない川という言い方ですけども、それは取水をいっぱいしてるから流れていな

いんではないかと私共は思ってます。ただ、その中でも僅かな区間で今イワナやカジカは苦しい

ながらも生きている。それは何とか守ろうかと、ダムを造る時に、先程植松委員から自然の姿は

何なんだと言えば、まったく取水をしない川の姿が自然じゃないかと、ただ水をとる以上、共存

を考えなければいけないので、最低限何処まで我慢してもらえるかというのが維持流量という認
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識でございます。流れていないのは取っているからではないかなと思います。 

 

○高橋部会長 

 そうすると端的にいうと水利流量全部止めなければダメだという話になるでしょうか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

そうではございません。そうではなくて共存をするためには配慮もしながらというように考え

てまして配慮する最低限必要な流量が今マニュアルでいけば維持流量、今の計算で出していると

いうのが全国的な例だという事でございます。ただ自然的に伏没しちゃうだろうなと思われるの

は、やはり上流から下流いくともう、どんどん水が減っていくのは私達も知っています。ですか

らそこまでの維持流量の確保は勿論困難でしょうし、今考えてはいないという事でございます。 

 

○高橋部会長 

大熊先生のご意見を聞きたいと思います。 

 

○大熊委員 

 まだ本当に正直細かい所まで、頭に入っていないので問題なんですけれど、例えばＢ区間で

0.037 流したとしても、Ａ区間に行けばもう完全に潜ってしまいますよね。でＢ区間でも本当に

これが確保出来るのかという気もちょっとするんですよね。上から0.037流して来てても、この

辺になるとかなり又しみ込んでしまうのではないかなと、Ｂ区間でもそんな感じを私は持ってお

りまして、正直その今の黒沢川が長い歴史の中で存在していて上流での利水も取水もあるという

中で今来ているわけですから、現況の自然状態をどう認識して、それをどのくらい改善したいの

かという事からこういう数字が出てきた方がいいのではないのかなというふうには感じます。で、

それこそ上水に使う水もないと四苦八苦している所で、維持流量ここまで新たに作るというのも

ちょっとなかなかコンセンサスが得られるのかなと、そういう感じは致します。 

 

○高橋部会長 

考え皆同じですよ。あの私どうしてこういう事言うかというと、代替案を考えて表流水を何と

かしようといった時にですね、これに取られてしまうと、それこそ何の代替案も出来ませんよと

いうのがあるわけですよね現実の問題として。ですからこの辺を皆さんから本来維持流量という

のは下流に行けば増えるはずなのにこの川は下流に行くほど維持流量が減っていくわけですから、

その辺を皆さんどうでしょうね。ご意見をいただければありがたいのですが。切実な問題ですよ。

はい。 

 

○大熊委員 

 あの、維持流量の問題本当に難しくてですね。ええと、正直言って維持流量のない川というの

もいっぱいありますし、設定されていないという川もざらにあるのが現実です。なかなかそれも

設定したとしても、確保出来ていないという川も沢山あるということで、治水計画や利水計画の
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ように維持流量が明確に守られているかというと、一級河川でも維持流量は決められていない川

も沢山あるんですよ。その中で維持流量議論というのは本当に難しいんで、計画の考え方という

のは、本当に腰据えて考え直さないと駄目だろうというふうに思います。 

 

○高橋部会長 

 あの代替案を検討するに、これが一番ひっかかって来るのですよ。 

 

○久保田特別委員 

初めの量ぐらいでいいんじゃないかと、私は感じとすればするんですよね。随分ダムが大きく

なったんですけども、第１案といいますか初めの平成3年の前ですか、あれくらいでまあ流れれ

ばいいじゃないかと。そんな非常に乱暴な言い方するとね、そんな感じするんですよね。まあ、

あそこで本当に魚釣りで食べてる人はいないですしね、景観との話だから住民がどう考えるかで、

ああいう所ですから川幅の 2 割と言ってもね、何処が川幅だか分からないような所ですからね。

だから本当に皆の合意があればなるべく少なくすると、まあダム造る方からすればですね、自然

保護だとか全体の時代の流れからすればこうなる事はわかるんですよ、私も。こうやらなきゃ又

怒られますからね。逆に反対の人から何だと言われますから、実態とすれば私の感じとすればそ

んな感じですけど。 

 

○高橋部会長 

 あの、何といいますか。構造物を造ろうとするから、するとすればこういうものがクリアしな

ければいけない、これは法ですからね。やらないとすれば今のままにしておくしかないのじゃな

いでしょうか。ダム造って流すわけにいかないですからね。その辺を今後皆さんによく検討して

頂かないと。例えば利水の為のダムを造ろうとしてもこの法に照らされてしまうとそれこそ又大

きなものになってしまう、というものがありますのでね。 

 

○久保田特別委員 

一番下流までですね、広域排水路ですか、あそこまで水流すだけの流量確保するかと思ったん

ですがね。それやったんじゃ全然水が無いですね。ああ、なるほど合流地点までか、それもある

なと私はそう思ったんですけど、だからもう一歩進めて、もう少し少なくてもいいんじゃないか

と。 

 

○高橋部会長 

 その他ご意見、この維持流量についてご意見ございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

○二木特別委員 

そのものについては私ども素人ですからよく分かりませんが、今建設事務所で黒沢渓流砂防を

計画してますよね。その辺はどういう計画で今言った維持流量を捉えているんですか。まあ、今

言ったように赤沢橋の上は、下流についても上についても現時点では水が流れてなかったんです



 

 60 

が、黒沢渓流砂防事業の中では写真を見ると、私どもに説明のあったのは水辺を作り、又魚もで

き、自然環境に非常にやさしい水路にしたいと、こういう文章に書いてありますが、私も当時そ

ういう立場にいましたので、そういう説明も受けました。だから現在皆さんがお考えになってい

る、その量について渓流砂防、黒沢のね、あの辺の計画はどの程度の水の量を換算して計画なさ

っておられるか、そこらのとこも実際に今これだけの水が流れてますよと、この時点でこれはこ

のくらいですよと、話を現実的に話してもらわないと、私ども少しこの問題についても理解出来

ないんですよね。その点いかがですか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

 渓流砂防事業、赤沢えん堤から大えん堤の間の流量の話なんですけど、要は砂防事業でやって

ますのは土砂を止めたり、流出を止めるという事なんで流量を溜めて流すというような事はやっ

てませんので維持流量の設定というものはありません。水辺をなるべく作ってなるべく人が近づ

けるようにという事で、ある時期確かに水がかれる時もあります。ただ今日あたり見ていただく

と少し雨が降ると又流れたりもしてるんで、その常に水を延々として流しているんではなくて、

ある時にはちゃんとした水辺が出来て人も近づけるようなということを考えてやっております。

人為的に水を操作するので維持流量という概念はあるのではという気はしてます。 

 

○高橋部会長 

 いいですか。いいですね。ちょっとこれは結論とかそう言う話には出来ないと思いますけども、

ま、確かにものを作ればこういう法に基づいて水はこれだけ流さなくてはいけないよということ

でございますので、はい。どうぞ。 

 

○植松特別委員 

 あの、しかしながら先程と同じなんですけどね、黒沢という川の場合のいわゆる正常な、正常

という言葉使いますけど、正常な維持流量ですよね。それを部会長おっしゃったようにね他の川

と同じと考えるのか、それともこの川の特殊性を考えるのか河川法だけの為にですね維持流量絶

対であるからこのダムの大きさがあると、そこのところを議論しないとですね、いつまで経って

もネックになっちゃいますよねここ。ここで皆委員いるものですからね何とかちょっと難しいと

ころなんですけどねやらないと、この川の特殊性を考えて今まで河川法についてはこの川はいろ

いろとありましたのでそこも含めて。 

 

○高橋部会長 

 その辺、建設事務所さんお願いします。そういう特異な、いいですか。はいどうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

一応黒沢のですね特殊性というのは当然考えているわけですが、従いましてこのＡ区間につい

ては維持流量は確保出来ないとこういう前提になってますので、そういう意味では考えていると

いう事でございます。 



 

 61 

 

○高橋部会長 

 じゃ端的に私の方で聞きたいのだが、例えばダムに代わる利水の施設を造ったと、ボリューム

は別として、ある袋物を造ったといった場合も、この基準が適用されるのでしょうか。はい、ど

うぞ。 

 

○幹事（河川課） 

 先程、大熊委員からもお話があったんですけども、河川の維持流量の決め方というのはかなり

難しいですし、景観といっても人それぞれの感じ方あります。その中で一般的にといいますかマ

ニュアルにこういったものは載っております。で、ダムを造って上で溜められるんであれば、今

言った川の特性を考慮しながらその川にとってどれだけの水が常時流れていればいいかというの

を決めて、それだけの水を確保しようということをやります。で、そうじゃない場合、じゃどう

する、上で溜められない場合どうするのかといった場合、少なくとも今の状態より悪くならない

ような努力をしていくという管理が、河川管理者の責任だと思います。その為にいろいろ水利権

という難しい問題あるんですけども、そういった調整をしていくという事になるんじゃないかな

とこういうふうに考えます。 

 

○高橋部会長 

 はい、ありがとうございました。現況を維持出来ればいいという解釈でいいでしょうか。 

はい、どうぞ。 

 

○幹事（河川課） 

 すみませんが、ダムの大きさを決めるときにですね、今ここでいいか悪いかと言われてもすぐ

に答えはないんですが、それはある意味でここで議論して頂いてですね正常流量というか、そう

いう量を持つためにはこうであったという事を踏まえて、それの上で議論をして頂いてそれはダ

ムいいじゃないかと、大きさそこまでいいじゃないかという事に関して今すぐここでいい、悪い

とは言えませんけども。それを踏まえて議論していただければ。 

 

○高橋部会長 

 はい、わかりました。私の質問が間違えました。そういう認識でいいでしょうかという事を聞

きたかったのです。答えを出せと言うのも確かに無理でございますので。そういう認識で我々は

代替案について審議に入りましょう、という事はいいのでしょうかね。これは、私いいと思うの

ですがどうでしょう。しないという条件といいますかね。そういう考え方で最終的には、向こう

で決めるのですね。現況より状況悪くしないという前堤の中で代替案を審議してみたらどうでし

ょうかと。何かないと審議できませんので。どうですかね、その意見。じゃここで 15 分休憩取

りたいと思います。そのうちいい案が出ると思いますので。お願いします。 

 

＜ 休 憩  １４：２５～１４：４０ ＞ 
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○事務局（治水・利水検討室） 

それでは引き続き審議をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○高橋部会長 

はい、非常に大事な維持流量の審議をして頂いているわけでございますけれども、幹事の方か

ら説明ありましたように、法律は法律としてやむを得ないと思いますが、如何なものでしょう。

私の方では、私としては代替案の中で水の収支計算した中で、量的なものは深めていくと、今ま

だ水の収支のまだ代替案が出ていませんので、いくら欲しいのか、どうするのかというのが出て

きませんので、今日の審議の過程を踏まえて水の収支計算をした時に検討、更に深めて検討する、

という事でいかがでしょうか。じゃ、そういうことで進ませていただきます。それでは、次に先

般田宮委員さんから非常に貴重な新聞の切り抜きといいますか、頂いております。ありがとうご

ざいました。ぜひこれは皆さん参考にして読んで頂いて、また次回の環境の問題の時に皆さんか

らこれらを参考にして審議していただきたいなと、こんな様に思っておりますのでよろしくお願

いします。田宮さんどうもありがとうございました。次に植松委員より資料の請求がございまし

た県営水道について、それから丸山委員より請求がありました上水道事業の県からの支援策はど

の程度か資料-75 の治水、利水対策推進本部について一括して幹事より説明を求めます。事務局

お願いします。 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

 県営水道についてでございますが、前回ご説明申し上げ口答でご説明申し上げたものにつきま

して、資料-71ということで資料として堤出致します。以上です。 

 

○高橋部会長 

 はい、次に上水道事業の県からの支援策はどの程度かという事。 

 

○幹事（食品環境水道課） 

 はい、食品環境水道課の星野と申します。資料-75 をお願いします。表の治水、利水推進対策

体制につきましては午前中に政策秘書室の方からお話がありましたので省略したいと思います。

その裏面をお願いしたいと思います。丸山委員さんから現行の補助制度どうなっているかという

ご質問でございましたのでお答えしたいと思いますが、水源開発このダムの、ダム関連ですが、

補助金についてという資料でございます。まず、国庫補助事業という事でこれは厚生労働省の所

管でございますけれども1の資料でございます。左に補助区分というのがございます。まずは水

道水源等施設整備事業という事でございます。事業区分で水道事業、これは上水道という事で黒

沢部会の三郷村の上水道に関係すると思われますけれども、これにつきまして採択要件というの

がございます。で、資本単価 70 円以上の場合に補助率 1/3 と、それから資本単価 140 円以上に

ついては 1/2 ということでございます。資本単価につきましては下の注にごさいますけれども三

郷村さんなら三郷村上水道全体の減価償却費プラス支払利息、受水分とありますが三郷村さんの
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関係にはございません、を総有収水量で割った値段１m3 当たりいくらという事で算出して、さ

っきの要件に当てはまれば補助金が出るということです。で、対象施設は一番右の端にあります

けれども、ダムの負担金それからそれに関係する堰、水路あるいは淡水化、淡水化というのは内

陸ではあまり関係ありませんけれども海の水を淡水化する施設も補助対象になるということで、

若干訂正をお願いしたいんですが、これは水道事業者負担金と書いてありますが、水道事業者の

負担金と建設に要する費用、建設費も堰、水路等に係るものについては補助対象になるというこ

とです。同様に用水供給事業という事業があるわけですけれども、これは以前にご説明したかと

思いますが、水道事業に、上の水道事業に水を卸売りをする事業ということでございますが、こ

れについても資本単価50円以上1/3とかいう採択要件に合致すれば補助になるということです。

それから下の簡易水道施設整備費という事ですが、上水道事業より規模の小さい水道でございま

す。計画給水人口が 5000 人未満の水道事業ということですが、これは財政力指数、水道を経営

している市町村のですね財政力指数が補助率の高い、低いになりますけれども 0.3 を超えるよう

な町村の場合には1/4、0.3以下の場合には1/3ということでございます。で、対象施設につきま

しては井戸、集水埋きょ等でございます。ここに記載のとおりでございます。それから2として

県費の補助事業ということでございます。補助区分は名称でございますけれども水資源開発ダム

建設促進事業補助金という事で同様に水道事業と用水供給事業、簡易水道事業についてございま

す。これにつきましては採択要件というのは多目的ダムの事業実施に要する経費ということで、

これにつきましては一番右の欄にありますが、ダムに依存した水道事業者の負担金に対して補助

をするということで、補助率につきましては基本的には 20/100 以内でございますけれども、現

行はここに書いてありますように国庫補助率1/3 の場合には6/100 ということで、以下国庫補助

率が1/2の場合には9/100、こんな状況でございます。以上でございます。 

 

○高橋部会長 

 ありがとうございました。ご質問受けます。ご質問ごさいませんか。はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

 資料-71 の方なんですけど、これは前回務台委員さんが請求して口答で説明あったことなんで

すけど、この県営水道についてもう一度ちょっと私よく分からないんですけれども、上から4行

目に、これらは単独行政区域内に水源が無かったり、地理的条件等水道事業を広域的に運営した

方が効率的であることなどから、県営事業として開始してきたものである。しかし、水道法6条

にも規定があるとおり、水道事業は、本来は市町村事業として位置付けられているため、現在特

例的に行っている県営水道事業についても、将来の市町村移管を視野に入れて検討を行っている

ところである。こういった特例ということで何か所かあるんですけども、県でですね、例えば今

回黒沢の場合には三郷村の水源確保という事なんですけども。将来逆に市町村合併という事を考

えれば三郷村だけの問題だけでもなくて県でですね、こういった水源確保事業というものが出来

るか、出来ないのかそういったところを、可能性についていかがでしょうか。だからもう一度ち

ょっと教えて欲しいんですけれども。 
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○高橋部会長 

 お願いします。 

 

○幹事（食品環境水道課） 

 ここで言っている広域的という意味はですね、先程植松さんがおっしゃられていましたが、い

わゆる合併前の行政体が複数の場合に、水道事業が複数あると、それを一つの広域的な事業とし

て事業を行った方が効率的だということで、県営水道が発足したということで、あの合併になり

ますと行政体がひとつになりますので、その場合には広域的という解釈はないんでございます。

ちょっと答えになっているかどうかあれですけれども。 

 

○高橋部会長 

 私は思うのですが逆に町村合併関係無い、今三郷村の水が大変だよというのがこの特例に当て

はまるのじゃないでしょうかね。 

 

○植松特別委員 

今私も部会長と全く同じ事を、それを後から言おうと思ったんですが、今私達が一番困ってい

るのは利水の問題で、そのさっき説明があった補助金についてもですね、利水だけでは先程の読

む限りでは受けにくいわけですよ。こういった中で三郷村が利水の為のお金が無いということを

特例としてですね、こうした中で水道法第6条の中にもですね入れられるんじゃないかと、ここ

でも別に市町村の同意を得た場合に限り水道事業を経営する事が出来るものとするということで

書いてあるわけですから、いろんな細則は無くてですね、とにかくこういった時こそ県がですね

こういった水道事業を出してやれば三郷村さんも助かると思うんですけども、そういったところ

いかがでしょうか。 

 

○幹事（食品環境水道課） 

 下の枠に水道法が書いてございますけれども、あくまでも水道事業というのは市町村が経営す

るのが原則だと。県でやっているというのは過去にあった事例ですけども、これはあくまでも特

例だという扱い、原則は市町村が経営するものだという、これはずっと変わらない状況なんです。

で、県でそれを援助すればいいじゃないかという話につきましては、この原則を、原則がありま

すのでちょっとこの場ではなかなか答えにくいという状況でございます。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

はい、これも大変県らしい答弁で、原則ということで前例がないということですけれども、し

かし、こういった場合に、本当にダム造るのか、150 億円かけてやるのか、三郷村の為に補助す

るのかと、こういった所で新しいですね特例じゃないですけど考えていくことが、本来水道法の
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第6条だと私思うんですよ。本来の意味はですね。それをあくまでも原則だけで則ってやってし

まうといろんな市町村が、お金の無い市町村は、水道だけが本当は水だけが必要なんだけれども、

多目的ダムにしないといけないからいろんな理由をつけて多目的ダムとして国や県から補助金を

得るというそういう構図になっているわけですよ。ですからこのシステムを変えるようなことも、

私部会から提案していってもいいんじゃないかと、というのは今まで部会は決まったものだけの

中で議論するだけではなくて、こういったシステムがおかしいんじゃないかなとやっていくこと

もひとつの使命だと思うんですけど。 

 

○高橋部会長 

他にこれに付いてのご意見は。 

 

○幹事（食品環境水道課） 

 ちょっと誤解の無いようにお願いしたいのですけれども、植松委員さんのその水道法6条の関

係がですね、こういう三郷村さんのようなケースこそこの原則というか、この水道法の原則論と

いうのはあくまでも市町村が経営するというのが、原則なのです。ちょっとここでそういうふう

に読み取れると言ったのですけどその辺は誤解の無いようにしていただきたい。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

あくまでもそのとおりです。原則としては市町村が経営するものとするとあるんですけれども

ね、現実的には三郷村さんの場合には、自分の所だけでは利水対策が出来ないから、その多目的

ダムにしようと言う一つの理由もあるわけですよね。ですから水道課の法でもそうしたシステム

を変えていくようにやはり考えていく方向性も必要じゃないかと。私の意見です。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○大熊委員 

 この資料-71 の上の、現在県が給水事業している所が長野市とか上田市、更埴市とかあるわけ

ですけれども、この中で単独行政区域内で水源が得られなくて、他の市町村から貰っているとい

うのは事例としてあるんですか、この中に。 

 

○高橋部会長 

 これが事例なんですよ。 

 

○大熊委員 
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 全部単独行政区域内で水源がなくて広域的に貰っているやつが、全部これ当てはまるというこ

とですか。 

 

○幹事（食品環境水道課） 

 ええとですね、県営水道につきましては正確じゃないかも知れないですが、発足は昭和 39 年

でございます。で、長野市といってますが当時は篠ノ井市とかですね川中島町とか現在長野市と

合併した市町ですか、それから上田につきましては塩田地区という旧の名前が正確じゃないです

がその部分、塩田村かというようなことで現在は上田市とか長野市になってますが、その作った

当時は単独町村といいますかそれが集合したものでございます。そんな答えなんですけれども。 

 

○高橋部会長 

特例、長野県の水道法のじゃなくて長野県の特例としてこういうものがあるという事でいいわ

けですか。 

 

○幹事（食品環境水道課） 

 全国的にも大変珍しい事業です。で、あの下の松本、塩尻への水道用水供給事業という県でや

っているのも、そんなに数としてはない。ですんで、当時のいわゆる政治的な配慮と言いますか、

それで県営としてやっていた事業としてやっているという事でこざいます。 

 

○高橋部会長 

 はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。 

 

○藤原委員 

 今長野市だけ長野県だけが何か県営水道が珍しいという話なんですけれど、千葉県の方は県営

水道は 1/3 ぐらい県営水道でやってますよね。ですから、県営水道がそんなに長野県だけが珍し

いというのじゃないんじゃないですか。 

 

○幹事（食品環境水道課） 

 千葉県の場合もですね私、正確じゃないですが、下のいわゆる用水供給事業の、県営の卸売り

事業という｡ 

 

○藤原委員 

 それ以外に企業団営でやっているのと、それからいくつかの市町村が市町村営にやっているの

と、それと県営水道とあります。 

 

○幹事（食品環境水道課） 

 ですので水道、いろんな形態がありまして、市町村単独でやっている事業が原則なんですけど

も複数の市町村が集まって企業団を構成してですね、それ今言った事業団といいますか、そうい
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う形でやっているケースもあります。それから、県でやっている事業もあると、ただ私言いまし

たのは、前段に書いてあります長野市等に配っているのは、末端のいわゆる三郷村さんがやって

いるような事業をですね、全国的にやっているのはそんなにないと。 

 

○藤原委員 

全国的にそんなにないかどうかというのは調べて頂きたいと思いますね。千葉県は県営水道が

大体全体の 1/3 ぐらいで、それが結局千葉県は首都圏、利根川のいくつかのダムについての水利

権持ってます。それは千葉県が治水関係のお金を払って、そして水利権を獲得してますから、そ

れが県営水道の方へ来ているわけですね。 

 

○幹事（食品環境水道課） 

従いまして大規模に水源が必要だというようなケースとして、千葉県の県営水道みたいなのが

あるかと思います。前段の質問のやつにつきましては、資料を堤出したいと思います。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○二木特別委員 

この県営水道についてという資料ですが、これを読むと長野県の水道事業は現在はこういうよ

うにあるんですが、将来的には市町村移管をするという事で理解していいですか。 

 

○高橋部会長 

 どうぞ。 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

こちらに書いてあるとおりでございます。県の企業局の水道課からの聞き取りではそのような

検討を行っているということでした。 

 

○高橋部会長 

 それは移管しても設備はあるわけですからね。 

 

○二木特別委員 

あの利根川水系ですけども、行っているわけですよね。東京とか都市へ、そういう県的な大き

な水道事業はね、東京都にはなかなか水源がないという事で、あるいは千葉県がそうだと思いま

すが、そういう事と長野県の今三郷村に置かれている、この利水要するに地下水を県営でやって

頂けることは不可能であろうと、こういうように私は解釈するんですが、ま、県の企業局の報告

はそういう事で理解していいかということです。 
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○高橋部会長 

 まあ、あの聞き取り調査となっていますので、今日企業局は来ておりませんのでね、ちょっと

わかりませんけれども。はい、どうぞ。 

 

○務台特別委員 

 この資料によりますと長野市、上田市こういう所には結局市町村で行う上水道と、それから県

の企業局で行う水道と二つあるとこういう解釈ですね。そうすると水道料金はどうなっているか

とその辺をお聞きしたいと思います。 

 

○高橋部会長 

 はい、お願いします。 

 

○幹事（食品環境水道課） 

 水道料金につきましては各水道事業体ごとに決めておりますので、長野市でやっている上水道

の水道料金といわゆる県営水道とは料金が違います。上田も同様です。県営のが高いとか安いと

かそういう意味ですか。ちょっと今資料持ち合わせておりません。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○田宮特別委員 

 松本市と塩尻市については政治的な、という表現があったと思うんですがもう少し詳しく表現

をして頂いて意味をちょっと教えていただきませんか。 

 

○幹事（食品環境水道課） 

 あ、政治的という私表現しましたか、失礼しました。えーと松本、塩尻といいますか、政治的

といういい方はいけないんですけれども、その地元の折衝との中でということでございます。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○田宮特別委員 

 いわゆる、それを政治的にというふうにいうんだと思うんですけれども。ということは、これ

どう理解したらいいのかということになるんですね。地元からの要望というか、そういう事との

関係となって来ると、随分三郷も今論議されている問題についても、要望していくという状況と

いうのは当然あっていいはずだし、当然それを受け止めていっていいはずだというふうに私は理

解しますけど。 
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○高橋部会長 

 これはあれですか。松本市から塩尻市へと言う意味でいいのですか。どういうのでもいいので

しょうか。 

 

○幹事（食品環境水道課） 

 松本市の上水道と塩尻の上水道に水を卸売りしているということです。 

 

○高橋部会長 

県がということですか。 

 

○幹事（食品環境水道課） 

 そうです。それから、さっきすみません、県営水道と長野市との水道料金の差という事でちょ

っと資料ありましたので、これちょっと古い資料で申し訳ないんですが平成 13 年 3 月現在とい

う事で、昨年の年度末の話で恐縮ですけども、家庭用でですね10m3当たりですけれども換算で

すが県営水道が1250円、長野市が1228円、上田市が1113円ということになっております。 

 

○高橋部会長 

 いいでしょうか、はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

その、今具体的に将来市町村移管を視野に入れて検討を行っているところであるということで

すが、具体的に今どういう作業でどういう検討を行っているのかということが一つと、市町村に

移管した場合には、維持管理費だとかそういったものは市町村が負担する事になるということで

いいわけですか。その二つまず、お聞きしたいんですが。 

 

○高橋部会長 

事務局お願いします。 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

 そのことにつきましては、企業局の水道課へ聞いて参ります。  

 

○植松特別委員 

是非、じゃ聞いたところをこういった文字として是非頂ければと思いますので、このまま移管

されれば各自治体の方の維持管理費の負担になると思いますので。あとですね、もう一つさっき

の補助金についてなんですけれども、もしですね三郷村で水源を地下水に求めたとした場合です

ね、そういった場合に県や国の補助金が対象事業となるのかならないのか、ポンプアップ施設ま

で含めてその点についてちょっと見解を、こういった補助金の法的なものがどうなるのかお聞き

したいんですけど。 
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○高橋部会長 

 どうぞ。 

 

○幹事（食品環境水道課） 

 あの、地下水を汲み上げていく過程の話でいいですか。現行はですね、補助制度はございませ

ん。以上です。 

 

○高橋部会長 

 ですから私今朝ほど言ったように、これは見て頂く様にダムなのです。ダムを造ったときにこ

ういう補助対象になるのですよ、ということですよ。その辺をよく見てくださいよ。下の県もそ

うですよ。多目的ダム事業施設実施に要する経費と、ですから三郷でポンプアップしても一銭も

出ませんよ、という事です。わかりましたですか。水道法第6条で市町村でやりなさいと言って

いるわけですから。あの、私言っていいですかね。企画へちょっと要望したいと思います。県営

水道の話でございますけれども、少なくても今回の生活貯水池ダムというのはご存知のように皆

さんが考えているようなダムじゃないはずです。従ってこの県営水道というのは先程来、出てお

りますけれども、水源のない地形的条件、水道事業の公益的運用という意味から当然脱ダムには

その特例が適用されるべきでないと私は思うのですよ、逆に、それが特例なのですよ。片やダム

はだめですよ、それは知りませんよ、そんな話は私はあり得ないと思っているんですよ。ですか

ら、これは政策として掲げて欲しいと言うことを昨日、何回も訴えたわけですけれども同じ答弁

だと。従ってこういう特例があるなら当然この特例を活用するべきであると、是非その辺を慎重

に検討して頂きたい。そして、できたら、この部会に何らかの方針を出して欲しい、適用させて

頂けるのか、頂けないのか、そうでないと我々は代替案は作れません、はっきり言って。それだ

けをお願いをしておきます。 

 次、進んでいいですか。ええと、次に二木委員より資料の請求ありました黒沢ダム事業におけ

る改変の面積について幹事よりお願い致します。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

 はい、それでは資料-72、Ａ4横の色のついている絵をご覧頂きたいと思います。まず、欄外に

書いてございます改変面積については、現時点での計画の概略の数値であるということをご認識

頂きたいと思います。まず改変を3つに分けております。ダム本体図上ではオレンジの色が塗っ

てあるかと思いますが、ダム本体の部分。どれくらいの面積になるかという事を図上で計測致し

ました。約 1.6ha という事になっております。続いて湛水域、青い部分ですけれども 4.1ha、付

替え道路これが緑でなってますけれども、これは1.3haという事を計測致しました。あと、仮設

備という事で砕石とかプラントの置き場とかクレーンとか工事用の搬入路だとか、そういう工事

の時に使われると思われる仮設備等について黄色く示してございます。これが図上では 0.25ha

ということで、合計しますと 7.25ha ということになっております。緑の取り付け道路、付替え

道路途中オレンジになっております所で、切れてますけれども、これは切れているわけではなく
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てオレンジの方で判読したという事でございます。ダブっているという事でございます。で、現

在の砂防ダムの貯水池、湛水域が大体図上で0.8haというふうに計測されますので、これは水が

水のままなんで改変面積としては7.25から0.8を引きまして6.45haが今の現時点での改変面積

というふうに計測されるということでございます。以上です。 

 

○高橋部会長 

 はい、ありがとうございました。ご質問ございますか。はい、どうぞ。 

 

○二木特別委員 

下流の付替え道路については現在の道路を使うわけですよね。 

 

○高橋部会長 

どうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

下流といいますか、不動尊より下は現道を中心に退避所的に拡幅等あると思います。 

 

○二木特別委員 

あの、この図面で見ますと黒沢お不動様のこれは上だと思うんですがね、山手の方、これにつ

いてはやはり現道を使わないわけですか。 

 

○高橋部会長 

どうぞ。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

図面をよく見ますと現道が黒い線でみえるかと思いますけども、これについては現道を使えな

いという事で大きくユーターンというか、迂回しているという絵になっています。 

あの白く線がなっているのは現道と思っていただければいいかと。 

 

○高橋部会長 

はい、どうぞ。 

 

○二木特別委員 

まあね、あくまでもこれは大きな大型の 11 ﾄﾝ車あたりを入れるその構図だと思いますけれど

も、まあそれも結構ですが現道をね、現道をある程度利用して頂くとこの伐採の面積も多少、だ

いぶ減ってくるんじゃないかと思いますが、そこらんとこも今後ね、検討して頂いて又教えて頂

きたいとこういうように思います。 
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○高橋部会長 

はい、どうぞ。 

 

○田宮特別委員 

二木委員さんと関連するんですが、骨材の運搬道路というのはどこの位置になるんでしょうか。

どこから入ってどう通ってここの現場に到達するのか、そこの改変というのはどれくらいの規模

になるのかここではどういうふうに見たらいいのかちょっと教えてください。 

 

○高橋部会長 

 お願いします。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

資材の運搬路としては骨材だけではないのですけれども、この黄色く細長いのがありますです

ね、ちょうどオレンジのとこにぽとんと当たるとこです。お分かりになりますか。 

 

○田宮特別委員 

それは現行の道路で対応するんですか。私が豊科建設事務所で聞いたお話では約 2.5 分間に１

台の割合でダンプが出入りするというふうに聞いているわけですね。2.5 分間に 1 台の割合でダ

ンプが出入りする。この出入りをするのは、いきなりここにヘリコプターで運ぶんですか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

分かりました｡現道を使う予定でおりました。 

 

○田宮特別委員 

じゃあ拡幅はされずに、現道はさわらずに使うという感じなんですか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

狭い所を広げるなり、その何というんですか、よけ違いをするなりというような形で広げて一

部やろうとは考えておりました。 

 

○田宮特別委員 

 じゃあそれは、改変の広さは出ないんですか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

 すみません。ここはダムの周辺だけで、ちょっと資料を作りましたので、そこまで実は絵には

してございません。 

 

○田宮特別委員 
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いや、ダム周辺といってもそこまで入れた周辺なんですよ｡我々考えるのは。 

 

○高橋部会長 

はい、どうぞ。 

 

○藤原委員 

 このあの付替道路の1.3haっていうのの計算はどういう計算したんですか。距離に幅員ですか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

これは概略設計の中で図上でプラニメーターを回して計算をしてあります。 

 

○藤原委員 

 というのは、お聞きしたいのは距離に幅員をかけて1.3haになったということですか。その図

上でというと。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

そうではありません。そうではなくてちょっとうっすらと道路の線が見えるかと思いますが、

一応今の段階で法がこのくらいきれるという。 

 

○藤原委員 

法面を含めて1.3haですか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

はい、そうです。 

 

○藤原委員 

分かりました。 

 

○高橋部会長 

よろしいですか。はい、どうぞ。 

 

○田宮特別委員 

それでは、ちょっとこの図面には不備があるんですね。私がお聞きしたこととの関係でいえば。

そうなると、やはりもう少しその辺のところを詳しく、それから広さとしてはどの範囲になるの

かを出していただきたい。資料として出していただきたい。それから、この運搬の道路はまだど

こを通ってどうというふうな計画は今のところないですね。それはね、はい。 

 

○高橋部会長 
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はい、どうぞ。 

 

○二木特別委員 

あの私の質問がちょっと道路まで含めなかった質問ですが、これ入っちゃったですがね。要す

るにダム計画されております現在の上流というか上が要するに藤原先生もおっしゃったように立

派な何て言うんですか造林が出来ているとようなことだし、また先ほど自然保護のトンボのお話

が出ましたが、そういう面から言ってそれを保護するにはやっぱり上の方の現在の今黒沢山林で

持ってます森林というものはどのくらい被害を受けるかっていうことを知りたかったものですか

ら、現道の道路の左右の森林をどのくらい伐採するかっていうことじゃなくて、要するにダム本

体の造った場合のその森林伐採、黒沢山林が含みますけれども、その面積を知りたかったわけで

すけれども、まあこれ書いてありますので結構ですけれども、そういう考えでお尋ねをしたわけ

ですので、ちょっと現道にしろあるいは、なんと言うんですか付替え道路のことについてはちょ

っともうちょっとまた後でご質問したいと思いますがよろしくお願いします。 

 

○高橋部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○久保田特別委員 

本当に細かい話になってすいませんけれども、例えば新しいダムを造った時は付替道路といっ

て1.3ha入っているんですけれども、現在の砂防ダムがあって、そのやっぱり林道があるわけで

すけれども、湛水面積の中に入っちゃっていますよね。だから、この湛水面積の中へ入っている

今の林道分はやっぱり現砂防ダムの道分ということで出してもらわなければ正確な数字にならな

いですよね。ぜひお願い致します。 

 

○高橋部会長 

 どういうことですか。砂防ダムの面積も入っちゃっているよということですか。それから差し

引けということでしょうか。 

 

○久保田特別委員 

道路のことまで言うんなら、今の既設の砂防ダムでも今林道あるわけですよね。それはもう新

しいダムの湛水の中に入っちゃっているからって単純にやってますけども、今の林道だって砂防

ダムと一緒に林が生えていない所ですよと。だからそれはちゃんと計算に入れてくださいと。そ

ういうことですけれども。いいですよね、それはね。理屈はそういうことですよね。 

 

○高橋部会長 

 よろしいですか。それでは、次に進めさせていただきますけれども、宮澤委員から資料請求あ

りました黒沢川流域周辺の地質について幹事より説明を求めます。 

 



 

 75 

○幹事（豊科建設事務所） 

はい、では資料-73、A３のカラーの紙一枚ですけれども、ご覧頂きたいと思います。まずこの

絵でございますけれども、長野県地質図という本から一部拡大してコピーして参りました。図の

左側黒沢山辺りの所に青い丸が一つ。二つありますねこれ、すみません。図面の左側の丸で、右

側の丸はちょっとこれ消してもらいたいと思いますけれども。何故か付いてしまったんですが。

左側の丸が現在計画しておりましたダムサイトの位置ということでございます。左側のダムサイ

トのちょうど左側にある地質がどんなものかというと、左側の半面を見て頂きまして、赤い枠で

囲ってあるうちの右側の部分、古生層 Ps とチャートとありますけれども Ch これに値します。

それからこの青丸のちょうど右側ちょうど分解点になっている右側が更新世、左側の更新世の

Du2ということで上部洪積層になります。それから、あとずうっと右側にいきますと、白っぽく

なります。これは沖積層ということです。新河床礫、AI2 ですか、ということになります。これ

が、地質図に書かれております。周辺の地質についてご説明が左側にコメントがございます。黒

沢川流域周辺は、美濃帯の中古生層を基盤岩とし、第四紀が被覆する地質構造となっている。第

四紀層が被覆する地質構造です。美濃帯の中古生層は、粘板岩・チャート・砂岩よりなる硬質な

岩石でございます。黒沢川上流部において山地を形成している。ということで、黒沢山の方は美

濃帯の中古生層になっています。第四紀層は、これ新しいものですけれども、扇状地堆積物・現

河床堆積物を主体とした未固結層、固まっていない層で黒沢川の中～下流部において広い緩斜面

を形成している。ということでございます。第四紀の層厚は、山地部東端の付近、黒沢川河床部、

これは今のダムサイトの辺りと考えて頂いていいと思いますが、計画していたダムサイトの辺り

では５ｍ位でありますが、下流に行くに従ってどんどんその厚さが増していくと考えられており

ます。図面は以上でございます。 

 

○高橋部会長 

 何かご質問ございますか。 

 

○宮澤（孝）特別委員 

③の地質、説明がございますが、これ未固結層というのは、いわゆる我々素人には破砕帯とい

うような感じを受けるんですが、そういう解釈でよろしいんでしょうか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

未固結層っていうのは、普通土が溜まっていって上からどんどん押されてくると固まってきま

すよね、その固まって岩になって以来まだ新しいもの、上の方にあるものという認識でいいかと

思います。破砕したっていうよりも溜まった年代が新しいのでまだ応力がそれほどかかっていな

いので、固結していないと、こういうことでございます。 

 

○高橋部会長 

よろしいですか。 
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○宮澤（孝）特別委員 

関連いたしますが、ここに更新世、上部洪積層というのがありますね、これが山際から平らな

部分にかけてかなりの面積があるんですけれども、この段丘堆積物であるとか、扇状地それに沿

うということになりますと、この薄い黄色の部分では、水の浸透性がかなりあるとこういう解釈

でもいいでしょうか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

はい、今の黒沢川の情況を見ていただければそうだと思うんですが、透水は高いという解釈さ

れていいと思います。 

 

○高橋部会長 

 いいですか。そのほか。はい、どうぞ。 

 

○宮下特別委員 

前回の資料の中で断層については一次調査で終了という形になっておりますけれども、今この

資料の説明とですね、私が公開条例で求めた資料の中の平成3年の時の資料の中に、今おっしゃ

った洪積層が粘板岩と砂岩とチャートに分かれているという地質になっているんですけれども、

その中で、これは平成 3 年の時の資料-11 ページに出ていますけれども、基盤岩の断層は滝ノ沢

沿いに東北東と西南西に伸び西側（本川上流側）に 70 度傾斜するものとこれに交差する東北－

南西に伸び西側に 70 度傾斜するものと本川と滝ノ沢間の山地に見られた北北東－南南西の走行

を有し 40 度西側の傾斜を示すものの 3 条の確認された、と。大規模なものは認められなかった

ということなんですけれども、ここに前者の 2 条のものによってこの地域の地質は三分される、

ということになっております。また、同じ資料-31 ページの中に、河床の両孔で共に湧水が観測

され、B－1孔が湧水圧0.1kg/cm2・湧水量30㍑/min、Ｂ－５孔が0.8kg/cm2・150㍑/minであ

り、いずれもチャートと粘板岩の境界付近で発生している。と、砂防ダムの基礎はわずかな区間

でコンソリデーショングラウチングを実施した程度であり、この湧水は貯水池水が基盤岩の境界

を浸透し発生したものと推定される。この湧水はダムの安全性に関わる事柄であり、今後の慎重

な調査を必要とする。というふうに書かれて、報告書が出来ております。それから、これは平成

11年度の報告書の6-1ページに左右岸地下水位の確認ということで、カーティングラウチングの

ダム部における範囲はサーチャージ水位と地下水位が交わる位置としているものの、地下水を測

定している孔間隔が離れて（右岸で70ｍ・左岸で110ｍ）おり、地下水上昇の傾向は把握できる

ものの、グラウンチング範囲を決定するには調査が不足していると思われる。このため、左右岸

における地下水の確認調査を追加する必要がある。という報告書が出ておりますし、この平成11

年のときの付属資料の中に表の1-2 の中で、近年第四紀断層の調査手法が急激に変化しており、

調査指針が出た時点で見直す必要があるという報告が報告書の中に書かれておりますけれども、

この辺は、これからダム建設する場合は当然調査が必要になってくるかと思いますけれども、現

段階で妥当だというふうに決めたいきさつはどうなっているのか。それから新しい断層、第四紀

断層についての指針が出るということで見直しが必要だということに対してはどのようなことを
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考えておられますでしょうか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

ちょっとほかの委員の皆さんがその資料をお持ちでないので、その資料も含めて後日ご回答さ

せていただきたいと思いますけれども、一つだけ、断層があるということは、まあ日本中どこに

でもあるんですが、私どもでも調査のほうでも確認はしております。今、ダムの計画で問題とな

っておりますのは、新しい断層、第四紀断層というものが問題になっておりますので、断層イコ

ール危険で駄目ねということではないことだけご認識いただきたいと思います。ただ、資料のペ

ージを一杯おっしゃっていただいたんで、この次そのページを用意してどう考えているかをご説

明したいと思います。 

 

○宮下特別委員 

そのついでに第四紀断層の新しい指針による見直しが必要ですという項目に対しての考え方も

一緒にお願いしたいと思います。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

分かりました。 

 

○高橋部会長 

 先般、宮下委員から藤原委員さんについて意見を聞きたいということで要望を事務局からして

頂いたわけでございますが、ごめんなさい松島委員さん。先生も昨日私もお会いしてお願いした

んですけれども、まず一点は詳細な資料を頂いてないということで、昨日建設事務所長さんがお

持ちしたんですけれども、少し資料にもう少し細かい資料も欲しいということで、所長さん送っ

て頂いたと思いますけれども、それが一点。それから今日お願いしようと思いましたけれども、

予定が入っているということで皆さんにお約束した期日に来れませんでしたけれども、その辺ご

理解をいただきたいと思います。それでは、これで次に皆さんから前回いろいろのご堤案をいた

だきましたので、それを資料-74 に事務局に取りまとめさせましたので、事務局から説明をお願

い致します。 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

 はい、それでは資料-74をお願いいたします。3枚の紙になっております。1枚目が大枠で囲っ

たもの、2枚目3枚目がいろいろな案を地図上で示したものでございます。15名の委員さんから

出てきた案を取りまとめということで大変苦慮しました。というかどういうふうにまとめたらよ

いのかということで、皆様のご納得いくようなまとめ方になっているかどうかは分かりません。

とりあえず、３つに分けて案というのをこしらえました。表の一番上の所に基本的な条件という

ことで部会において決定されたこと、それから各委員さんの意見書の中から共通しておるんじゃ

なかろうかというような所を共通という所で表示してございます。案については大きく３つと、

それから申し訳ないんですけれど、その他ということで１つ案、案というかございます。そんな
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まとめ方で大変申し訳ないんですけれども、とりあえずまとめてあります。上のＡ案ですけれど

も、これは従前からあるダム案ということでござます。それからＢ案というのは基本的には多目

的ダムによりますけれども、可能な限りダムを小さくしてやっていこうじゃないかという案でご

ざいます。Ｃ案というのは遊水地や河川改修によって洪水調節を行い、また利水についてはいろ

んな各種施設により利水の容量を確保していくというような案でとりまとめてございます。Ａ

案・Ｂ案・Ｃ案ともそこに治水と利水に分けてどんなものでなから対応していくんだというもの

を意見書の中からピックアップ致しました。Ａ案でございますれば、治水については多目的ダム

と現在進めている河川改修が治水でございます。それから、利水については現在計画されている

多目的ダム、それからダム建設に伴って、平成3年度の計画のときに南小倉の方々と農業用水の

転用についての協議がなされておると思いますので、従前からの許可されている農業用水の水量

よりも小さく、少なくしようじゃないかということでなからの合意が出来ておるということがご

ざいますので、それは農業用水の転用に当たりますので、そういうものも書いてあります。それ

から、この地下水って書いてございますのは、日量 9600 ﾄﾝの三郷村の上水道の需給量をカバー

していくには、地下水も現況もありますし、今のダム計画の中でも 9600 ﾄﾝにする一部は新規で

地下水に頼る部分もあるということでございますので、そういうような表にしてございます。Ｂ

案に関してですけれども、治水については出来るだけダムを小さくしようということで遊水地と

いうものが入ってきてございます。それから利水についてもＡ案にプラスして利水の方でため

池・河道外で貯留する施設ということでため池というものがプラスされてきています。それで、

Ｃ案ですけれどもこれは治水に関しては多目的ダムというのが無くなりまして、遊水地と河川改

修でいかがかということです。それから利水につきましては、溜め池、それから砂防えん堤、地

下水この辺が入ってきております。あとその次の欄の分担量というのですけれども、ここにはダ

ムとか地下水とかいろいろ書いてありますけれども、要はどのくらいの量をどんな施設でカバー

していくんだというようなことを書けるような欄を作ってあるということでございます。それか

らその次課題と書いてございますが、これはご意見書の中からいろんな案に対していろいろな課

題を書いてきていただいてありましたので、ここに載せてございます。それから、これらの案を

議論していく上での検討事項ということで一番右にまとめましたけれども、皆さんの意見書の中

からこういうようなことはどうだろうかということで出てきておるものをまとめさせて頂きまし

た。なるべく意見書の中にあるものを全部網羅したつもりでございます。が、落ち度がございま

したら又、取りまとめの方修正を加えていきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思いま

す。で、2枚目3枚目でございますけれども1枚目にまとめられたようなものを図面に示してお

ります。1 枚目の方は上流の方でございますね。現在の砂防ダムが砂防えん堤がありまして多目

的ダムの建設予定というような付近・合流点、南黒沢合流点までということですね。緑色の字が

ですね、主に利水に関する堤案でございます。それから、黒が治水に関する堤案という、そうい

う字の色分けで書いてございます。それから2枚目が下流部分でございます。このような場所に

このような施設というのが、皆様方から出ていたものということでとりまとめました。以上でご

ざいます。 

 

○高橋部会長 
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 はい。ありがとうございました。まとめ方についてご意見をいただきたいと思いますが、落ち

があるとかというようなものございましたら。はいどうぞ。 

 

○植松特別委員 

私のちょっと意見の中の一つ落ちなんですけれども、カバー率 100％ということで条件の一番

上にあるんですけれども、私はカバー率 100％を社会的条件・財政的条件等を考えて引き下げる

ということも一応入れておいたんですけれども、それがここではほかの方がすべてこのカバー率

100％でいますので、まあ提案を出した方ですけれども、その私自身の 100％を引き下げるとい

うものももしその他の所でもいいですし、どこか条件にでもですね、そうすると案で、私の提案

ですので入れておいていただければと思います。検討事項の所でも構いませんし。 

 

○高橋部会長 

はい、どうぞ。 

 

○田宮特別委員 

今、植松さんのおっしゃったカバー率の問題ですけれども、このカバー率についてはここでも

言って大熊先生のお話を聞いた上で流域部会として、妥当であるというふうにこう判断をしまし

たので、その判断を私は尊重はしたわけです。そのときに私の方から大熊先生の方に1/30それか

そういう妥当でカバー率も妥当であるだろうという判断とダム建設との問題はいかがなものでし

ょうかというふうにお聞きしたら、まあダム建設の問題とカバー率の問題とは安全度の問題とは

別の問題であるというお返事がありましたし、ただ個人的な意見を、そのことを尊重してはいま

す。しかし、個人的な意見といえば今植松委員と同じようにやはりこの100カバー率を100引き

伸ばしたという、この辺は 1 級河川あるいは中小河川については 50～、50 でもいいと、さらに

60～70、70～80 ですか。というふうな引き伸ばしこれ選択も問題であるというような考え方、

そういうことも含めてやはり100引き伸ばすということについては、今植松委員おっしゃったよ

うに私も考えてはいるわけです。そういう意見です。 

 

○高橋部会長 

 そのほかございますか。はい、どうぞ。 

 

○久保田特別委員 

今の話蒸し返しちゃうとですね、じゃあ私なんかが出した1/30じゃなくて1/50でやると、そ

ういうのもここに書かなきゃいけなくなっちゃって、前へ進まなくなっちゃうんですけれどね。

と、私は思いますけども。 

 

○高橋部会長 

 検討事項として当然今の万水の広域排水事業の中で出てくると思うのですけれども、昨日も委

員会でもちょっと話しているのですが、余裕高の取り方とか、いろいろそのあまりカバー率カバ
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ー率とこうなっているのだけれども、いっぱいそのカバー逆に言えばカバーできる問題もたくさ

ん要因としてはあるわけです。ここで数字をいろいろ私はやってみても、その影響が果たして何

処へどれだけのものにして出てくるだろうかというものではないような気がするんです。大熊先

生の意見もお聞きしますけれども。非常に先生がよく言っている判断という項目が入ってきます

ので、どこでその判断が正しいとか違いとかいうことではなくて、その辺で逆に私はこの前ちょ

っと絵を描いて頂いていたんですが、10cmというようなオーダーなんですよ。それが、80でど

うだという数値、はね返っても少ないような気がするんですが、その辺大熊先生どうなんでしょ

うか。 

 

○大熊委員 

 なかなか難しい問題であると思います。一番最初にここの議論の時に、雨の引き伸ばしの仕方

が一つ。Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型ってあったと思うんですけれども、これはⅡ型ないしⅢ型でこれが決

まってると思うんですけれども。ほかの川でも多くⅠ型だけでやっている事例もたくさんあるわ

けで、Ⅰ型だけで取るともうちょっと小さくなったりするという所もあります。まあその辺でⅡ

型Ⅲ型という考え方は平成 11 年から出てきているわけで、それまでのものはそうでないという

ことで、Ⅰ型でいくという考え方も私はあるだろうと思っておりました。ただまあ 1/30 でこの

215m3/s 位というものが一つの安全度の在り方として採用しても充分あり得る数字であろうと

いうふうには考えております。ですから、絶対これがだめだということでもないと、そういうふ

うに思っております。それで、ほかにも実は流下能力を計算しているこの計算のものも数字をど

うとるかでいくらでも変わってくるんです。というのは粗度係数という我々言っているものがあ

るんですけれども、これは全区間 0.03 という、ｎという数字を使います。ｎ＝0.03 というｎで

書きますけれども、粗度係数というもので、いわば流れにくさですね、そういうものの値がここ

では0.03をとっておりまして、これが0.029だったらどうかっていうと、またそれだけで変わっ

てくるということです。0.029 が絶対だめかというとそれもまたあり得るだろうと思いますし、

今まで多分県の皆さんはこの 0.03 を使っていろいろやって来られているから、0.03 という数字

を使っていられるんだと思います。まあそういうことで数字の取り方をこの0.03でなきゃ絶対い

けないかってというと、そうでもない。0.031もあり得るだろうし、0.029もあり得る。というよ

うなことで、やはりこの計算された結果というものはある幅が出てくるんだろうと思うんですね。

今おっしゃったように、この15m3/sとか20、ダムが無い場合は15m3/s増えたりあるいは20m3/s

あるいは 25m3/s ですか、増えるというかそれだけ治水上では増えてくるわけですけれども、そ

の25m3/s流すためにあと何センチ水位が必要かっていうと、これ後で計算してみますけれども、

まあ0.03っていう粗度係数を使ったとしても、まあおっしゃっているように10cmあるかないか

というようなところです。10cm の問題をどうクリアしていくのか、余裕高、堤防をその分だけ

高くするだとか、いろんな方法があるだろうと思いますけれども。というようなことで、この数

字215m3/sという基本高水をどうしても下げるのか、まあこれでいってほかの方法を考えるのか

といったようなところはやはり選択の問題であるだろうというふうに考えております。 

 

○高橋部会長 
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 そういうことで当初私これの問題については、皆さんに確認を何回かしてきた経緯がございま

す。従ってあまりそういう判断の入るものの数字をかまっても、言葉は悪いかもしれませんが、

大勢に影響はないだろうと、私は思っております。非常に今も粗度係数の話も出ておりますし、

そういう物の本によってすべてやっておりますので、それが即、量として果たしてくるかという

のは非常に誰も断言できるものではありませんのでね。実際、その代替案を皆さんで検討する中

でもう少しという話はどうかもしれませんけれども、ここで今数字をかまったからそれじゃ何も

しなくてもいいですかという話じゃないもんですから、その辺でご理解を頂いて、実際代替案が

出来てきた時点で、しからばっていうもう一度本当に大丈夫か、というものがあってもいいじゃ

ないでしょうかと私は思っていますけれどね。どうでしょうか。はい、どうぞ。 

 

○宮下特別委員 

確かにそうだと思いますので、出来たら今黒沢川それから広域排水、万水川の改修が行われて

既に 70％とか言われているんですけれども、それが 30 年 40 年経過しているわけですよね、で

すから今までの洪水とか災害の事例に合わせてどのような改修が行われて、それが基本高水に対

してどんなような条件が満たされているのかというようなことを、これ河川の状況によって違う

と思いますので、これからの代替案の検討する段階の資料とするような形のものが何か用意して

おいて頂ければいいかなあと思うんですけれども。 

 

○高橋部会長 

万水川ですか。 

 

○宮下特別委員 

あの黒沢川とか万水川それから広域排水等整備されていますよね。ダムが無い状態で30年40

年経っているんですけれども、その間に洪水とかいろんな災害ありましたよね。それによってそ

この箇所は改修されているわけですよね。それが、どういうような、基本高水に対してどういう

状態になっているのかというような、その地点地点でもっていろんな資料を出しておいて頂けれ

ば、河川改修の方法なんかも代替案を作るのに参考になります｡ 

 

○高橋部会長 

 ちょっと待って下さい。それは、改修されたものについての洪水のそれは調査はしておりませ

んよね。当然流れるように造っているはずですから、災害が出るはずは無いのですが。 

 

○宮下特別委員 

災害が出るわけないんで、災害が出た時に改修やなんかやっているんでしょ。改修されない現

状の時。 

 

○高橋部会長 

 そういうものありますか。未改修の時点での災害の時に流量が把握できるような調査はしてあ
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りますか。 

 

○宮下特別委員 

流量が把握でき出来なくてもですね、どういう災害が起こった時に、そこはどういう改修をし

たかというような事例をそれぞれの地点で出しておいていただけば、未改修の部分だとか基本高

水に沿った形での検討の材料になるんじゃないかなあと思うんですけれども。 

 

○高橋部会長 

 それはあれでしょ。やってないと思うのだけど、いわゆる応急復旧っていう形だと思うのです

が。どうですか。ちょっとよく分からないのですよ。質問の内容がよく分からないです。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

すみません、もう一度質問をお願いできますか。 

 

○高橋部会長 

分からないのですよ。質問が。 

 

○宮下特別委員 

既に万水川から始まって黒沢の改修が 40 年ほど前から始まっているわけですよね。その時に

災害が起こった所は、当然何か改修やっていると思うんですよね。そうした場合にどういうよう

な改修をやったのか、どういう災害でもってどのような改修をしたのかという事例をその発生し

た場所ごとにどういうことをやったかということを事例として出して頂ければ、それが基本高水

に沿った改修になっているのかどうかというようなことも検討出来るんではないかなあと思うん

ですけれども。 

 

○高橋部会長 

 それ量把握出来ますか。その災害の所でオーダーとしての量を把握できますか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

ちょっと流量の把握は困難だと思います。それで、一般的に災害復旧、改修は例えば万水川な

ら 30 年前から全区間改修セットされてまして、その間に例えばどこか護岸の決壊があった場合

に、基本的には災害復旧というのはとりあえず改修がくる前の間は原形復旧ってことで、護岸が

壊れたって護岸を又直すというのを基本にやっていて、災害によって大きな拡幅する改修は、も

う改修がセットされていましたので、行っておらないと思います。要するに原形の復旧の災害復

旧までだと。 

 

○宮下特別委員 

までですか。それはちょっと、じゃあちょっと無理ですね。分かりました。 
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○高橋部会長 

 災害復旧というものはそういうものなのですよ。原形に復すだけしかやりませんのでね、ちょ

っと私はそれは無理じゃないかと思います。元へ戻すという復旧ですから。 

 

○宮下特別委員 

 それだけですか。 

 

○高橋部会長 

ええ、それが災害復旧っていいますから。 

 

○宮下特別委員 

そういう災害復旧をやった後、改修っていうようなことはやってないのですか。やったような

場所はありますか。 

 

○高橋部会長 

 はい。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

基本的には改修計画がセットされていれば、災害復旧でやると二重投資になりますので、そこ

はなるべく改修を早く進めるとかって話になるんでしょうけれども、災害復旧はとらないといい

ますか、というような形になるかと思うんですけれども。ただ復旧事業では復旧できないんで県

の単独費で直しておくとか、そういうことになるかとは思いますけれども。 

 

○宮下特別委員 

そういうような事例は何かありますか。この水系において。 

 

○高橋部会長 

 あのあれなんでしょ。直す場合には今の計画で直しちゃうからっていうことですね。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

用地の手当てが出来ていれば、今の計画で拡幅して直してしまいます。改修の中でですね。そ

れも出来ない、用地とか無い場合は応急的に現状の復旧を何らかの予算でやるということになる

のが普通だということです。 

 

○宮下特別委員 

そういう用地買収とかそういうものが出来ていて改修やったっていうような事例は何かありま

すか。 
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○幹事（豊科建設事務所） 

いずれにしても用地買収のその規定どおりの断面の所に住んでいれば、その断面ではやること

になります。ちょっと事例は確認しないと何とも言えないですけれども。 

 

○宮下特別委員 

ああそうですか。はい、分かりました。じゃ、それなら結構です。 

 

○高橋部会長 

 やるとしても今の計画の断面で造るものですから、検証が出来ないのですよ。水を。今度直す

時には既に今の計画というもので造るものですから。 

 

○宮下特別委員 

分かりました。はい。 

 

○高橋部会長 

 それでは、今まとめについては、これが絶対ということではございませんので、本来これでず

っとこれに検討に入っていけばいいのですけれども、今朝程来出ておりますように、県の方針が

はっきりもしないということと、先ほども特例の話も私出しましたけれども、県会の先生もおり

ますので、それが私は特例だと思っております。本来こういうものがこういう所に活用されるべ

き・はずじゃないかなと思っておりますので、県会の先生も是非先ほどの特例、水道の県営水道

の特例、これ絶対だめですと言わずに一つ現実に合った特例ですので、非常に三郷のために作っ

てくれたような特例じゃないですか。私は、そう思いますよ。はいどうぞ。 

 

○大熊委員 

 前回いなくて申し訳ないんですけど、この資料60-2 というので基本高水流量 215m3/s まで流

した場合にこれだけ嵩上げが必要だとか、あるいは引堤の場合にはこういうふうに引堤しなきゃ

ならないというのが出てますけれども、これの金額は出ているんですか。 

 

○高橋部会長 

 まだ出ていないのですよ。 

 

○大熊委員 

まだ出ていないんですか。分かりました。 

 

○高橋部会長 

 私ね、作っていただいたのですが、駄目だ駄目だと言っているので、本当に駄目なのかちょっ

と書いてみて下さいって言って、代表断面で言ってますし、それから未改修の所もたくさんある
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ものですから、オーダーとして、こんな程度かとくらい分かればいいってことで、代表断面でや

っていますんで、もしそれが決まればシビアにやって頂いて、でもそれ見て頂いてもそう、どう

でしょう。 

 

○大熊委員 

 自分で計算してみましょう。 

 

○高橋部会長 

 ええ、なるほどね。はい、どうぞ。 

 

○宮澤（敏）委員 

 お聞きをしておりまして、ちょっと高瀬川の霞堤がちょっとこの間の台風で壊れまして、それ

をちょっと調査して参りましたので、遅くなりまして申し訳ございませんでした。それで、今A

案・B案・C案それぞれ出させて頂きましたが、財政ワーキングの方からこれからこれによって

計算をしていくわけであります。今、水道の問題については、今、昨日も特に高橋部会長の方か

ら、それから私の方からも、それから石坂・浅川の部会長の方からも。部会長経験者から同じよ

うにこの財政的な措置をすべきだとこういうことで、同じように私もそれを強く主張しました。

そういう状況で出て来たんですが、県のほうから出て来なかったと、こういう状況であります。

で、その問題を含みまして確認でございますが、一度数字というものをはじき出しますと必ずそ

れについて先ほど植松委員・田宮委員それから久保田委員それからほかの委員さんからも出てお

りましたが、こういう条件じゃなくてこうだということが必ず出てきます。ですので、数字、財

政ワーキングの方で、先ほどもまあちょっと五十嵐委員とも一時間ほど電話でお話したんであり

ますが、数字はいつも言いますことですが、数字を出すときにはもうこの条件でこういうことだ

と、それから算定の方法につきましては、今現在、県で事業で使われている数字・単価等を採用

したいと思っています。今までもずうっとそういうようにして参りました。そのようなことでご

了承頂きたい。一度出した数字というのは、いやなんでこんなにかかるじゃねえか、かからねえ

じゃねえかと、こういう議論にならないように、公平にそれからきちっと出させて頂いて、両そ

れぞれの所で、財政ワーキングの方で出して参りました。ですから、これからもそういうような

形でこれしっかりと査定させて頂きたいと、こんなふうに考えておりますが、そこのところでも

う一回この条件で今日確定させて頂いたということ、確認させて頂きましたので、これでそれぞ

れの状況についての査定を9月1日以降ということになろうかと思いますけれど、それで入らさ

せて頂きます。ということで数字は正直でございますので、出て参りました数字につきましては

そのようなことでワーキングでしっかりと出させて頂きますのでよろしくお願い致します。それ

だけでございます。 

 

○高橋部会長 

 はい、ありがとうございました。以上で今日の審議は終了させて頂きますけれども、先ほど申

し上げましたようにこういった事態になりましたので、8 月いっぱいという長い期間を休むわけ
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ですけれども、私は年ですから忘れてしまいますので、又皆さんから叱咤激励して頂いて、時間

が長いとすべて忘れる性質でございますので、申し訳ないと思っていますが、そんなことで又い

い成果が出ますように、よろしくお願いをしたいと思います。はい。 

 

○青木特別委員 

資料のことでお願いしたいんですけど、さっき宮下さんからも話が出ましたけど、ちょっと重

なる部分があるんですけど、拾ヶ堰と万水の範囲で結構ですけど、改修が終わった所の河川改修

が終わった所で何年から何年までかかってその改修が終わったということと、金額がいくらかか

ったということを知りたいんですけど。 

 

○高橋部会長 

 はい。そのほか資料請求ございますか。はい、どうぞ。 

 

○宮下特別委員 

前回もちょっと提案のところでお願いしたかと思いますけれども、広域排水の県の部分ですね。

今の堀廻堰との接続の部分で、堀廻堰への補水の要求が出ているかと思いますけれども、それを

どのような構造でもって考えているのか、その辺も併せてお願いしたいと思いますけれども。 

 

○高橋部会長 

 あの構造の話ですか。構造の話ですか。 

 

○宮下特別委員 

はい、はい。 

 

○高橋部会長 

 いわゆる止水構造っていうことかね。ということだね。 

 

○幹事（松本地方事務所） 

 ちょっと質問よろしいでしょうか。 

 

○高橋部会長 

 はい。 

 

○幹事（松本地方事務所） 

 松本の地方事務所の広域担当の者ですございますけれども、今宮下委員さんの質問ですけれど

も、堀廻堰への補水ですか、これちょっと内容がよく分からないのでちょっともう少し詳しく教

えて頂きたいと思いますけれど。 
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○高橋部会長 

遮水じゃないのでしょうか。 

 

○幹事（松本地方事務所） 

 遮水ですか。 

 

○宮下特別委員 

今、堀廻堰の組合の人たちは、黒沢川の水利権があるはずなんですよ。それで、あそこの改修

について説明があった時にその水利組合の人たちが黒沢川の水を堀廻堰へも落として頂くように

お願いしてあるのでという話がありましたので、その辺の堀廻堰へどのような形で水を落とす構

造になっているのかということです。 

 

○高橋部会長 

 接続の構造っていうことですか。 

 

○宮下特別委員 

接続の構造です。はい。 

 

○高橋部会長 

分かりました。 

 

○幹事（松本地方事務所） 

ちょっと今の件ですけれども、今久保田委員さんも言いましたようにまだはっきりと表面に出

ているという形ではありませんけれども、若干今までの説明の中でそのような話が出ていること

は事実です。従って県営事業、あるいは国営の関係、それから今共同施工でやっている上の豊建

でやります、500ｍの単独施工部分この辺も含めて又三者で打ち合わせをすると、そんなような

形にもなっておりますので、今、今日の質問等踏まえまして又、それぞれで打ち合わせを致しま

して、又方向を出したいと思います。 

 

○高橋部会長 

それでよろしいですか。 

 

○宮下特別委員 

はい。 

 

○高橋部会長 

まだ公になっていないということですか。そういうことですよね。はい、どうぞ。 
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○二木特別委員 

資料ということになるか分かりませんけれども、これ５、６の台風で岐阜県が大部やられたわ

けですが、その所にですね実はダムがあるんですよ。大垣市の上に約30km上流に、横山ダムっ

ていうのがあると思うんですが、地図で見ますと確かにあります。そのダムがあったお陰に水害

があれだけ、まああれだけって言っても分からないんですが、面積はどのくらいあったかな。件

数は西濃地区の被害額が 14億 6千万円。それから被害世帯が 327 棟でこれは床上浸水。それか

ら224棟が床下浸水。それで、そのダムは揖斐川上流のダムだそうですが、私も地図を見ると揖

斐川というのは、木曽川水系に入るんですね。先生ご存知だと思いますが。ええ。それでかなり

の数の被害があったということですので、今言ったその下流の高水の問題、それから何て言うん

ですか、量の問題。どういう形でそのダムがどうなったかことを一つ参考までに御願いしたいで

すが。いいですか。 

 

○高橋部会長 

はい、そのほか。はい、どうぞ。 

 

○田宮特別委員 

この資料の提案された治水利水対策案黒沢川部会その１と２があるんですが、これ先ほどの県

の方の説明では、対策案も出して頂いた中で共通してる内容について、そういう考え方でまとめ

てみましたという説明なんですが、このカラーの方ではそのいわゆるこのA案とB案が主にこう

まとめられているわけですね。カラーの方へは、ここへはC案がその文章として出てきていない

んですけど。ただこのＡ３の方ではC案、A案・B案・C案というふうにこうなっているんです

が。このカラーの方へはC案が文書化されていないですけどね。これはちょっと僕はA案・B案

がいわゆる採用されているんじゃないか、ここの部分ではですよ。ここの部分ではね。ただＡ３

のところでは、C案が載っているんですけどね。だからこれは私ちょっと片寄り過ぎているんじ

ゃないかなあと思うんですが如何ですか。 

 

○高橋部会長 

はい。 

 

○宮澤（敏）委員 

C 案は私が出した案だと思うんですが、載ってますよ。砂防ダムもここに造るということも載

っていますし、それから遊水地の位置もちゃんと載ってます。これはいいんですが、これ載って

ますんで多分C案。それで、載っておりますけれどもは私のほかに出された方もおいでになられ

たようですけれど、私が図面で示したのはこのC案、これはちゃんと載ってます。部会長、私も

ちょっとさっき後ろの河川課長に聞いたんですが、昨日のやりとりがあったものですから、これ

はそれじゃあ各それぞれの委員の皆さんが自分の案に基づいてもう少し詰めてきてもらって、具

体的なものをこの場でもって論議をするというふうに理解していてよろしいんですね。 
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○高橋部会長 

そうですよ。 

 

○宮澤（敏）委員 

ああ、そうですね。それじゃあ、財政の方はもっと先になるということで。はい、分かりまし

た。 

 

○高橋部会長 

全部網羅されていると思いますけど。C 案も全部、水辺公園、本来これに入りたいのだけれど

もということで今朝ほども申し上げた。よろしいですか。じゃ、事務局で資料の確認をお願いし

ます。 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

はい。それでは資料の確認をお願い致します。一つ目ですけれども植松委員さんからありまし

た開発地域の天然記念物の扱いについてですか、今までの県の教育委員会等が対策をした事例、

他県も含めてということで一点ございます。これは、幹事の方ではどちらが答えたらよろしいん

でしょうか。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

私もちょっと分かりません。 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

後で調整致します。それから務台委員さんから出てきております、砂防えん堤が出来る前と現

在で、クマタカの生息状況の変化があるかというようなことです。これは豊建さんでよろしいで

しょうか。お願いします。それでは次です。田宮委員さんから環境について三郷村の那須野さん

のご意見をこの場で部会においてお聞きしたいということで、これは事務局でちょっと検討とい

うか、するということで先ほど部会長からお話ありましたので、そのようにさせて頂きたいと思

います。それから、部会長からです。万水川の最下流部の犀川からのバックウォーターの影響範

囲ということで、これは豊建さんでよろしいでしょうか。お願いします。それから河川流量を比

流量から算出するということで、大熊委員からのやつですけれども、これも豊建さんでよろしい

ですね。お願いします。それから、藤原委員さんから県営で水道事業を行っている事例が全国に

あるかどうかということで、これは食品環境水道課さんの方でよろしいでしょうか。はい。それ

から植松委員さんからですけれども、県営水道の市町村への移管についてなんですが、これが実

際今どういう手続きでやっているのか、あるいは更に財政的なその市町村の負担等に関してどう

いうような考えをしているのかということについて、これはですね。 

 

○高橋部会長 

あれですよ。移管の条件はということですよね。 
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○事務局（治水・利水検討室） 

条件ですか。 

 

○高橋部会長 

おそらくそうですよ。移管の条件だと思いますよ。どんな条件で移管をしようとしているのか

ということだと思いますけど。 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

条件ですね。分かりました。条件。これは食品環境水道課さんと事務局で相談します。それか

ら続きまして部会長さんからですけれども、水道事業の先ほどの県営水道ですけれども、特例が

適用されているというのですけれども、県が政策で行うべきと思われるがその方針を明確に示し

なさいということで、これは食品環境水道課さんの方でよろしいでしょうか。 

 

○高橋部会長 

よろしいですか。 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

よろしいですね。はい。 

 

○高橋部会長 

政策秘書室だよね。私は政策秘書室にって言っているのだから、政策秘書室から出してもらっ

たら。それは食品環境水道課の方で出せって言ったって出せないと思う。それは無理ですよ。基

本姿勢なのだから。 

 

○幹事（政策秘書室） 

これは調整を取らして頂きますのでお願いします。 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

それでは政策秘書室さんの方で調整を取るということでお願いします。続きまして田宮委員さ

んから改変の話がございましたけれども、今回の資料はダムサイトが中心でございましたが、も

う少し広い範囲で改変する箇所が分かる資料を堤出するということでよろしいですか。それは豊

建さんでお願いします。それから宮下委員さんの方から地質調査の委託成果品の中から何ページ

か抜粋されて、それと第四紀断層の関係ということでございましたので、豊建さんの方でお願い

します。それから青木委員さんの方から、万水川でよろしいですね。万水川の拾ヶ堰の改修です

か。拾ヶ堰から下流の万水川ということでよろしいですか。拾ヶ堰から下流の万水川の改修が終

わった場所の施工の年数と金額ということです。はい。じゃこれは豊建さんでお願い致しします。

それから宮下委員さんからですけれども、先ほど堀廻堰の用水補給の要望があがってて交差部の
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構造ということでございますが、これは｡ 

 

○高橋部会長 

それは、まだ明確といいますか公表されていないし、資料というものは無いと思うので。それ

で理解して頂いたのだけれど。 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

分かりました。申し訳ございませんでした。 

 

○高橋部会長 

出せる状態なのですか。先ほどの話と違うのじゃないですか。 

 

○宮下特別委員 

調整して。構造物だってあそこにジョイントの所はもう設計出来ているんじゃないですか。 

 

○高橋部会長 

いいですよ。出せるっていうなら出してくださいよ。出せないって言ったから。 

 

○幹事（松本地方事務所） 

これあの今宮下委員さんの言われているところは、国営事業とそれから豊建さんであります単

独事業この接点部分を中心に計画を立てるところであろうと思われますので、まだ双方とも詳し

い設計が出来ていないと。国営事業もそうですけれども。そんな状態ですので、図面等お出し出

来るということはないかもしれないけれども、双方で打ち合わせをしてですね、こんな形で進む

という程度のものはお答え出来るのかなと思いますけれども。図面というのはちょっと分からな

いか思いますけれども。以上です。 

 

○高橋部会長 

出せるものなら出して下さい。出せないって言ったから私は。 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

はい、それではそういうことでお願いします。最後になりますけれど。 

 

○幹事（豊科建設事務所） 

いいですか。 

 

○高橋部会長 

ちょっと待ってください。 
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○幹事（豊科建設事務所） 

今、堀廻堰との接続というのはおそらく県の関係になるのだと思いますけれども、まだその有

無については上の設計が出来ておらないということで、現段階ではまだ出せません。 

 

○高橋部会長 

関係官庁で調整してください。どうも意見違っていけないが。 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

よろしいでしょうか。最後ですけれども、二木委員さんからございました、揖斐川の横川ダム

の治水効果のお話です。河川課さんでよろしいでしょうか。横山、すみません、横山ダムでござ

います。河川課さんの方でお願い致します。以上でございます。 

 

○高橋部会長 

はい、ありがとうございました。そのほか事務連絡ございましたら。 

 

○事務局（治水・利水検討室） 

それでは、9 月以降の部会の日程の関係なのですけれども、今この時点でいつというのは難し

い状況であると思いますので、後ほどといいますか、もう少し経ってから、各委員さんのご都合

等をお聞きする中で、又部会長とも相談して決めたらと思っておりますが、いかがでしょうか。

ということと、もし何かご要望等あればこの場でお話頂ければと思いますが、その辺をちょっと

お聞き頂ければと思います。 

 

○高橋部会長 

はい。今そういった状況の中で議会の日にちを決めるというのが非常に難しいということでお

そらく、県の先生もいらっしゃいますけれども、1 日選挙だから 2 日っていうような話じゃない

と思うのですよね。おそらく。それで、私とすれば、ある程度知事が出来ましてね、一つの方針

が出来ないと、我々のやることがみんなもうその方針の逆行ったりとか、いうようにその手間が

もったいないし、全然分からない所でやるのも私は如何なものかと。少なくてもある程度の、新

しい知事がどんな方針を出すのか分かりませんけれども、それがある程度方向性が出た時点から

でないとスタート出来ないんじゃないかと、こんな気がしているんですが、何か。はい、どうぞ。 

 

○植松特別委員 

はい。まさにその通りなんですけれども、これまでの日程では本来今日は財政ワーキンググル

ープの報告があって、公聴会があって公聴会を受けて対策案を確認して最終確認ということにな

ったんですけれども、これ全部狂っちゃったわけですよね。はっきり言って。それで、次回9月

以降に、私次回のまず部会ですけど何をやっていくのか、財政ワーキングの報告も今の話だとま

だ出ませんよね。そういうことですよね。ですからそれさえも出ないし、それで 11 月までに先

ほどのお話のように間に合わせるということで、本当に出来るのかどうかも疑問ですし。そうし
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た場合に今年度予算請求も出来ないということで、それでいいのかどうか。それも含めて、ちょ

っとこれから具体的に何にも言えないんですけれども、次回集まった時僕らは何をするんですか。 

 

○高橋部会長 

先ほど皆さんから出して頂いたものが、今朝ほど申し上げましたように、いわゆる法に抵触し

ない、そして実施可能なもの、そして具体的なものに絞っていくにはどうしましょうかという形

で出来るだけ絞り込んでいくと。そして、一番問題の、私は質問してありますので政策秘書室へ、

そういうものが何らかのものが出てくると私は思っています。それが出てくると非常に楽なので

すよ。あまり頭を使わなくてもいいわけですから。 

 

○植松特別委員 

はい、了解しました。 

 

○高橋部会長 

はい、どうぞ。 

 

○二木特別委員 

終わりになって申し訳ないですが、私たちも考えは最初から条例に基づいてこういう部会を作

ってもらったんだから、あくまでもその条例を県のものだと、あるいは誰のものじゃないという

ような考えもありますけれども、部会長さんのそういうご意見ですのでそれに従わなければいけ

ないかなとこんなように思います。分かりました。 

 

○高橋部会長 

僕の所に責任持ってきてもらっても困るのですけれども。まあ県会の先生もいらっしゃいます

けれども、実際分からないのですよね。ですからまあそういうことで一つご理解を頂きたいと思

います。何もなければそれでは今日はこれで終了させて頂きますが、どうも暑い所ご苦労様でし

た。 

 

（１６：２５ 終了） 


